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出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
こ
つ
の
法
令

第
三
節
出
版
革
命
法
廷
で
の
審
理

第
四
節
出
版
革
命
法
廷
の
廃
止
と
革
命
法
廷
へ
の
移
行

第
四
章
行
政
的
規
制
へ
の
再
転
換

終
章 第

節

第
三
節

出
版
規
制
に
抵
抗
す
る
印
刷
工

「
出
版
に
関
す
る
布
告
」
に
反
対
し
て
い
た
党
派
の
一
つ
で
あ
る
メ
ン

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
印
刷
工
労
働
組
合
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
印
刷
工
労
働
組
合
も
「
布
告
」
に
反
対
し
始
め
た
。
メ
ン
シ
エ

ヴ
ィ
キ
系
の
労
働
組
合
活
動
家
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
の
印
刷
所
が
接
収

さ
れ
る
と
印
刷
労
働
者
が
失
業
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
印
刷
労

働
者
を
「
布
告
」
反
対
の
側
に
組
織
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
反
対
運
動

で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
『
ラ
ボ

1
チ
ア

ャ
・
ガ
ゼ

l
タ
』
で
あ
っ
た
。
同
紙
の
一
九
一
七
年
一

O
月
二
九
日
号
は
、

編
集
部
の
論
説
の
中
で
「
攻
撃
の
た
め
に
」
団
結
す
る
と
き
が
や
っ
て
き

た
と
書
い
て
い
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
出
版
問
題
委
員
協
議
会
は
、
次
の
よ
う
な
手
紙
を

人
民
委
員
会
議
に
送
っ
た
。
「
1
.
人
民
委
員
会
議
は
『
ラ
ボ

l
チ
ア
ヤ
・

ガ
ゼ

l
タ
』
(
一
九
九
号
、
一

O
月
二
九
日
付
け
)
の
言
動
に
注
意
を
向
け

る
こ
と
。

2
・
印
刷
工
労
働
組
合
の
敵
対
的
姿
勢
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ

の
活
動
が
無
力
に
さ
れ
、
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
労
働
人
民
委
員
を
、
本
日
一

O
月
二
九
日
日
曜
日
午

前
九
時
に
イ
サ
1
ク
広
場
の
近
衛
騎
兵
場
の
建
物
で
行
う
予
定
の
印
刷
工

労
働
組
合
の
総
会
に
派
遣
す
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
総
会
に
中
央
ソ
ヴ
ェ
ト

労
働
組
合
の
代
表
者
や
そ
の
他
の
労
働
組
合
幹
部
会
の
代
表
者
を
招
待
す

る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
。
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
人
民
委
員
会
議
は

出
版
物
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
L

。

一
一
月
一
日
、
印
刷
工
労
働
組
合
幹
部
会
は
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド
軍
事

革
命
委
員
会
と
交
渉
す
る
た
め
、
代
表
団
を
派
遣
し
て
き
た
。
代
表
団
が

軍
事
革
命
委
員
会
に
手
渡
し
た
要
求
書
の
中
で
、
組
合
幹
部
会
は
、
「
軍
事

北法41(4・192)1652
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革
命
委
員
会
に
た
だ
ち
に
出
版
の
自
由
の
回
復
を
要
求
す
る
L

こ
と
な
ど

三
項
目
を
要
求
し
、
こ
れ
が
遂
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
「
自
ら
の
手
中
に

あ
る
あ
ら
ゆ
る
強
制
手
段
を
行
使
す
る
」
と
圧
力
を
か
け
て
い
た
。
一
一

月
四
日
に
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
で
「
出
版
問
題
に
つ

い
て
の
決
議
L

が
採
択
さ
れ
る
と
、
組
合
は
先
の
要
求
を
貫
徹
す
る
た
め

具
体
的
な
行
動
を
開
始
し
た
。
一
一
月
六
日
、
組
合
は
代
表
者
会
議
を
召

集
し
て
、
「
出
版
に
関
す
る
布
告
」
の
破
棄
を
要
求
し
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
含
む

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
寸
布
告
」
に
反
対
す
る
と
い
う
決
議
を
、
賛
成
一
七
て

反
対
六
九
で
採
択
し
た
。
代
表
者
会
議
は
、
特
別
の
代
表
団
を
選
出
し
、

彼
ら
に
軍
事
革
命
委
員
会
と
の
交
渉
を
委
任
し
足
。

同
日
、
組
合
代
表
団
と
軍
事
革
命
委
員
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
代
表
団

は
、
憲
法
制
定
会
議
と
の
関
係
で
出
版
の
自
由
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
論
拠
に
し
て
、
寸
布
告
」
の
破
棄
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

A
-

A
・
イ
オ
ツ
フ
ェ
は
寸
出
版
の
自
由
は
禁
止
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
制
限

さ
れ
た
の
だ
O
i
-
-
-
出
版
の
独
占
は
大
衆
の
気
分
の
表
現
者
で
あ
る
階
級

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
え
、

M
・
M
-
ラ
シ
ェ

l
ヴ
イ
ツ

チ
は
寸
原
則
上
、
出
版
の
自
由
は
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
て
、
代
表
団
の

主
張
す
る
「
出
版
の
自
由
」
を
批
判
し
た
。
代
表
団
の
一
人
は
、
も
し
わ

れ
わ
れ
が
強
力
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
出
版
物
が
恐
ろ
し
い
は
ず
が
な

い
と
述
べ
、
「
布
告
L

の
破
棄
を
改
め
て
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
・

M
-
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ

l
フ
が
答
え
た
。
「
布
告
は
無
力
や
恐
怖
の
証
拠
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
出
版

に
よ
る
ポ
グ
ロ
ム
的
ア
ジ
テ

1
シ
ヨ
ン
を
続
け
る
可
能
性
を
許
す
な
ら
ば
、

そ
の
場
合
に
起
こ
り
う
る
よ
け
い
な
犠
牲
を
払
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

革
命
的
秩
序
を
強
固
に
す
る
と
い
う
目
的
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

蜂
起
の
時
期
が
終
わ
り
、
革
命
的
体
制
が
強
固
に
な
る
と
き
、
問
題
は
別

の
局
面
に
立
つ
で
あ
ろ
日
L

。
代
表
団
は
、
軍
事
革
命
委
員
会
に
書
面
を
通

じ
て
も
、
す
べ
て
の
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
の
再
発
行
は
許
き
れ
な
い
の
か
、

と
質
問
し
て
い
た
。
そ
の
回
答
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
「
蜂
起
の
時
期

に
反
革
命
的
政
策
を
扇
動
す
る
新
聞
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
軍

事
革
命
委
員
会
や
人
民
委
員
会
議
の
側
は
な
ん
の
企
み
も
な
い
。
検
閲
は

導
入
さ
れ
な
か
っ
た
。
新
し
い
出
版
に
関
す
る
布
告
は
、
出
版
の
資
本
主

義
的
搾
取
を
制
限
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

ヲ匂」。結
局
、
交
渉
は
決
裂
し
た
。
そ
こ
で
印
刷
工
労
働
組
合
幹
部
会
の
メ
ン

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
員
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
組
合
内
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
員
が
こ
れ
に
反
対
す
る
運
動
を
う
ま

く
組
織
し
た
た
め
、
ス
ト
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
し
ば
ら
く

は
、
全
ロ
シ
ア
印
刷
工
労
働
組
合
へ
の
メ
ン
シ
ェ
ヴ
イ
キ
の
影
響
力
は
強

行
、
組
合
に
よ
る
出
版
規
制
へ
の
抵
抗
が
続
い
た
。
し
か
し
、
後
に
な
る

北法41(4・193)1653



研究ノート

と
印
刷
工
の
聞
に
も
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
影
響
力
が
強
ま
り
、
組
合
の
指

導
機
関
も
改
選
さ
れ
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
イ
キ
は
抵
抗
の
基
盤
を
失
っ
て
い
っ

た。
(
1
)
の玄・〉・

ω・O
R
C司
O
R
g
・
0
、s
a
B
R
R司
P
H
h
u
k
R
h
c
b
q遠
足
h
・

白

uEvhM
辺
、
司
町
内
。
F

玄

J-UU1OL--UM-

(
2
)
戸
ミ
・
ロ
ロ
一
、
『
田
宮
浜
ク
門
・
-
申
ω
・

(
3
)
ロミ
Hh
志向、包
2

E

匂
己
主
き
も
窓
口
h
E
2
R
E
Z丘町

R
C
K
R
ヨミ
H・

L
N
D
R
ヒ
K
2ミ
H
Z
R
K
S同
町
、

R
E
F
ア
ケ
三
J
S
g
L・印
ω
。・

(
4
)
J『
曲
玄
誕

P

4
・N
-

三
-
L
U
A
X
r
?
広中・

(
5
)
温
室
浜
市
・

(
6
)
」
『
田
富
民
?

(
7
)
4阻
ま
崇

P

P

E
∞・

(
8
)
O
R
C司
C
R
O
P

ヨ8
・
8
4
3
(コ
司

E
E
-
-
)
唱円・

5
∞E
E
U
・

(
9
)
〉

-s
・2
田

ω回目】
C
P

。R遠回
qhu守

R
R
E
h
N
b
-
h
h
u
h
-
-
h
u
h
h伊
豆
-
L
U
A凶
mr

円・

2
・
可
・
一
九
一
七
年
に
行
わ
れ
た
全
ロ
シ
ア
印
刷
工
労
働
組
合

第
二
回
代
表
者
会
議
の
構
成
は
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
四
四
人
、
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
一
五
人
、
エ
ス
エ
ル
五
人
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
五
人
、
メ

ン
シ
ェ
ヴ
イ
キ
の
シ
ン
パ
六
人
で
あ
っ
た
。
代
表
者
会
議
で
選
出
さ

れ
た
議
長
、
書
記
、
監
査
委
員
も
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
で
占
め
ら
れ
で

し
た
。

a
4
 

F疋h
d
F
n
v
 

aa 
n材
d

第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
一
一
月
四
日
の
「
出
版
問
題
に
つ
い
て
の
決
一
判刊

議
L

は
、
出
版
を
資
本
の
く
び
き
か
ら
「
解
放
L

す
る
こ
と
に
主
要
な
狙
剃

い
が
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
に
は
新
聞
の
閉
鎖
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
つ
た
。
北

と
い
う
の
も
、
た
と
え
新
聞
が
閉
鎖
さ
れ
て
も
、
そ
の
新
聞
は
名
称
を
変

え
て
発
行
し
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
、
ロ
シ
ア
作
家
連

盟
の
機
関
紙
『
ガ
ゼ

i
タ
・
プ
ロ
テ
ス
ト
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
ど
ん
な
閉
鎖
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
三
再
四
新
聞
は
よ
み
が
え
る
。
ぺ

ト
ロ
グ
ラ

l
ド
の
新
聞
は
陣
地
を
放
棄
し
な
い
。
:
:
:
毎
日
、
新
聞
の
名

称
が
変
わ
っ
て
い
る
」
。
例
え
ば
、
カ
デ
ッ
ト
党
機
関
紙
『
レ

l
チ
』
は
、

一
九
一
七
年
一

O
月
二
六
日
に
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
数
日
後
に
新
し
い
名
称

『ナ

l
シ
ャ
・
レ

1
チ
』
で
発
行
さ
れ
、
そ
の
後
閉
鎖
さ
れ
る
た
び
に
、

『
ス
ヴ
ア
ボ

1
ド
ナ
ヤ
・
レ

l
チ
』
『
ヴ
ェ

l
ク
』
『
ノ

l
ヴ
ア
ヤ
・
レ

l

チ
』
『
ナ
1
シ
ャ
・
ヴ
ェ

l
ク
』
と
名
称
を
変
え
て
発
行
し
続
け
て
い
た
。

『
ノ
!
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ

l
ミ
ヤ
』
は
三
つ
の
名
前
を
持
っ
て
い
た
。
エ
ス

エ
ル
・
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
系
の
『
ゴ

l
ロ
ス
・
ソ
ル
ダ
1
タ
』
は
一

O
の

名
称
を
取
り
替
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
印
刷
所
と
紙
の
ス
ト
ッ
ク
が
私
的
所
有
者
の
手
に
あ
る

聞
は
、
非
ポ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
キ
諸
党
派
は
自
分
た
ち
の
機
関
紙
を
発
行
し
、

第
四
節

出
版
の
物
質
的
・
技
術
的
手
段
の
規
制
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宣
伝
・
扇
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ

は
、
彼
ら
の
出
版
活
動
を
経
済
的
に
規
制
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
。
こ
の

た
め
の
措
置
は
、
一
つ
は
「
反
革
命
新
聞
L

の
発
行
の
資
金
源
を
絶
つ
こ

と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
印
刷
手
段
の
規
制
で
あ
っ
た
。

ω広
告
の
国
家
独
占

当
時
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
主
た
る
収
入
源
は
私
企
業
の
広
告
料

で
あ
り
、
読
者
の
購
読
料
の
比
重
は
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な

か
に
は
す
べ
て
を
企
業
の
広
告
料
で
賄
い
、
無
料
で
配
布
し
て
い
る
も
の

や
、
暗
号
を
用
い
て
武
器
の
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
紙
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
は
、
広
告
主
で
あ
る
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
で
あ
っ
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
は
、
出
版
を
資
本
の
く

び
き
か
ら
「
解
放
」
す
る
に
は
、
私
的
広
告
の
国
家
独
占
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
レ

l
ニ
ン

が
す
で
に
一

O
月
革
命
前
か
ら
提
起
し
て
い
た
し
、
一
一
月
四
日
の
全
ロ

シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
の
会
議
で
も
強
調
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
広
告
の
国
家
独
占
に
関
す
る
布
告
の
起
草
が
、

A
・
B
-
ル

ナ
チ
ャ
ル
ス
キ

1
に
委
任
さ
れ
た
。
こ
の
ル
ナ
チ
ヤ
ル
ス
キ

1
案
を
人
民

委
員
会
議
の
審
議
に
付
す
前
に
、
レ

l
ニ
ン
が
そ
れ
に
若
干
の
修
正
を
加

え
た
。
修
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
誰
が
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
支
配
者
で

あ
る
か
を
大
衆
に
強
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
一
月
七
日
、
「
広
告
へ
の

国
家
独
占
の
導
入
に
関
す
る
布
告
L

が
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
定
期
刊

行
物
、
選
集
、
広
告
ピ
ラ
な
ど
へ
の
広
告
の
有
料
掲
載
や
キ
オ
ス
ク
、
事

務
所
な
ど
へ
の
広
告
の
送
付
を
国
家
の
独
占
事
業
で
あ
る
と
宣
言
し
、
こ

の
よ
う
な
広
告
は
労
農
政
府
や
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
の
刊
行
物
だ
け
が
掲
載
で

き
る
と
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
違
反
し
た
刊
行
物
は
閉
鎖
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
広
告
企
業
は
国
家
に
接
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
た
だ
し
そ
の
際
に
は
、
経
営
者
に
は
必
要
に
応
じ
て
国
家
補
償
を
支

払
い
、
と
く
に
小
経
営
者
、
株
主
に
は
出
資
金
を
全
額
補
償
す
る
と
い
う

措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

布
告
の
実
施
は
、
出
版
問
題
委
員
の

A
-
E
・
ミ
ン
キ
ン
に
委
任
さ
れ

た
。
彼
は
、
「
広
告
の
受
理
と
掲
載
に
関
す
る
訓
令
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
広
告
を
国
家
統
制
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

i

ド
に
中
央
国
家
庁
が
、
地
方
に
は
そ
の
支
所
が
創
設
さ
れ
た
。
す
べ
て
の

広
告
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
送
ら
れ
、
『
臨
時
労
農
政
府
新
聞
』
(
地
方
で

は
ソ
ヴ
ェ
ト
的
な
機
関
紙
)
に
掲
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
措

置
に
よ
っ
て
、
出
版
資
本
は
重
要
な
資
金
源
を
失
ぃ
、
出
版
を
資
本
の
く
日nh
u
 

び

き

か

ら

「

解

放

」

す

る

第

一

歩

と

な

る

は

ず

で

あ

っ

た

。

別nwd 

し
か
し
、
当
初
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
は
こ
の
布
告
を
無
視
し
て
い
た
。
一
山

そ
の
た
め
、
人
民
委
員
会
議
は
私
的
な
広
告
を
載
せ
続
け
て
い
た
新
聞
を
削

閉
鎖
し
た
。
一
一
月
二
三
日
、
人
民
委
員
会
議
は
寸
広
告
に
関
す
る
布
告
北
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に
従
わ
な
い
も
の
と
の
闘
争
方
法
に
つ
い
て
の
出
版
問
題
委
員
ミ
ン
キ
ン

の
質
問
」
を
審
議
し
、
ミ
ン
キ
ン
に
対
し
て
布
告
の
実
施
の
た
め
に
寸
革

命
的
措
置
」
を
と
る
よ
う
に
、
口
頭
の
訓
令
を
与
え
た
。

ω印
刷
手
段
の
規
制

広
告
に
お
け
る
国
家
独
占
の
導
入
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
経
済
的

基
盤
の
破
壊
に
寄
与
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
手
も
と
に
は
ま
だ
印
制
所
、
印
刷
機
、
紙

な
ど
が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
出
版
を
資
本
の
く
び
き
か
ら
「
解
放
L

す
る
に
は
、
こ
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
印
刷
所
の
接
収
な
ど
を
一
挙
に
行
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
「
反
革
命
新
聞
」
の
物
質
的
・
技
術
的
基
盤
を
徐
々
に

破
壊
す
る
た
め
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
は
、
私
営
の

印
刷
所
に
対
す
る
労
働
者
統
制
、
印
刷
手
段
の
差
押
え
・
収
用
・
接
収
・

固
有
化
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

①
差
押
え
(
円
宗
国
巾
2
司
)

こ
れ
は
、
印
刷
所
と
紙
の
ス
ト
ッ
ク
の
私
的
所
有
者
に
対
し
て
、
一
定

期
間
そ
れ
を
使
用
停
止
に
す
る
こ
と
、
ま
た
は
設
備
な
ど
を
使
用
す
る
所

有
者
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
差
押
え
は
、
革
命
初
期
に
行
わ

れ
た
初
歩
的
な
規
制
形
態
で
あ
っ
た
。
一
九
一
七
年
一

O
月
二
七
日
、
ぺ

卜
ロ
グ
ラ
ー
ド
軍
事
革
命
委
員
会
は
、
『
ラ
ボ

l
チ
ャ
ヤ
・
ガ
ゼ

l
タ』

紙
、
『
ヴ
イ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ェ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
紙
、
『
ア
ガ
ニ
ヨ

1
ク』

誌
の
各
印
制
所
を
差
押
え
た
。
ま
た
同
じ
日
、
『
レ

l
チ
』
『
デ
エ
ニ
』
の

各
印
刷
所
が
差
押
え
ら
れ
、
ボ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
キ
党
機
関
紙
『
ソ
ル
ダ

l
ツ

カ
ヤ
・
プ
ラ
ウ
ダ
』
と
『
デ
ェ
レ
ヴ
ェ
ン
ス
カ
ヤ
・
ベ
ド
ノ

l
タ
L

の
各

編
集
部
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

②
収
用
(
胃
否
5
E
Z
)

差
押
え
よ
り
も
厳
し
い
措
置
が
収
用
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
印
刷
所
と

紙
の
ス
ト
ッ
ク
の
私
的
所
有
者
の
手
か
ら
そ
れ
を
一
時
的
に
で
は
な
く
、

永
久
に
奪
う
が
、
そ
の
際
、
こ
の
私
的
所
有
者
に
そ
の
相
当
額
の
全
部
ま

た
は
一
部
が
補
償
さ
れ
る
と
い
う
措
置
で
あ
る
。
一

O
月
二
五
日
に
は

『ル

l
ス
カ
ヤ
・
ヴ
ォ

l
リ
ャ
』
の
印
刷
所
が
、
二
六
日
に
は
『
ナ
ロ
ー

ド
ニ
・
ト
リ
プ
ン
』
の
印
刷
所
が
、
収
用
さ
れ
た
。

北法41(4・196)1656

③
接
収

(
R
C
Z
雪
円
窓
口
言
)

差
押
え
や
収
用
で
は
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
も
っ
と
有
効
な
措
置
で
あ

る
接
収
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
所
有
者
か
ら
印
刷
設
備
を
無
償
で
奪
い
、

そ
れ
を
ソ
ヴ
ェ
ト
や
社
会
団
体
に
引
き
渡
す
措
置
で
あ
る
。
こ
の
措
置
が

宣
言
さ
れ
る
と
、
印
刷
設
備
の
持
ち
出
し
は
財
産
横
領
と
な
り
、
印
刷
機

を
破
壊
し
て
逃
走
し
た
場
合
は
器
物
損
壊
の
罪
に
関
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

事
態
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
接
収
す
る
と
同
時
に
、
印
刷
所
を

新
し
い
所
有
者
の
手
に
引
き
渡
し
て
い
た
。
一
一
月
一
九
日
、
ペ
ト
ロ
グ
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ラ
ー
ド
軍
事
革
命
委
員
会
は
、
『
ヴ
イ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』

の
印
刷
所
を
接
収
し
、
以
前
に
収
用
さ
れ
て
い
た
『
ノ

l
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
!

ミ
ヤ
』
『
ル

l
ス
カ
ヤ
・
ヴ
ォ

l
リ
ャ
』
の
各
印
刷
所
も
接
収
す
る
と
決
定

し
目
。
一
一
月
一
一
一
一
目
、
出
版
問
題
委
員
ミ
ン
キ
ン
は
「
接
収
さ
れ
た

『ル

l
ス
カ
ヤ
・
ヴ
ォ

l
リ
ャ
』
『
ビ
ル
ジ
ェ

l
ヴ
ィ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス

チ
』
『
ノ

1
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ

l
ミ
ヤ
』
の
印
刷
所
で
仕
事
を
組
織
す
る
た
め

の
支
出
総
額
に
関
す
る
L

提
案
を
人
民
委
員
会
議
に
出
し
た
。
こ
の
提
案

は
受
け
入
れ
ら
れ
、
翌
日
、
出
版
問
題
委
員
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
た
会
議

で
具
体
的
な
条
件
が
審
議
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
人
民
委
員
会
議
は
、

一
一
一
月
四
日
、
四
四
万
八

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
を
支
出
す
る
と
い
う
布
告
を

採
択
し
た
。
初
期
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
印
刷
所
の
接
収
を
行
っ
た
の
は
、
最

も
寸
反
革
命
的
な
刊
行
物
」
を
印
刷
す
る
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

④
国
有
化
(
志
宝
2
2
5
2
5
)

初
期
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
固
有
化
も
行
わ
れ
て
い
た
。
一
一
月
二
四

日
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
軍
事
革
命
委
員
会
は
、
す
で
に
接
収
さ
れ
て
い
た

『
ヴ
ィ
ル
ジ
ェ
ヴ
イ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
『
ノ

1
ヴ
オ
エ
・
ヴ
レ
!

ミ
ヤ
』
『
ル

1
ス
カ
ヤ
・
ヴ
ォ

l
リ
ヤ
』
の
各
印
刷
所
を
固
有
化
す
る
決
定

を
し
た
。

以
上
の
四
つ
の
措
置
は
、
①
か
ら
④
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
印
刷
所
に

と
っ
て
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
印
刷
所
に

ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
時
期
的

な
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
聞
の
閉

鎖
と
あ
わ
せ
て
終
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
l
)
戸
ミ
ロ
O
一
〉
・

ω・ORD司ORDPOミ芯同hhuOR弐hvBhhu』町内、
S
島町、わしま
G
-

日
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札
口
む
さ
町
内
町
内
F
玄
・
L
U吋
0
.

円-N中∞・

(
2
)
↓
E
Z
渓

P円・忠一也・

(
3
)
温
室
出

P

?
】

1
u
・

(
4
)
h
史
、
3
N
R
内
ロ
ミ
ヨ
門
司
q
b
E
白
3
H
F
↓
・
ア
P
A
-
L
∞
可
・
円
-
E
B
印
印
・

(
5
)
4
2
-
訴
ク
門
・
日
目
・
mmw-

(
6
)
O
R
D
司
O
R
g
-
三
8
・
8
4
4
(
=
司
Z
Z
L
)
w
円
-
N
N
E
-

(
7
)
ミ
ミ
H
O
E
E
2
k
N
t
a
町
内
町
、
-
h
h
u
h
u
p
s
-
u
h
h
-
f
3
・
L
S
ω
二
・

8
・

(
8
)
河
町
語
、
O
N
h
u
白
。
円
R
h
h
h
M
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R
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E
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ニ
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R
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Z
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2
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(日
)
h
h
q
E
。
p
印
』
巾

5
0
E
(
M
M
E
g
a
-
)国
)
E
-
u
w「
3
2
0
・5
。・

(
M
)
ミ
ミ
H
e
S
2
5ロ
a
n
n
n刀
三
白
ω
-
g
f
(弓
zz・
吋
)
予
定
・

(日
)

L
同
町
、
台
。
吉
宮
内

2
3
2
D
U
2白
門
書
足
、
己
、
戸
、

-U印可、円・
-
E
ム∞
M
-

(
日
山
)
コ
∞
℃
-
A

・4
・ω
・三
-LUA凶ア円・
ωM--

第
五
節

初
期
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
出
版
規
制
政
策

一
九
一
八
年
三
月
一
八
日
、
ロ
シ
ア
共
和
国
の
首
都
が
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー

ド
か
ら
モ
ス
ク
ワ
に
移
さ
れ
た
。
遷
都
以
前
の
モ
ス
ク
ワ
の
出
版
規
制
政

策
は
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ぺ
ト

ロ
グ
ラ

1
ド
で
は
、
権
力
掌
握
直
後
か
ら
、
新
聞
閉
鎖
、
印
刷
所
封
印
な

ど
の
断
固
た
る
措
置
で
臨
ん
で
い
た
の
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

の
発
行
を
容
認
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
オ
コ
ロ
コ
フ

は
、
遷
都
以
前
の
モ
ス
ク
ワ
の
権
力
が
「
優
柔
不
断
と
首
尾
一
貫
性
の
欠

如
を
示
し
て
お
り
、
時
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
お
よ
び
反
ソ
ヴ
ェ
ト
的
司
社

会
主
義
』
新
聞
に
対
す
る
活
動
に
お
い
て
、
公
然
た
る
誤
り
も
犯
し
て
い

た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
動
向
を
見
て
お
こ
う
。

一
九
一
七
年
一

O
月
二
六
日
、
モ
ス
ク
ワ
軍
事
革
命
委
員
会
は
、
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
中
央
委
員
会
の
指
令
に
し
た
が
っ
て
、
「
反
動
的
な
ブ
ル

ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
さ
れ
て
い
た
『
ル

l
ス
コ
エ
・
ス
ロ

l
ヴ
ア
』
『
ウ

l
ト

ラ
・
ロ
シ

1
イ
』
『
ル

l
ス
キ
l
ェ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
『
ラ
ン
ネ
l
ェ・

ウ
l
ト
ラ
』
そ
の
他
を
閉
鎖
し
、
そ
の
印
制
所
を
封
印
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
翌
二
七
日
に
は
、
封
印
さ
れ
た
印
刷
所
の
印
刷
工
の
失
業
を
考
慮
し

て
、
「
新
聞
を
発
行
し
な
い
期
間
の
短
縮
の
問
題
を
審
議
す
る
」
こ
と
を
決

定
し
た
。
一
一
月
四
日
、
軍
事
革
命
委
員
会
は
こ
の
問
題
を
審
議
し
、
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
新
聞
の
発
行
の
自
由
に
つ
い
て
」
と
い
う
決
定
を
作
成
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
決
定
起
草
の
た
め
、

M
・
C
-
オ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
を
長
と

す
る
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
同
じ
日
の
夜
、
軍
事
革
命
委
員
会
は
再
び

こ
の
問
題
を
審
議
し
た
が
、
結
論
が
出
な
い
た
め
次
の
会
議
に
先
送
り
し

た。

北法41(4・198)1658

こ
の
会
議
は
一
一
月
六
日
に
行
わ
れ
た
が
、
会
議
の
参
加
者
た
ち
の
聞

で
は
、
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
に
対
す
る
態
度
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

M
-
H
・
ポ
ク
ロ
ア
ス
キ
ー
は
、
ま
も
な
く
行
わ

れ
る
憲
法
制
定
会
議
の
選
挙
の
た
め
に
、
「
も
し
心
配
な
ら
軍
事
検
聞
を
し

て
で
も
、
あ
す
か
ら
新
聞
の
発
行
を
許
可
す
る
よ
う
に
提
案
」
し
た
。

M
-

ス
ミ
ル
ノ
フ
は
、
直
ち
に
新
聞
の
発
行
を
自
由
に
す
る
こ
と
に
は
反
対
で

あ
っ
た
。
「
新
聞
の
開
放
は
し
ば
ら
く
待
つ
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
新

聞
が
技
術
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
の
よ
う
に
整
う
と
き
、
開
放
す
べ
き
で

あ
る
」
が
、
そ
の
か
わ
り
に
「
わ
れ
わ
れ
の
印
刷
工
が
仕
事
の
な
い
身
に

な
ら
な
い
た
め
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
報
道
機
関
の
ビ
ュ
レ
テ
ィ
ン
の
発
行
を
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許
可
す
る
」
O
M
・
M
-
ス
ク
ヴ
ォ
ル
ツ
オ
フ
は
、
こ
の
ビ
ュ
レ
テ
ィ
ン
発

行
の
提
案
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
「
な
ぜ
な
ら
主
要
な
害
毒
は
、
社
説
で
は

な
く
報
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
、
憤
激
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
紙
に
配
給
制
を
導
入
す
べ
き
だ
L

。
こ
の
よ
う
に
三
者

三
様
の
提
案
を
し
て
い
る
が
、
三
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ

ア
新
聞
し
を
直
ち
に
閉
鎖
す
る
と
い
う
立
場
に
は
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
討
議
の
後
、
次
の
よ
う
な
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞

の
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
決
定
を
下
し
た
。
「

1
・
憲
法
制
定
会
議
の
選

挙
の
時
期
し
だ
い
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
を
開
放
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
。

2
.
同
志
ポ
ク
ロ
ア
ス
キ
ー
と
ス
ク
ヴ
ォ
ル
ツ
オ
フ
に
出
版
に

関
す
る
布
告
の
草
案
を
作
成
す
る
よ
う
に
委
任
す
る
。

3
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア

新
聞
の
印
刷
所
の
所
有
者
が
新
聞
閉
鎖
の
期
間
中
、
印
刷
工
に
賃
金
を
支

払
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
」
。

同
日
、
モ
ス
ク
ワ
軍
事
革
命
委
員
会
の
出
版
に
関
す
る
布
告
が
採
択
さ

れ
た
。

1
.

ュ
ン
ケ
ル
の
蜂
起
の
開
始
時
に
軍
事
革
命
委
員
会
に
よ
り
法
令
で
定

め
ら
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
の
制
限
は
、
今
は
停
止
し
て
い
る
市
内
で
の
軍

事
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、

2
・
憲
法
制
定
会
議
の
選
挙
は
、
例
外
な
く
す
べ
て
の
諸
政
党
、
諸
潮
流
の

た
め
の
ア
ジ
テ
l
シ
ヨ
ン
の
自
由
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

3
.
モ
ス
ク
ワ
で
の
最
高
権
力
で
あ
る
ソ
ヴ
ェ
ト
の
代
表
者
と
し
て
の
軍

事
革
命
委
員
会
に
は
、
だ
れ
か
れ
を
問
わ
ず
、
こ
の
権
力
に
反
対
す
る
あ
ら
ゆ

る
攻
撃
か
ら
こ
の
権
力
を
守
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

以
上
を
考
慮
に
入
れ
て
、
軍
事
革
命
委
員
会
は
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
。

1
・
一
一
月
八
日
水
曜
日
以
降
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
一

O
月
二
八
日
か
ら
新

聞
閉
鎖
の
日
ま
で
の
欠
勤
期
間
の
労
働
者
と
職
員
へ
の
賃
金
支
払
い
を
条
件

と
し
て
、
諸
潮
流
の
区
別
な
く
、
す
べ
て
の
機
関
紙
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く

登
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
・
政
治
的
な
機
関
紙
の
自
由
を
復
活
す
る
に
際
し
て
、
軍
事
革
命
委
員

会
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
に
反
対
す
る
蜂
起
を
呼
び
か
け
る
い
か
な
る
ア
ピ
ー
ル
も

許
さ
れ
な
い
と
あ
ら
か
じ
め
予
告
し
て
お
く
。

こ
の
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル
の
見
ら
れ
る
機
関
紙
は
押
収
さ
れ
、
そ
の
執
筆
者

は
革
命
裁
判
所
に
引
き
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
布
告
後
、
一

O
月
二
六
日
と
二
七
日
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
六
紙
の

再
発
行
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
新
聞
の
発
行
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
中
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
虚
偽
の
報
道

を
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
モ
ス
ク
ワ
の
新
聞
の
編
集
委
員
で

あ
っ
た
M
・
M
H

・
シ
ェ
ル
タ

l
ノ
フ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。
新

聞
の
論
調
は
、

J
九
一
七
年
一

O
月
以
後
、
急
激
に
変
っ
た
。
こ
の
時
期

ま
で
は
、
流
さ
れ
る
報
道
の
正
し
さ
を
点
検
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
措

置
が
と
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一

O
月
革
命
後
は
、
司
反
ボ
リ
シ
エ

北法41(4・199)1659
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ヴ
ィ
キ
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
新
聞
に
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
に
不
利
な
光
を

あ
て
る
報
道
に
つ
い
て
の
点
検
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。
雑
報
欄
は

1
l
同

様
に
論
説
も
ー
ー
そ
の
中
に
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
対
す
る
ご
」
し
よ
う
』

が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
喜
ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
。

そ
こ
で
、
虚
偽
報
道
を
規
制
す
る
た
め
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
幹
部

会
は
、
一
九
一
七
年
一
二
月
に
、
特
別
の
出
版
に
関
す
る
布
告
を
採
択
し

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
虚
偽
報
道
が
な
さ
れ
た
場
合
、
最
初
の
報
道
の
二

倍
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
り
当
て
て
、
報
道
機
関
に
反
論
を
印
刷
さ
せ
た
。
反

論
の
掲
載
を
望
む
者
(
私
人
、
公
務
員
、
機
関
)
は
、
出
版
問
題
委
員
に

依
頼
す
る
。
出
版
問
題
委
員
は
、
当
該
編
集
部
に
反
論
を
渡
し
、
そ
れ
が

掲
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
を
指
定
す
る
。
「
期
限
ま
で
に
委
員
の

決
定
を
実
行
し
な
か
っ
た
す
べ
て
の
刊
行
物
は
、
革
命
法
廷
の
判
決
に
し

た
が
い
、
閉
鎖
な
い
し
は
罰
金
に
相
当
す
る
。
出
版
問
題
委
員
に
は
、
刊

行
物
を
虚
偽
報
道
の
掲
載
の
か
ど
で
起
訴
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
革

命
法
廷
に
よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
た
編
集
者
と
執
筆
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

万
五

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
以
下
の
罰
金
お
よ
び
五
ヵ
月
以
下
の
禁
固
官
官
2)

を
受
け
る
」
。
た
だ
し
、
こ
の
措
置
は
十
分
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
「
中
傷
を
罰
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
事
件
は
、
二
、
三
知
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
も
新
聞
の
状
態
に
は
何
の
影
響
も
あ
た

え
な
か
っ
た
」
と
オ
コ
ロ
コ
フ
は
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
モ
ス
ク
ワ
の
出
版
規
制
政
策
の
特
徴
を
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー

ド
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
モ
ズ
ク
ワ
で

は
憲
法
制
定
会
議
の
選
挙
と
結
び
つ
け
て
「
出
版
の
自
由
」
を
論
じ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
は
当
初
か
ら
こ
の
考
え
方
は
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
二
に
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
す
べ
て
の
諸
政
党
、
諸

潮
流
の
「
出
版
の
自
由
」
を
前
提
に
し
て
、
一
定
の
規
制
を
加
え
て
い
る

の
に
対
し
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
は
規
制
の
方
に
基
調
が
あ
る
。
第
三

に
、
規
制
の
対
象
に
つ
い
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
蜂
起
の
ア

ピ
ー
ル
L

を
掲
載
し
た
新
聞
に
限
っ
て
い
る
に
対
し
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー

ド
で
は
こ
の
他
に
虚
偽
報
道
や
犯
罪
の
呼
び
か
げ
を
掲
載
し
た
も
の
も
含

め
て
い
る
。
第
四
に
、
規
制
の
方
法
が
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
新
聞
自
体
の
閉

鎖
で
は
な
く
、
当
該
発
行
号
の
押
収
で
あ
る
。
事
実
、
モ
ス
ク
ワ
軍
事
革

命
委
員
会
の
「
出
版
に
関
す
る
布
告
」
の
採
択
か
ら
遷
都
ま
で
の
四
ヵ
月

あ
ま
り
の
聞
に
、
モ
ス
ク
ワ
で
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
は
一
紙
も
な
い
。
一

方
、
編
集
者
と
執
筆
者
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
は
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ
!
ド

で
は
規
定
が
な
い
の
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
に
は
規
定
が
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
、
行
政
的
規
制
で
は
な
く
、
革
命
法
廷
に
よ
る
「
司
法
的
規
制
L

で
あ
る
。
ま
た
、
虚
偽
報
道
に
つ
い
て
は
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
は
直
ち

に
行
政
的
規
制
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
い
わ
ば
「
反

論
権
L

が
法
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
虚
偽
に
は
真
実
を
対
置
す
る
と

北法41(4・200}I660
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い
う
方
法
、
す
な
わ
ち
言
論
に
は
言
論
で
闘
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
モ

ス
ク
ワ
で
は
、
虚
偽
報
道
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
(
遷
都
後
こ
れ
も
否
定
さ
れ
る
)
。
反
論
掲
載
義
務
に
違
反
し
た

新
聞
は
法
廷
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
行
政
的
規
制
で

は
な
く
、
や
は
り
寸
司
法
的
規
制
」
で
あ
る
。
第
五
に
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー

ド
で
は
出
版
手
段
の
社
会
化
に
よ
る
新
し
い
出
版
レ
ジ
ー
ム
の
創
出
が
想

定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
に
は
こ
の
観
点
が
な
い
。
す
な

わ
ち
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
資
本
家
か
ら
出
版
手
段
を
奪
う
と
い
う
こ
と
は

当
初
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー

ド
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
寸
無
条
件
に
反
革
命
的
な
性
格
の
措
置
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

以
上
の
特
徴
を
総
合
す
る
と
、
初
期
モ
ス
ク
ワ
の
出
版
規
制
政
策
は
、

一
一
月
四
日
に
第
二
回
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
で
出
版

問
題
を
審
議
し
た
時
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
反
対
派
l
エ
ス
エ
ル
左
派
と
同

じ
観
点
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
オ
コ
ロ
コ
フ
は
、
初
期
モ
ス
ク
ワ
の
政
策
を
批
判
す
る
立
場
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
O

寸
モ
ス
ク
ワ
軍
事
革
命
委
員
会
の
布
告
の
出
現
が
可

能
に
な
っ
た
の
は
、
軍
事
革
命
委
員
会
お
よ
び
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
卜
の

指
導
部
内
の
日
和
見
主
義
的
・
協
調
主
義
的
分
子
の
存
在
の
結
果
で
あ
り
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
の
革
命
的
抑
圧
の
措
置
を
実
行
す
る
際
の
、
軍
事
革
命

委
員
会
と
ソ
ヴ
ェ
ト
の
多
く
の
メ
ン
バ
ー
の
動
揺
と
薦
踏
の
所
産
で
あ
っ

た
L

。
モ
ス
ク
ワ
で
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
遷
都
ま
で
の
わ
ず
か

四
カ
月
半
の
経
験
か
ら
、
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

を
規
制
し
な
く
て
も
ソ

ヴ
ェ
ト
権
力
は
維
持
で
き
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
の
は
早
計
で
あ
ろ

う
。
な
に
よ
り
も
こ
の
時
期
は
、
ま
だ
内
戦
と
国
際
干
渉
が
本
格
化
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
初
期
モ
ス
ク
ワ
の
経
験
は
、
ペ

ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
も
遷
都
後
の
モ
ス
ク
ワ
と
も
違
っ
た
独
自
な
も
の
で
あ

り
、
興
味
深
い
。

し
か
し
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
も
含
め
た
「
出
版
の
自
由
L

に
寛
容
で

あ
っ
た
政
策
も
、
モ
ス
ク
ワ
遷
都
後
は
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
同
様
に
厳
し

い
も
の
に
変
っ
て
い
く
。
一
九
一
八
年
三
月
一
二
日
、
モ
ス
ク
ワ
に
ソ
ヴ
エ

ト
政
府
が
移
さ
れ
た
。
そ
の
後
直
ち
に
、
人
民
委
員
会
議
、
全
ロ
シ
ア
・

ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
、
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
、
司
法
人
民
委
員

部
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
も
「
反
革
命
新
聞
L

に
対
す
る
抑
圧
の
措
置
を
と
り

始
め
る
。
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
第
四
回
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
で
ブ
レ

ス
ト
・
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
の
批
准
に
抗
議
し
て
人
民
委
員
会
議
を
脱
退
し

た
日
の
翌
日
、
つ
ま
り
三
月
一
八
日
、
新
都
モ
ス
ク
ワ
で
の
最
初
の
人
民

委
員
会
議
は
、
さ
っ
そ
く
モ
ス
ク
ワ
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
閉
鎖
の

問
題
を
審
議
し
て
い
る
。
こ
の
会
議
で
、
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
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行
委
員
会
議
長
兄

-
M
・
ス
ヴ
エ
ル
ド
ロ

l
フ
は
、
人
民
委
員
会
議
に
次

の
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
れ
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
閉
鎖
の
問
題
に

関
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
指
導
部
が
誤
っ
た
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、
ブ
レ

ス
ト
講
和
の
準
備
の
時
期
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

が
挑
発
的
な
活
動
を

し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
活
動
が
物
質
的
・
精
神
的
に
「
反
革
命
」
の
地
下

セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
報

告
を
受
け
て
人
民
委
員
会
議
は
、
次
の
よ
う
な
寸
モ
ス
ク
ワ
・
ブ
ル
ジ
ョ

ア
新
聞
に
関
す
る
決
定
」
を
採
択
し
た
。
寸
モ
ス
ク
ワ
労
兵
農
代
表
ソ
ヴ
エ

卜
お
よ
び
同
志
ジ
ュ
レ
ジ
ン
ス
キ
!
と
連
絡
を
と
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞

を
即
座
に
閉
鎖
し
、
編
集
者
と
出
版
者
を
革
命
裁
判
所
に
引
き
渡
し
、
彼

ら
に
最
も
厳
し
い
極
刑
を
適
用
す
る
と
い
う
措
置
を
と
る
よ
う
、
司
法
人

民
委
員
部
に
命
じ
る
。
/
閉
鎖
さ
れ
る
新
聞
に
つ
い
て
の
報
道
を
政
府
諸

紙
に
掲
載
す
る
よ
う
司
法
人
民
委
員
部
に
命
じ
る
」
。
同
日
、
出
版
問
題
委

員

B
・
ポ
ド
ベ
リ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
決
定
に
し
た
が
っ
て
、
『
モ
ス
コ
ー
プ

ス
キ

l
・
ヴ
ェ

l
チ
エ
ル
ヌ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
と
『
ム
ィ
ス
リ
』
を
閉
鎖
し
、

両
紙
の
編
集
者
を
出
版
革
命
法
廷
に
起
訴
す
る
命
令
を
発
し
た
。
翌
日
、

『
プ
ラ
ウ
ダ
』
は
こ
れ
を
大
き
く
報
道
し
た
。

遷
都
後
の
モ
ス
ク
ワ
は
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
同
様
に
、
出
版
規
制
の

舞
台
が
革
命
法
廷
に
移
行
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
以
降
の
時
期
は
次
章

で
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
と
も
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
)
〉・

ω・O
R
D宮
E
F
O
R吉
弘
司
。
民

e
R
h
q
R
E
b
q遠足じて
E
E
b

おも町内
g
p
玄よ戸田吋()鳴門・
M

∞∞・

(
2
)
ミ
己
実
白
色
町
R
R島
町

C
Sき
-
M
U
司由
2
6
2民
主
是
正
町
民
c
k
t
S
旬、司、(』白・

』巾巾一三回℃一〈)・
3
・L
U
A
山∞-円
-
M
U
・

(

3

)

4

白
宮
浜
p
p印
0
・

(
4
)
g
z
浜
市

-p-z-

(
5
)
。
吉
司
CRopu『R
8・
8
4
3
(
口宝冨・】)・円・呂∞・

(6)
玄
∞
℃
F
P
M
-
0
・

(
7
)
足
宮
浜
P
P
M
-
】・

(
8
)
叶白宮浜巾・

(9)
斗
阻
宮
浜
P
P
M
(
)
∞-MCmu・

(

叩

)

叶

回

冨

国

内

P
P
M
-
u
・

(日
)

3
・
E
2ミ
5
p
z
ω
白
5
2
0』由司
2
V門叶
E
C
コ
2
白
星
起

E
g
』
2
3・

河町再検白、司
t
t
h
u
s
s
E
Z
h
h
N
-
u
u
u
・R
Z
・日J

円・口∞・

(
ロ
)
ミ
訟
町
内
ミ
H
R
F
申』巾
R白
司
古
田
冨
】
吋
「
・

(日
)
0
5司
ORg-
可
否
u
・
843(=Ez--)
二
-
M

一-u-

(H)
の
z・
吋
由
一
玄
訴
ク
門
・
ω品
ω
・ωU1
白・

(
日
)
温
室
浜
市
咽
門
-
M

コ・

(
国
)
司
血
豆
誕

P
P
M
u
w
ω
・

(口
)

L

N
町司、ミ
H

宮
内
円
高
司
君
町
、
s
h
M
S
b
nミ位、吋
-
N
・
Z
・

--U印p
p
g
u・

(

刊

日

)

同

剖

q
E門w
b
w
Z
(
岱)富田司
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第
三
章

革
命
法
廷
に
よ
る
「
司
法
的
規
制
L

の
導
入

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

一
九
一
七
年
一

O
月
二
七
日
の
「
出
版
に
関
す
る
布
告
」
で
は
、
寸
新
し

い
秩
序
が
強
固
に
な
り
し
だ
い
た
だ
ち
に
、
出
版
物
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

行
政
的
干
渉
は
廃
止
さ
れ
、
出
版
物
に
対
し
て
は
、
こ
の
点
で
最
も
開
か

れ
た
進
歩
的
な
法
律
に
し
た
が
っ
て
、
法
廷
の
前
で
責
任
を
問
う
と
い
う

範
囲
で
の
完
全
な
自
由
が
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
(
傍
点
は
引
用
者
。
以

下
断
り
が
な
い
場
合
は
同
じ
)
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
出
版
物
に

対
す
る
行
政
的
規
制
を
完
全
に
排
除
し
た
う
え
で
、
通
常
裁
判
所
に
よ
る

純
粋
な
司
法
的
規
制
の
み
を
行
う
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
寸
新

し
い
秩
序
が
強
固
に
な
り
し
だ
い
た
だ
ち
に
」
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
当
時
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
認
識
に
は
な
か
っ

た
。
本
章
で
検
討
す
る
「
革
命
法
廷
」
や
「
出
版
革
命
法
廷
し
は
、
寸
布
告
L

の
想
定
す
る
「
法
廷
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
し
い
秩
序
が
強
固
に
な
っ
て
い
な
い
段
階
で
も
、
新
聞
を

寸
裁
判
」
に
よ
っ
て
処
罰
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
す
で
に
あ
っ
た
。
レ
ー

ニ
ン
は
、
一
九
一
七
年
一
一
月
四
日
、
「
出
版
の
自
由
に
関
す
る
決
議
案
」

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。
「
臨
時
労
農
政
府
は
:
:
:
新
聞
の
全

経
営
を
調
査
す
る
審
査
委
員
会
を
任
命
す
る
。
帳
簿
、
決
算
報
告
書
そ
の

他
の
記
録
文
書
を
、
審
査
委
員
会
に
隠
す
こ
と
も
、
故
意
に
不
正
な
証
言

を
行
う
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
革
命
裁
判
所
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
L

。
本
章

で
扱
う
「
革
命
法
廷
」
や
寸
出
版
革
命
法
廷
L

は
、
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
寸
反
革
命
新
聞
」
を
「
裁
判
」
に
よ
っ
て
処
罰
し
よ
う
と

い
う
構
想
、
す
な
わ
ち
「
司
法
的
規
制
」
の
構
想
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
司
法
的
規
制
」
は
、
一
般
に
資
本
主
義
諸
国
で
行
わ
れ

て
い
る
も
の
と
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
司

法
権
力
と
他
の
国
家
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
初
期
ソ
ヴ
ェ
ト

権
力
は
、

J

ニ
権
分
立
L

論
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
理
論
」
と
し
て
原
理
的
に
否

定
し
、
「
三
権
統
合
」
論
を
唱
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
「
司
法
権
の
独
立
L

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
革
命
期
に
創
設
さ
れ
る
「
司
法
機

関
し
は
、
審
議
し
行
動
す
る
機
関
と
し
て
の
ソ
ヴ
ェ
ト
に
従
属
し
て
い
た
。

第
二
は
、
出
版
規
制
を
国
家
の
ど
の
機
闘
が
決
定
す
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
、
行
政
機
関
が
自
ら
の
判
断
で
独

自
に
出
版
物
を
事
前
に
差
し
止
め
る
こ
と
は
検
閲
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
こ

れ
は
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
名
誉
毅
損
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

理
由
に
市
民
が
出
版
物
の
事
前
差
し
止
め
を
求
め
る
場
合
に
も
、
裁
判
所

以
外
の
国
家
機
関
が
そ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
「
三
権
統
合
」
論
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
出
版
規
制

を
決
定
す
る
の
が
、
行
政
機
関
(
出
版
問
題
委
員
部
)
で
あ
れ
、
「
司
法
機

関
L

(

革
命
法
廷
)
で
あ
れ
、
階
級
権
力
の
行
使
の
上
で
は
本
質
的
に
違
い
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は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
革
命
期
の
よ
う
な
非
常
事
態
で
あ
れ
ば
、

こ
の
任
務
を
迅
速
な
行
政
機
関
が
行
っ
た
方
が
よ
り
効
率
的
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
出
版
問
題
委
員
部
が
出
版
規
制
を
し
、
場
合
に
よ
っ

て
は
後
に
革
命
法
廷
で
そ
れ
が
審
理
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

当
時
の
出
版
規
制
に
は
、
出
版
問
題
委
員
部
の
決
定
だ
け
で
規
制
す
る
場

合
と
、
出
版
問
題
委
員
部
が
決
定
し
た
後
に
革
命
法
廷
に
起
訴
し
て
規
制

す
る
場
合
と
い
う
二
つ
の
経
路
が
あ
っ
た
。
後
者
の
場
合
も
、
出
版
問
題

委
員
部
が
出
版
規
制
の
第
一
次
的
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
は
か
わ

り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
初
期
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
下
で
の
「
司
法
的
規
制
」
は
、
資

本
主
義
の
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
聞
を
規
制

す
る
場
合
、
行
政
機
関
に
よ
る
規
制
と
法
廷
に
よ
る
規
制
と
は
、
機
能
上

区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト

的
な
特
徴
が
あ
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
「
司
法
的
機
能
」
が
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
寸
司
法
的
機
能
」
を
持
っ

た
革
命
法
廷
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
1
)
L
N史
、
時
速
宮
内
む
白
内
沼
町
R
C
h
M
E
b
3
H
F
4
・Y
3・L
E
U
J
円・巴・

(2)
∞・玄

-bgzze
河口
h
F
E
e
-
円D
d
・-
4
・ω印・円

-
E・
邦
訳
、
レ

l
ニ

ン
全
集
(
大
月
書
庖
、
一
九
六
四
年
)
第
二
六
巻
二
八
八
頁
。

第

節

革
命
法
廷
の
創
設

一
O
月
革
命
後
、
中
央
か
ら
の
統
一
的
な
指
令
を
待
た
ず
に
、
各
地
で

は
「
下
か
ら
の
L

新
し
い
革
命
的
裁
判
所
の
創
設
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。

ペ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
も
、
裁
判
・
取
調
べ
機
関
(
円
苫
a
z
o
-
2
2
2
R
E
V
-
E

8
2
Z
)
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
機
関
に
よ
る
出
版
規
制
の
措
置

は
、
寸
反
革
命
勢
力
」
に
対
し
て
あ
ま
り
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例

え
ば
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
軍
事
革
命
委
員
会
の
命
令
に
も
と
づ
い
て
、
取

調
べ
委
員
会
は
、
旧
臨
時
政
府
の
何
人
か
の
閣
僚
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
憲

法
制
定
会
議
の
擁
護
の
た
め
に
」
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
を
掲
載
し
た
新
聞
を

取
調
べ
、
一
九
一
七
年
一
一
月
一
七
日
、
各
新
聞
の
編
集
者
と
発
行
者
を

逮
捕
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
日
後
に
は
全
員
釈
放
さ
れ
た
の
で
あ
記
。

そ
こ
で
人
民
委
員
会
議
は
、
一
一
月
二
二
日
、
「
裁
判
所
に
関
す
る
布
告

第
一
号
」
を
採
択
し
、
ー
上
か
ら
の
L

本
格
的
な
裁
判
所
創
設
に
着
手
し
始

め
た
。
こ
の
布
告
で
は
、
通
常
裁
判
所
で
あ
る
地
方
裁
判
所

(
Z
2↓
z
E
4』
)
と
と
も
に
、
「
反
革
命
事
件
」
を
取
り
扱
う
労
農
革
命
法

廷
(
宮
司
2
S
E
S
吾
巾
門
目
差
宗
忌
胃

g
』5
E
S
S
E
-
E
G
E三
回
』
)
が
設
置
さ
れ

た
。
出
版
物
に
関
す
る
事
件
は
、
こ
の
労
農
革
命
法
廷
で
審
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
布
告
の
第
八
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
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ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

反
革
命
勢
力
か
ら
革
命
と
そ
の
獲
得
物
を
防
衛
す
る
方
策
を
講
じ
る
と
い

う
形
で
、
そ
れ
ら
と
闘
争
す
る
た
め
に
、
ま
た
略
奪
・
不
法
領
得
・
サ
ボ
タ
ー

ジ
ュ
そ
の
他
の
商
人
・
工
業
家
・
官
吏
な
ど
の
権
利
濫
用
と
の
闘
争
に
関
す
る

事
件
を
解
決
す
る
た
め
に
、
県
も
し
く
は
市
の
労
兵
農
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
に
よ

り
選
出
さ
れ
る
、
議
長
一
名
と
交
替
制
の
参
審
員
(
超
円
内
包
足
量
)
六
名
で
構

成
さ
れ
る
労
農
革
命
法
廷
が
設
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
の
予
審
(
弓
E
E宝
4
2
E
R
2
2
3室
内
)
を
行
う

た
め
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
下
に
特
別
予
審
委
員
会

(
c
g
a
5
2
2
2
2
E
5
5
z
z・

門
門
至
)
が
組
織
さ
れ
じ
。

さ
ら
に
、
一
一
月
二
八
日
、
司
法
人
民
委
員
H
・
M
-
ス
ト
ゥ

l
チ
カ

が
寸
革
命
法
廷
の
設
立
の
た
め
の
指
針
」
を
出
し
た
。
こ
れ
は
、
「
反
ソ
ヴ
エ

ト
勢
力
L

と
闘
争
す
る
際
の
革
命
法
廷
の
具
体
的
権
限
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
市
民
が
訴
追
人
に
も
弁
護

人
に
も
な
れ
る
資
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
法
廷
の
審
理
に
参
加
し
て

い
る
者
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
適
用
さ
れ
る
刑
罰
と
し
て
列
挙

さ
れ
て
い
た
の
は
、
社
会
的
非
難
す
白
戸
戸
市
内
叶
回
2
2
3
8宝
EZZ巾
)
、
社
会
的

信
用
の
剥
奪
(
』
Z
E
2
5
c
m
E
2
a
2
5
3
h
D田
昌
吉
)
、
罰
金
、
社
会
的
強

制
労
働
、
自
由
剥
奪
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
死
刑
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た。
と
こ
ろ
で
、

一
一
一
月
九
日
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
人
民
委
員
会
議
に
加
わ

り
、
こ
こ
に
統
一
戦
線
政
府
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
寸
出
版
の
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
左
翼
エ
ス
エ
ル
は

激
し
く
対
立
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
今
後
は
、
人
民
委
員
会
議
で
多
数
派

の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
と
、
そ
こ
で
は
少
数
派
で
あ
る
が
司
法
人
民
委
員
部

を
掌
握
し
た
左
翼
エ
ス
エ
ル
と
の
対
立
を
背
景
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
出

版
規
制
政
策
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
二
一
月
一
九
日
、
司
法
人
民
委
員
部
(
司
法
人
民
委
員
は
左
翼

エ
ス
エ
ル
の
M
・
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
)
が
、
「
革
命
法
廷
に
関
す
る
訓

令
」
を
発
し
た
。
こ
の
訓
令
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
刑
罰
は
、
罰
金
、
自
由

剥
奪
、
追
放
、
社
会
的
非
難
、
人
民
の
敵
で
あ
る
こ
と
の
宣
告
、
政
治
的

権
利
の
剥
奪
、
財
産
の
差
押
え
・
没
収
、
社
会
的
強
制
労
働
で
あ
っ
た
(
や

は
り
死
刑
は
な
し
)
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
寸
革
命
法
廷
の
設
立
の
た
め
の

指
針
L

よ
り
も
、
刑
罰
の
カ
タ
ロ
グ
が
さ
ら
に
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
訓
令
に
よ
る
と
、
法
廷
の
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

革
命
法
廷
は
、
議
長
一
名
、
副
議
長
二
名
、
書
記
一
名
、
副
書
記
二
名
、

参
審
員
四

O
名
で
構
成
さ
れ
る
。
参
審
員
以
外
の
構
成
員
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
常
任
で
三
ヵ
月
の
任
期
が
あ
る
が
、
任
期
満
了
前

で
も
ソ
ヴ
ェ
ト
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
う
る
。
参
審
員
は
、
事
前
に
用
意
さ

れ
た
参
審
員
一
覧
表
の
中
か
ら
、
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て

一
ヵ
月
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
革
命
法
廷
の
下
に
、
六
名
か
ら
な

北法41(4・205)1665
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る
予
審
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。
予
審
委
員
会
は
、
通
報
な
い
し
は
告
発

を
受
け
る
と
た
だ
ち
に
そ
れ
を
吟
味
し
、
四
八
時
間
以
内
に
そ
の
事
案
を

却
下
す
る
か
、
管
轄
の
裁
判
所
に
移
送
す
る
か
、
革
命
法
廷
の
審
埋
に
付

す
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
予
審
委
員
会
は
、
逮
捕
、
捜

索
、
押
収
、
被
逮
捕
者
の
釈
放
に
関
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
れ
は
三
名
の
共
同
署
名
が
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
。
緊
急
に
迫
ら

れ
て
こ
の
命
令
を
単
独
で
発
し
た
場
合
、
一
二
時
間
以
内
に
予
審
委
員
会

に
よ
る
事
後
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
。

訓
令
は
、
訴
追
と
弁
護
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
た
。
寸

ω革
命
法
廷
の

下
に
、
社
会
的
訴
追
お
よ
び
社
会
的
弁
護
と
い
う
形
態
で
法
の
番
人
と
な

る
人
々
の
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
。

ωこ
の
協
議
会
は
、
革
命
的
司
法
に

対
す
る
援
助
を
希
望
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
推
薦
を
受
付
た
す
べ
て
の
人
々
の

任
意
加
入
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
L

。
こ
の
協
議
会
の
中
か
ら
、
法
廷
が
社

会
的
訴
追
人
を
選
び
、
被
告
人
が
弁
護
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
被

告
人
が
選
ば
な
い
時
に
は
法
廷
が
協
議
会
の
中
か
ら
指
名
す
る
。
こ
の
訴

追
人
と
弁
護
人
の
他
に
、
法
廷
に
出
席
し
て
い
る
傍
聴
者
の
中
か
ら
一
人

の
訴
追
人
と
一
人
の
弁
護
人
が
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
法
令
に
も
と
づ
い
て
、
各
地
に
革
命
法
廷
が
創
設
さ
れ
て

い
っ
た
。
次
に
、
そ
れ
を
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
モ
ス
ク
ワ
に
つ
い
て
見
て

お
こ
P

つ。

1
・
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド

北法41(4・206)1666

一
一
月
二
二
日
に
採
択
さ
れ
た
裁
判
所
に
関
す
る
布
告
第
一
号
に
も
と

づ
い
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
・
ソ
ヴ
ェ
ト
は
、
一
一
月
二
四
日
、
革
命
法

廷
の
議
長
候
補
お
よ
び
参
審
員
の
候
補
者
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
よ
う
に

ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
に
要
請
し
、
そ
の
後
革
命
法
廷
は
設
置
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
革
命
法
廷
に
は
多
く
の
事
件
が
持
ち
込
ま

れ
た
の
で
、
出
版
事
件
を
適
時
に
審
理
で
き
る
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
『
レ

ヴ
ォ
リ
ュ

l
ツ
イ
オ
ン
ヌ
ィ
・
ナ
パ

l
ト
』
紙
事
件
で
は
、
責
任
を
問
わ

れ
た
人
民
社
会
党
の
刀

-
M
・
プ
ラ
ム
ソ
ン
が
法
廷
で
「
私
は
新
聞
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
心
か
ら
共
鳴
し
、
そ
れ
に
連
帯
す
る
」
と
表
明
し
た
た
め
、

新
聞
は
閉
鎖
さ
れ
、
新
聞
の
財
産
は
没
収
さ
れ
た
。
た
だ
、
被
告
人
に
対

し
て
は
社
会
的
非
難
と
軽
蔑
を
表
明
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
エ
ス

エ
ル
の
影
響
下
に
あ
る
『
全
ロ
シ
ア
農
民
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
ズ
ヴ
ェ
ス

チ
ヤ
』
紙
事
件
で
は
、
パ
プ
ロ
フ
連
隊
の
い
く
つ
か
の
中
隊
が
「
反
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
」
デ
モ
を
し
た
と
同
紙
が
報
道
し
た
た
め
、
連
隊
の
兵
士

が
編
集
者
を
告
発
し
た
。
法
廷
で
は
、
連
隊
の
全
権
委
員
が
訴
追
人
と
な

り
、
証
人
と
し
て
各
中
隊
の
代
表
者
が
立
っ
た
。
訴
追
人
は
、
編
集
者
が

「
出
版
の
自
由
L

を
階
級
闘
争
と
中
傷
の
武
器
に
変
え
、
そ
れ
を
故
意
に

利
用
し
た
と
述
べ
た
。
法
廷
は
、
編
集
者
の
H

・
只
・
ヴ
ィ
ホ
ア
ス
キ
ー

に
五

0
0
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
を
科
し
た
。



2
.

モ
ス
ク
ワ

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

一
一
一
月
五
日
の
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
の
「
モ
ス
ク

ワ
革
命
法
廷
の
創
設
に
関
す
る
決
定
し
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
モ
ス
ク

ワ
革
命
法
廷
も
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
同
様
に
、
多
く
の
事
件
を
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
出
版
事
件
を
適
時
に
審
理
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
最
初
の
出
版
事
件
の
審
理
は
、
一
九
一
八
年
一
月
八
日
に

行
わ
れ
た
『
ウ

l
ト
ラ
・
ロ
シ

l
イ
』
紙
事
件
で
あ
っ
た
。
法
廷
の
審
理

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
法
廷
の
議
長
ベ
ル
マ
ン
(
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
)
は
、
審
理
の
冒
頭
に
新
し
い
革
命
法
廷
の
任
務
に
つ
い
て
述
べ
た
。

次
に
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
の
定
例
会
議
で
選
ば
れ
た
こ
四
人
の
住
民

代
表
の
名
前
を
読
み
あ
げ
、
彼
ら
の
中
か
ら
本
件
審
理
に
参
加
す
る
六
人

の
参
審
員
を
選
ぶ
た
め
の
抽
選
を
行
っ
た
。
訴
追
人
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ

の

M
-
c
・
キ
ゼ
リ
シ
ュ
チ
ェ

1
イ
ン
と

C
・
A
-
ス
チ
ェ
プ
ニ

l
ク
で

あ
り
、
弁
護
人
は
傍
聴
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

H
・
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
で
あ
っ

た
。
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
、
弁
護
士
で
旧
臨
時
政
府
の
特
別
予
審
委
員
会
の

代
表
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
革
命
前
か
ら
の
弁
護
士
は
、
法
廷
に
参
加
し

て
い
る
者
の
中
か
ら
弁
護
人
を
選
ぶ
と
い
う
新
し
い
制
度
を
利
用
し
て
、

ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
反
対
す
る
演
説
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
被

告
人
は
、
『
ウ

l
ト
ラ
・
ロ
シ

l
イ
』
紙
の
編
集
者
と
発
行
者
で
あ
っ
た
。

被
告
人
た
ち
の
罪
状
は
、
新
聞
が
二
回
に
わ
た
っ
て
虚
偽
報
道
を
し
た
と

モ
ス
ク
ワ
で
は
、

一
回
目
は
、
軍
事
人
民
委
員
が
軍
隊
の
一
部
に
動

員
解
除
命
令
を
出
し
た
と
い
う
記
事
を
載
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
二
回
目
は
、

ソ
ヴ
ェ
ト
軍
と
ハ
リ
コ
フ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
中
央
ラ

1
ダ
軍
と
の
戦
闘
で
、

双
方
あ
わ
せ
て
一
万
七

O
O
O人
の
死
傷
者
を
出
し
、
二
つ
の
ボ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
連
隊
が
ラ

1
ダ
側
に
つ
い
た
と
報
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
証
人
の
証

言
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
虚
偽
報
道
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
法
廷
は
、
被

告
人
ら
が
住
民
に
パ
ニ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
、
ロ
シ
ア
箪
の
戦
線
を
破
嬢

す
る
目
的
を
も
っ
て
故
意
に
嘘
の
報
道
を
載
せ
た
こ
と
に
罪
が
あ
る
と
認

定
し
た
。
判
決
は
、
編
集
者
に
二
週
間
の
禁
固
、
発
行
者
に
一
万
五

0
0

0
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
(
支
払
え
な
い
場
合
は
三
ヵ
月
の
禁
固
)
を
科
し

た。 い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
も
モ
ス
ク
ワ
で
も
、
革
命
法
廷

の
負
担
が
過
重
な
た
め
、
出
版
事
件
は
十
分
審
理
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
間
に
も
「
反
革
命
新
聞
」
の
活
動
は
活
発
に
な
る
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
、
地
方
の
革
命
法
廷
の
下
に
出
版
事
件
に

関
す
る
特
別
の
法
廷
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
出
版
革
命
法
廷
を
創
設
す
る
試
み
が
始
ま
っ
た
。
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(
2
)
革
命
法
廷
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
が
詳
し
い
。
佐
藤
雅
美
「
初

期
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
非
常
司
法
機
関
と
刑
事
司
法
上
・
下
」
『
九

大
法
学
L

三
八
|
三
九
号
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第
二
節

出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
二
つ
の
法
令

出
版
革
命
法
廷
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
内
で
は
二
つ
の

立
場
が
対
立
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
影
響
の
下
に
作
成

さ
れ
た
司
法
人
民
委
員
部
の
「
出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
決
定
」
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
の
主
張
を
反
映
し
た
人
民
委
員
会
議
の

「
出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
」
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
一
二
月
九
日
に
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
連

立
政
府
を
作
る
こ
と
に
同
意
し
、
こ
こ
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
一
一
名
、
左

翼
エ
ス
エ
ル
七
名
の
人
民
委
員
会
議
が
成
立
し
た
。
司
法
人
民
委
員
に
は

左
翼
エ
ス
エ
ル
の

M
・
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
が
就
任
し
た
。
左
翼
エ
ス

エ
ル
が
人
民
委
員
会
議
に
参
加
し
た
背
景
に
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
単

独
政
権
か
ら
生
じ
る
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
独
裁
L

を
権
力
内
部
か
ら
抑
制

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
を
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
自

身
は
、
「
一
党
制
支
配
の
体
制
が
確
立
さ
れ
る
の
を
食
い
止
め
、
ボ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
の
独
裁
的
傾
向
と
い
う
潮
流
に
逆
ら
っ
て
進
む
」
た
め
に
政
府
に

参
加
し
た
と
述
べ
て
い
た
。

こ
の
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
が
作
成
し
た
司
法
人
民
委
員
部
の
「
出
版

革
命
法
廷
に
関
す
る
決
定
」
(
以
下
寸
決
定
L

と
略
す
)
も
こ
の
よ
う
な
思

想
に
導
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
出
版
規
制
に
お
け
る
行
政
機
関
、
と

く
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
主
導
の
出
版
問
題
委
員
部
の
怒
意
性
を
排
除
し
、

新
聞
を
司
法
的
に
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
「
出
版
に
関
す
る
布
告
L

に
反
対
し
て
い
た

し
、
一
一
月
四
日
の
出
版
問
題
に
つ
い
て
の
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央

執
行
委
員
会
の
審
議
で
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
反
対
派
の
ラ

l
リ
ン
の
案

|
|
「
出
版
に
関
す
る
布
告
」
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
革
命
法
廷
を
創

北法41(4・208)1668
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設
し
、
そ
こ
で
弾
圧
お
よ
び
懲
罰
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
審
理
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
案
ー
ー
を
支
持
し
て
い
た
。
森
下
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
決
定
は
、
司
法
人
民
委
員
シ
テ
ィ
ン
ベ

ル
ク
(
左
翼
エ
ス
エ
ル
派
)
の
署
名
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
『
出
版
の
自
由
』

の
擁
護
派
と
反
対
派
と
の
微
妙
な
思
惑
が
交
錯
し
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず

し
も
出
版
の
自
由
の
抑
圧
を
強
化
す
る
方
針
を
承
認
し
た
も
の
で
は
な
く
、

先
の
ラ

l
リ
ン
決
議
案
に
あ
る
革
命
法
廷
案
の
系
譜
上
に
あ
る
と
も
い
え

る
。
つ
ま
り
、
出
版
に
対
す
る
弾
圧
を
法
的
規
制
の
下
に
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
阻
止
す
る
効
果
も
期
待
し
え
た
」
。

こ
の
よ
う
な
思
想
を
反
映
し
た
寸
決
定
」
で
は
、
出
版
革
命
法
廷
の
審

理
に
か
り
ら
れ
る
の
は
個
々
の
責
任
者
(
新
聞
の
編
集
者
や
発
行
者
、
新

聞
社
の
社
員
な
ど
)
で
は
な
く
、
新
聞
そ
れ
自
体
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
事
件
を
起
訴
で
き
る
の
は
、
裁
判
職
や
行
政
職
の
者
、
社
会
団
体
、

個
人
で
あ
り
、
出
版
問
題
委
員
部
の
役
割
は
無
視
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
「
出

版
に
関
す
る
布
告
」
や
「
広
告
の
国
家
独
占
に
関
す
る
布
告
」
な
ど
の
出

版
規
制
法
に
対
す
る
違
反
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
か
っ
た
。

一
方
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
「
反
革
命
新
聞
」
と
有
効
に
闘
う
に
は
も
っ

と
断
固
た
る
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
「
決
定
」
が
出
さ
れ
る

以
前
の
一
二
月
一
三
日
付
け
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
は
、
編
集
部
論
説
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
た
。
「
中
傷
者
は
ま
っ
た
く
誤
っ
た
こ
と
に
自
分
た
ち
が
罰

せ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
ペ
テ
ン
師
的
な
黒
百
人
組
の
新
聞
に
よ
っ

て
中
傷
さ
れ
た
、
労
働
者
組
織
・
党
・
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
・
個
人
は
、
こ
の

無
頼
漢
を
裁
判
所
に
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
:
:
・
革
命
的
人
民
は

:
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
、
下
劣
な
中
傷
者
や
挑
発
者
を
裁
判
所
に
引
き
渡

す
よ
う
要
求
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
:
:
:
ブ
ル
ジ
ョ
ア
報
道
機
関
を
裁
判

所
の
下
に
ノ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
中
傷
者
を
裁
判
所
の
下
に

f
L
。
こ
こ
で
は
、

「
決
定
」
と
は
違
っ
て
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
の
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」

だ
け
で
な
く
、
ー
中
傷
者
L

も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
後
も
司
法
人
民
委
員
部
が
人
民
委
員
会
議
と
異
な
る
方
針
を
出
す

た
め
、
人
民
委
員
会
議
は
一
二
月
三

O
日
、
「
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
の
法

令
に
つ
い
て
」
と
い
う
特
別
決
議
で
、
司
法
人
民
委
員
部
の
す
べ
て
の
重

要
問
題
を
人
民
委
員
会
議
の
事
前
の
審
議
に
付
す
こ
と
を
決
定
し
た
。

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
一
八
年
一
月
三
日
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
・

ソ
ヴ
ェ
ト
は
出
版
革
命
法
廷
の
問
題
を
審
議
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
出

版
革
命
法
廷
は
、
裁
判
・
行
政
そ
の
他
の
機
関
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
出

版
問
題
委
員
部
に
よ
っ
て
法
廷
に
引
き
渡
さ
れ
た
事
件
を
審
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
「
決
定
」
を
明
確
に
修
正
し
た
。
つ
ま
り
、
寸
決
定
」

が
無
視
し
た
出
版
問
題
委
員
部
に
訴
追
人
と
し
て
の
役
割
を
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
法
廷
に
お
げ
る
行
政
機
関
の
役
割
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
司
法
人
民
委
員
部
内
の
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
指
導
者
た
ち
は
、

北法41(4・209)1669
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も
と
も
と
「
反
革
命
活
動
家
L

の
逮
捕
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
人
民
委
員

会
議
が
、
一
九
一
八
年
一
月
二
四
日
に
出
版
革
命
法
廷
の
問
題
を
審
議
し

て
い
た
と
き
に
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
で
司
法
人
民
委
員
部
参
与
の
シ
ュ
レ
イ

デ
ル
が
、
出
版
革
命
法
廷
の
名
で
(
彼
は
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
出
版
革
命
法

廷
の
議
長
で
も
あ
っ
た
)
、
次
の
こ
と
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、
出
版
事

件
に
関
し
て
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
を
釈
放
す
る
こ
と
、
出
版

事
件
の
管
轄
を
、
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
、
出
版
問
題
委
員
部
そ
の
他
ソ

ヴ
ェ
ト
機
関
か
ら
は
ず
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
決
定
L

以
前
に
逮

捕
さ
れ
た
者
は
法
の
手
続
き
を
欠
い
て
い
る
か
ら
釈
放
し
た
上
で
、
今
後

の
事
件
の
管
轄
を
出
版
革
命
法
廷
に
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い

え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
純
粋
な
司
法
的
規
制
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
民
委
員
会
議
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
拒
否
し

た
。
「
出
版
革
命
法
廷
は
、
出
版
機
関
紙
の
み
を
罰
し
、
人
に
対
し
て
直
接

的
な
刑
罰
を
指
定
し
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
人
の
新
聞
紙
上
で
の

発
言
が
お
の
ず
と
積
極
的
な
反
革
命
闘
争
を
証
明
す
る
よ
う
な
人
を
逮
捕

す
る
と
い
う
反
革
命
闘
争
委
員
会
そ
の
他
の
権
力
機
関
の
権
利
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
」
。
こ
の
時
点
で
は
、
人
民
委
員
会
議
も
、
出
版
革
命
法

廷
で
の
人
に
対
す
る
処
罰
は
あ
え
て
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

他
の
国
家
権
力
機
関
で
処
罰
で
き
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
人
民
委
員
会
議
は
、
司
法
人
民
委
員
部
の
「
決
定
」
を
い
つ

ま
で
も
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
一
九
一
八
年
一
月
二

八
日
、
再
び
出
版
革
命
法
廷
の
問
題
を
審
議
し
た
末
、
「
決
定
」
を
破
棄

し
、
新
し
い
人
民
委
員
会
議
の
「
出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
し
(
以
下

「
布
告
L

と
略
す
)
を
採
択
し
た
。
そ
れ
で
は
、
司
法
人
民
委
員
部
の
「
決

定
」
と
人
民
委
員
会
議
の
「
布
告
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
違
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

ω管
轄

北法41(4・210)1670

布

告

1
・
革
命
法
廷
の
下
に
出
版
革
命
法

廷
を
創
設
す
る
。
出
版
革
命
法
廷
の
管

轄
は
、
出
版
物
の
利
用
に
よ
り
行
わ
れ

る
犯
罪
お
よ
び
違
反
行
為
に
該
当
す

る。

決

定

1
・
革
命
法
廷
の
下
に
出
版
革
命
法

廷
を
創
設
す
る
が
、
そ
の
管
轄
は
出
版

物
の
利
用
に
よ
り
行
わ
れ
る
人
民
に

対
す
る
犯
罪
(
室
内
円
d
g
E
=巾
)
お
よ
び

違
反
行
為
(
ロ
3
3〕
吉
宗
)
に
該
当
す

る。

寸
布
告
L

第
一
条
は
「
決
定
」
第
一
条
に
文
章
上
の
ご
く
わ
ず
か
な
修

正
を
加
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

ω犯
罪
の
構
成
要
件

決

定

一

布

告

2
・
社
会
生
活
の
現
象
に
関
す
る
虚
一
2
・
社
会
生
活
の
現
象
に
関
す
る
虚

偽
の
あ
る
い
は
歪
曲
さ
れ
た
い
か
な
一
偽
の
あ
る
い
は
歪
曲
さ
れ
た
い
か
な

る
情
報
の
伝
達
も
、
そ
れ
が
革
命
的
人
一
る
情
報
の
伝
達
も
、
ま
た
ソ
ヴ
ェ
ト
権



カ
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
出
版
に
関
す

る
諸
法
令
の
違
反
も
、
そ
れ
が
革
命
的

人
民
の
権
利
と
利
益
に
対
す
る
侵
害

の
企
て
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
出
版
物
の

利
用
に
よ
る
犯
罪
お
よ
び
違
反
行
為

に
該
当
す
る
。

民
の
権
利
と
利
益
に
対
す
る
侵
害
の

企
て
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
出
版
物
の
利

用
に
よ
る
犯
罪
お
よ
び
違
反
行
為
に

該
当
す
る
。

「
布
告
」
第
二
条
に
は
重
要
な
点
が
追
加
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
決
定
L

第
二
条
の
犯
罪
構
成
要
件
に
加
え
て
、
寸
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
り
公
布
さ
れ

た
出
版
に
関
す
る
諸
法
令
の
違
反
も
」
犯
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
「
反
革
命
新
聞
」
が
、
司
法
人
民
委
員
部
の
黙
認
の
下
で
人
民
委
員
会

議
の
「
出
版
に
関
す
る
布
告
L

や
「
広
告
へ
の
国
家
独
占
の
導
入
に
関
す

る
布
告
」
に
違
反
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
の
反
撃

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

ω法
廷
の
構
成
と
訴
訟
手
続
き

決

定

3
・
出
版
革
命

法
廷
は
、
任
期

三
ヵ
月
で
、
労
兵

農
代
表
ソ
ヴ
エ

ト
に
よ
り
選
出

さ
れ
る
三
人
か

布

告

3
.
出
版
革
命
法
廷
は
、
任
期
=
一
ヵ
月
で
、
労
兵
農
代
表
ソ

ヴ
ェ
卜
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
三
人
か
ら
成
る
。

4
・
①
出
版
革
命
法
廷
の
下
に
、
予
審
の
遂
行
の
た
め
に
、

労
兵
農
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
三
人
か
ら
成

る
予
審
委
員
会
が
創
設
さ
れ
る
。
②
通
報
と
訴
え
の
受
理
に

関
し
て
予
審
委
員
会
は
、
四
八
時
間
以
内
に
そ
れ
を
検
討

ら
成
る
。
こ
れ
ら

の
者
に
予
審
の

遂
行
も
事
件
の

審
理
も
委
ね
ら

れ
る
4
・
訴
訟
の
提

起
の
契
機
と
な

る
の
は
裁
判
職

も
し
く
は
行
政

職
の
者
、
社
会

団
体
も
し
く
は

個

人

の

通

報

(

円

g
a
E
2
5
)

で
あ
る
。

し
、
事
件
を
管
轄
の
裁
判
所
に
移
送
す
る
か
、
あ
る
い
は
革

命
法
廷
の
公
判
に
付
す
る
。
③
逮
捕
、
捜
索
、
押
収
、
被
逮

捕
者
の
釈
放
に
関
す
る
予
審
委
員
会
の
決
定
は
、
も
し
そ
れ

が
三
人
か
ら
成
る
合
議
で
採
択
さ
れ
れ
ば
有
効
で
あ
る
。
猶

予
が
許
さ
れ
な
い
場
合
、
抑
制
措
置
(
富
市
冒
弓

2
2
2
豆

が
一
二
時
間
以
内
に
予
審
委
員
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
な

ら
ば
、
こ
の
措
置
は
予
審
委
員
会
の
各
委
員
に
よ
り
単
独
で

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
予
審
委
員
会
の
命
令
は
、
赤
衛

隊
、
民
警
、
軍
隊
お
よ
び
共
和
国
の
執
行
諸
機
関
に
よ
り
遂

行
さ
れ
る
。
⑤
予
審
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
出

版
革
命
法
廷
に
提
起
さ
れ
、
出
版
革
命
法
廷
の
公
判
準
備
会

議

G
R
5
3』
雪

Z
E
R
8
3温
室
内
)
で
審
理
さ
れ
る
。
⑥
予

審
委
員
会
は
次
の
権
限
を
有
す
る
。
制
す
べ
て
の
官
庁
お
よ

び
官
吏
か
ら
、
ま
た
す
べ
て
の
自
治
機
関
、
裁
判
機
関
、
当

局
、
公
証
人
機
関
、
社
会
・
職
業
団
体
、
商
工
業
企
業
、
政

府
・
公
共
・
個
人
の
信
用
機
関
か
ら
、
必
要
な
情
報
や
資
料

ま
た
は
施
行
さ
れ
て
い
な
い
関
係
文
書
を
要
求
す
る
こ
と
。

仰
委
員
会
の
委
員
、
と
く
に
全
権
付
与
さ
れ
た
人
を
通
じ

て
、
必
要
な
情
報
を
得
る
た
め
、
前
項
で
述
べ
ら
れ
た
す
べ

て
の
機
関
と
当
局
の
関
係
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
。
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「
布
告
L

の
第
三
条
と
第
四
条
は
、
「
反
革
命
新
聞
」
に
対
す
る
訴
訟
の
提

起
の
手
続
き
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
「
布
告
」
が
寸
決
定
L

と
大
き
く



違
う
の
は
、
予
審
委
員
会
を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
決
定
」
で
は
法
廷

の
裁
判
官
自
身
が
予
審
も
審
理
も
行
う
の
に
対
し
て
、
「
布
告
」
で
は
法
廷

の
下
に
予
審
委
員
会
を
創
設
し
、
予
審
と
審
理
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
委

ね
て
い
る
。
予
審
委
員
会
は
法
廷
の
下
に
設
置
さ
れ
る
と
は
い
え
、
両
者

と
も
そ
れ
ぞ
れ
ソ
ヴ
ェ
ト
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
予
審
委
員
会
の
決
定
に
対

す
る
訴
え
自
体
が
法
廷
に
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
審
委
員
会
は

法
廷
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
予
審
委
員
会
は
、

独
自
に
捜
査
・
逮
捕
し
、
新
聞
を
閉
鎖
し
、
赤
衛
隊
そ
の
他
の
執
行
機
関

を
通
じ
て
自
ら
の
命
令
を
執
行
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
布

告
」
で
は
こ
の
予
審
委
員
会
に
起
訴
す
る
権
限
が
独
占
さ
れ
て
お
り
、
「
決

定
」
の
第
四
条
は
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

研究ノート

ω訴
追
人
と
弁
護
人

決

定

5
・
訴
追
人
〔
単
数
〕
と
弁
護
人
〔
単

数
〕
は
、
一
般
の
革
命
法
廷
の
訓
令
で

規
定
さ
れ
て
い
る
原
則
に
基
づ
い
て

組
織
さ
れ
る
。

布

告

5
・
法
廷
の
審
理
は
、
訴
追
人
〔
複
数
〕

と
弁
護
人
〔
複
数
〕
の
参
加
の
下
で
行

わ
れ
る
。

6
・
訴
訟
に
参
加
す
る
権
利
を
も
っ

訴
追
人
お
よ
び
弁
護
人
と
し
て
は
、
両

当
事
者
の
選
定
に
よ
り
す
べ
て
の
市

民
男
女
が
許
さ
れ
る
。

「
決
定
」
で
は
訴
追
人
と
弁
護
人
の
組
織
方
法
が
特
別
に
規
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
「
布
告
L

で
は
訴
追
人
と
弁
護
人
の
参
加
義
務
と
そ
の
資

格
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
。
し
か
も
、
「
布
告
」
で
は
訴
追
人
も
弁
護
人

も
複
数
の
者
が
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
「
決
定
」
と
「
布

告
」
に
お
け
る
法
廷
の
構
成
を
図
に
し
て
お
こ
う
。

決

定

布

&. 
cl 

選

出
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削
審
理
の
公
開
性

決

定

一

布

告

6
・
出
版
革
命
法
廷
の
審
理
は
公
開
一

7
・
出
版
革
命
法
廷
の
審
理
は
公
開

で

あ

る

。

一

で

あ

る

。

出

版

革

命

法

廷

に

お

い

て

一
は
、
す
べ
て
の
審
理
の
全
報
告
が
行
わ

一
れ
る
。

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

「
布
告
」
は
予
審
委
員
会
の
報
告
も
含
め
て
公
開
す
る
こ
と
で
、
審
理
の

公
開
性
を
よ
り
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ェ
ト
諸
新
聞

は
、
大
衆
に
法
廷
の
活
動
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
。

刷
一
審
制
と
判
決
の
執
行

決

定

7
・
出
版
革
命
法
廷
の
判
決
は
終
審

で
上
訴
は
許
さ
れ
な
い
。

布

告

8
・
出
版
革
命
法
廷
の
判
決
は
終
審

で
上
訴
は
許
さ
れ
な
い
。
労
兵
由
民
代
表

ソ
ヴ
ェ
ト
附
置
出
版
問
題
委
員
部
が
、

出
版
革
命
法
廷
の
決
定
と
判
決
を
執

行
す
る
。

「
布
告
」
は
、
判
決
の
執
行
を
「
決
定
」
が
無
視
し
て
い
た
出
版
問
題
委

員
部
に
委
ね
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
意
図
は

阻
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

的
刑
罰

決

定

8
.
出
版
革
命
法
廷
は
次
の
刑
罰
を

定
め
る
。
①
罰
金
②
社
会
的
非
難
の
表

明
③
嘘
の
報
道
の
取
り
消
し
を
目
立

つ
箇
所
に
掲
載
す
る
か
、
そ
れ
を
特
別

に
公
表
す
る
こ
と
④
一
時
的
も
し
く

は
永
久
の
発
行
物
停
止
あ
る
い
は
販

売
か
ら
の
排
除
⑤
印
刷
所
や
出
版
物

発
行
の
資
財
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
た

場
合
は
、
そ
れ
ら
を
全
人
民
的
所
有
へ

没
収
す
る
こ
と
。

布

告

9
.
出
版
革
命
法
廷
は
次
の
刑
罰
を

定
め
る
。
①
罰
金
②
社
会
的
非
難
の
表

明
③
嘘
の
報
道
の
取
り
消
し
を
目
立

つ
箇
所
に
掲
載
す
る
か
、
そ
れ
を
特
別

に
公
表
す
る
こ
と
④
一
時
的
も
し
く

は
永
久
の
発
行
物
停
止
あ
る
い
は
販

売
か
ら
の
排
除
⑤
印
刷
所
や
出
版
物

発
行
の
資
財
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
た

場
合
は
、
そ
れ
ら
を
全
人
民
的
所
有
へ

没
収
す
る
こ
と
⑥
自
由
剥
奪
⑦
首
都
、

各
地
方
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
共
和
国
領

内
か
ら
の
追
放
⑧
罪
人
の
全
部
ま
た

は
一
部
の
政
治
的
権
利
の
剥
奪
。

「
布
告
」
で
追
加
さ
れ
た
の
は
、
⑥
以
下
の
い
ず
れ
も
人
に
対
す
る
刑
罰

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
が
左
翼
エ
ス
エ
ル
に
与
え
た
最
大

の
批
判
的
回
答
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
布
告
」
で
は
第
一

O
条
で
「
出
版

革
命
法
廷
の
維
持
は
国
家
財
政
に
よ
る
」
と
い
う
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
「
布
告
」
が
採
択
さ
れ
た
翌
日
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
・
ソ
ヴ
ェ
ト

で
「
布
告
」
が
審
議
さ
れ
た
。
寸
布
告
」
に
し
た
が
っ
て
、
新
聞
に
対
す
る

北法41(4・213)1673
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ソ
ヴ
ェ
ト
の
統
制
を
強
化
す
る
た
め
、
出
版
問
題
委
員
部
に
よ
っ
て
起
草

さ
れ
た
「
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
期
・
不
定
期
刊
行
物

の
発
行
手
続
き
に
関
す
る
臨
時
規
則
」
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
寸
布
告
」

と
同
様
に
、
発
行
者
の
責
任
強
化
を
目
的
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
た
。
①
紙
上
に
編
集
者
と
発
行
者
の
氏
名
、
編
集
部
と
印
刷
所
の

住
所
を
明
示
す
る
こ
と
。
②
発
行
後
、
た
だ
ち
に
サ
ン
プ
ル
五
部
を
ぺ
ト

ロ
グ
ラ

l
ド
・
ソ
ヴ
ェ
ト
出
版
問
題
委
員
部
と
発
行
当
地
の
区
ソ
ヴ
ェ
ト

出
版
問
題
委
員
に
届
け
る
こ
と
。
ま
た
、
発
行
部
数
の
情
報
を
定
期
的
に

提
供
す
る
こ
と
。
③
一
面
に
政
府
の
決
定
を
掲
載
す
る
こ
と
。
④
こ
れ
ら

に
違
反
し
た
場
合
、
多
額
の
罰
金
を
科
す
こ
と
。

こ
の
①
に
よ
っ
て
、
出
版
諸
法
の
違
反
者
と
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
」
の
た
め

に
新
聞
を
利
用
す
る
者
を
、
報
道
機
関
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
容
易
に

な
っ
た
。
ま
た
、
②
に
よ
っ
て
、
出
版
問
題
委
員
部
が
日
常
的
に
出
版
物

の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
迅
速
に
そ
れ
を
規
制
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
。
さ
ら
に
「
臨
時
規
則
L

で
は
、
「
閉
鎖
と
押

収
L

と
い
う
部
分
の
第
一
条
で
次
の
新
聞
を
閉
鎖
す
る
と
し
て
い
た
。
「
①

労
農
政
府
お
よ
び
労
兵
農
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
へ
の
公
然
た
る
抵
抗
も
し
く
は

不
服
従
を
呼
び
か
け
る
も
の
。
②
明
白
に
中
傷
的
な
事
実
の
査
曲
に
よ
り

無
秩
序
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
。
③
明
白
に
犯
罪
的
な
、
す
な
わ
ち
刑
事
上

可
罰
的
な
性
格
の
行
為
を
呼
び
か
け
る
も
の
L

。
こ
れ
は
、
一
九
一
七
年
一

O
月
二
七
日
の
「
出
版
に
関
す
る
布
告
L

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、

唯
一
の
違
い
は
、
「
臨
時
規
則
L

で
は
ソ
ヴ
ェ
ト
へ
の
公
然
た
る
抵
抗
ま
た

は
不
服
従
を
呼
び
か
け
る
も
の
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た

「
臨
時
規
則
」
に
よ
る
と
、
刊
行
物
の
告
発
に
関
す
る
資
料
を
五
日
以
内

に
出
版
革
命
法
廷
に
移
す
た
め
に
、
刊
行
物
の
閉
鎖
と
押
収
の
権
利
が
出

版
問
題
委
員
部
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
出
版
革
命
法
廷
は
、
ぺ
ト
ロ

グ
ラ
ー
ド
と
モ
ス
ク
ワ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
都
市
で
創
設
さ
れ
て
い
た
。
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出
版
革
命
法
廷
で
の
審
理

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

出
版
革
命
法
廷
で
何
件
の
事
件
が
審
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

判
決
が
下
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
オ
コ
ロ
コ
フ
に
よ

る
と
、
二
三
種
二
七
紙
の
事
件
に
関
す
る
資
料
が
ア
ル
ヒ

1
フ
に
保
管
さ

れ
て
い
る
ら
し
い
。
今
こ
こ
で
は
こ
の
ア
ル
ヒ

l
フ
を
利
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
当
時
の
新
聞
報
道
と
若
干
の
ソ
連
の
研
究
に
依
拠
し
て

出
版
革
命
法
廷
の
実
状
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1
・
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド

ペ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド
出
版
革
命
法
廷
の
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
が
左
翼
エ
ス

エ
ル
で
司
法
人
民
委
員
部
参
与
の
A
-
A
・
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
、
他
の
参
審

員
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の

M
・
C
-
ゴ
レ
リ
ク
と
A
-
K
・
ツ
ヴ
ェ
ト
コ

フ
ー
プ
ロ
ス
ヴ
エ
シ
ェ
ン
ス
キ
ー
で
あ
石
。

① 
'"' (1) 
ピ「
|プ
チル
エシ

lレヨ
』ア

ご新
聞月」

日
審
理Z

こ
の
事
件
で
は
、
金
属
工
組
合
が
法
廷
に
送
っ
た
告
発
の
手
紙
が
、
裁

判
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
「
ペ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
金
属
工
労
働
組
合
中
央
幹

部
会
は
、
金
属
工
労
働
組
合
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
、
労
働
者
大
衆
を
け
し

か
け
て
反
対
さ
せ
る
た
め
の
中
傷
の
か
ど
で
、
『
ピ
ー
チ
ェ
ル
』
紙
編
集
部

の
責
任
を
問
う
よ
う
、
予
審
委
員
会
に
求
め
る
」
。
出
版
問
題
委
員
部
は
、

法
廷
で
訴
追
人
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
労
農
国
家
は
こ
の
よ

う
な
新
聞
の
存
在
を
甘
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
ピ

l
チ
ェ
ル
』
紙
の

一
度
の
閉
鎖
で
は
目
的
を
達
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
け
が
ら
わ

し
い
新
聞
は
過
去
実
際
に
新
し
い
名
称
の
下
で
復
活
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
委
員
部
は
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
す
な

わ
ち
、
最
も
活
動
的
な
社
員
を
す
べ
て
拘
禁
し
、
系
統
的
な
嘘
・
中
傷
・

反
革
命
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
か
ど
で
、
彼
ら
を
革
命
法
廷
の
場
に
引
き

渡
す
こ
と
L

。
法
廷
は
、
こ
の
決
定
ど
お
り
社
員
を
拘
禁
に
付
し
、
新
聞
を

閉
鎖
し
た
。

②
『
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ツ
コ
エ
・
ェ

l
ホ
』
(
一
月
三
二
日
審
理
)

同
紙
は
、
陸
軍
総
司
令
官
ク
ル
イ
レ
ン
コ
が
出
し
た
動
員
解
除
命
令
を

レ
1
ニ
ン
が
破
棄
し
た
こ
と
を
報
道
し
た
。
こ
れ
が
問
題
と
さ
れ
、
起
訴

さ
れ
た
。
法
廷
は
、
こ
の
報
道
自
体
は
事
実
な
の
で
編
集
者
を
無
罪
と
し
、

す
で
に
出
版
問
題
委
員
部
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
新
聞
閉
鎖
の
命
令
を
破
棄

し
た
。
た
だ
し
、
今
後
こ
の
種
の
報
道
は
、
出
版
ビ
ュ

l
ロ
l
の
公
式
報

北法41(4・215)1675
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道
が
あ
る
ま
で
は
控
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

③
『
ナ

l
シ
ェ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
(
一
月
一
一
二
日
審
理
)

同
紙
は
『
ビ
ル
ジ
ェ

l
ヴ
ィ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
の
後
継
紙
で
あ

る
。
前
身
紙
は
、
一
九
一
七
年
一

O
月
二
六
日
と
一
一
月
一
六
日
に
二
度

に
わ
た
っ
て
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
名
称
を
『
ナ

1
シ
ェ
・
ヴ
ェ
ー

ダ
マ
ス
チ
』
に
変
え
て
発
行
を
続
け
て
い
た
。
同
紙
は
、
第
一
号
で
ソ
ヴ
ェ

ト
権
力
に
対
す
る
虚
偽
報
道
を
し
た
か
ど
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

法
廷
は
、
同
紙
に
社
会
的
非
難
を
宣
告
し
、
判
決
を
紙
面
に
掲
載
す
る
こ

と
を
条
件
に
発
行
を
許
し
た
。

ω
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

①
『
ダ
グ
プ
ラ

l
ト
』
(
一
月
三
二
日
審
理
)

同
紙
の
一
面
と
二
面
に
は
有
料
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
出
版
問

題
委
員
部
は
、
こ
れ
が
広
告
へ
の
国
家
独
占
の
導
入
に
関
す
る
布
告
の
第

二
条
、
第
五
条
、
第
六
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
新
聞
の
閉
鎖
を
決
定
し

た
。
法
廷
は
閉
鎖
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
印
刷
所
の
接
収
は
免
れ
た
。

②
『
デ
エ
ニ
』
(
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
系
、
二
月
一
八
日
審
駈
)

同
紙
は
、
一
九
一
七
年
一

O
月
二
六
日
に
軍
事
革
命
委
員
会
に
よ
っ
て

閉
鎖
さ
れ
て
以
後
、
六
つ
の
名
称
を
取
り
替
え
て
発
行
を
続
け
、
そ
の
度

ご
と
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
問
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
反
対
す
る
記
事
・

論
説
を
載
せ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
一
月
一
九
日
付
け
の
寸
真
実
か
?
」

と
い
う
記
事
の
な
か
で
は
、
「
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
が
ド
イ
ツ
に
ペ
ト
ロ
グ

ラ
l
ド
を
差
し
出
し
、
ド
イ
ツ
が
憲
法
制
定
会
議
の
百
集
を
確
保
し
、
憲

法
制
定
会
議
と
ド
イ
ツ
が
交
渉
を
行
う
で
あ
ろ
う
」
と
報
じ
て
い
た
。
ま

た
、
一
二
月
九
日
付
け
の
「
労
働
者
と
『
政
府
』
と
の
抗
争
L

で
は
、
弾

薬
工
場
の
労
働
者
が
税
の
支
払
い
に
抗
議
し
て
、
「
憲
法
制
定
会
議
が
機
能

し
始
め
、
自
分
た
ち
の
階
層
か
ら
合
法
的
な
権
力
を
選
出
し
た
後
、
初
め

て
税
を
支
払
う
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
要
求
は
:
:
:
断
固
と
し
て
拒
否
す

る
」
と
宣
言
し
た
決
議
を
採
択
し
た
と
報
道
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て

工
場
委
員
会
は
、
特
別
の
代
表
団
を
選
出
し
、
「
中
傷
者
」
の
責
任
を
追
求

し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
は
『
デ
ェ
ニ
』
紙
に
抗
議
し
た
だ
り
で
あ
っ
た

(
こ
の
時
は
ま
だ
出
版
革
命
法
廷
は
創
設
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
)
。
さ
ら

に
、
一
二
月
一
六
日
付
け
の
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
歴
史
」
と
い
う
記
事

で
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
急
速
な
滅
亡
を
予
言
し
て
い
た
。
「
彼
ら
は
急

速
に
消
え
る
。
彼
ら
は
権
力
が
:
:
:
手
か
ら
滑
り
落
ち
る
こ
と
に
気
づ
い

て
お
り
、
国
境
の
外
へ
こ
っ
そ
り
と
立
ち
去
る
準
備
を
し
て
い
る
L

。
そ
こ

で
二
月
一
八
日
、
出
版
問
題
委
員
部
は
法
廷
に
次
の
よ
う
な
告
発
状
を

送
っ
た
。
「
出
版
問
題
委
員
部
が
必
要
と
み
な
し
た
の
は
、
レ
シ
ィ
ニ
や
そ

の
他
の
銀
行
家
の
資
金
で
発
行
さ
れ
て
い
る
『
デ
ェ
ニ
』
紙
を
閉
鎖
す
る

こ
と
、
:
:
:
そ
の
主
要
な
政
治
的
恐
喝
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
、
新
聞
に
よ

り
住
民
の
多
く
の
無
自
覚
な
部
分
に
混
乱
を
広
め
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
け
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な
し
、
無
知
な
大
衆
を
労
農
政
府
に
反
対
さ
せ
る
:
:
:
と
い
う
反
革
命
的

な
報
道
(
口
2
曲芸

2
2
0
8
)
の
中
傷
者
と
恐
喝
者
の
徒
党
を
組
織
し
た
と

い
う
か
ど
で
、
『
デ
ェ
ニ
』
紙
の
印
刷
所
と
活
動
家
と
そ
の
働
き
手
・
:
:
・
を

出
版
革
命
法
廷
の
裁
判
に
か
け
る
こ
と
で
あ
る
」
。
法
廷
は
、
新
聞
閉
鎖
を

決
め
た
だ
け
で
、
人
に
対
す
る
刑
罰
を
下
さ
な
か
っ
た
。
(
し
か
し
、
同
紙

は
名
称
を
変
え
て
な
お
も
発
行
を
続
け
て
い
た
の
で
、
二
月
二

O
日
、
法

廷
の
予
審
委
員
会
は
編
集
者
の
出
頭
を
再
び
求
め
た
)
。

③
『
ナ
チ
ャ

1
ラ
』
(
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
系
、
二
月
一
九
日
審
理
)

同
紙
は
、
「
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
祖
国
防
衛
派
と
『
イ
ェ
デ
ィ
ン
ス
ト
ヴ
オ
』

全
ロ
シ
ア
組
織
と
の
文
学
上
の
統
一
に
奉
仕
す
る
」
と
宣
一
一
一
一
周
し
て
い
た
が
、

実
際
に
は
文
学
上
の
目
的
を
追
求
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

こ
れ
ま
で
二
度
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
。
訴
追
人
の
出
版
問
題
委
員
部
は
法
廷

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
ご
」
の
新
聞
の
傾
向
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
へ

の
態
度
と
労
農
革
命
の
成
果
に
つ
い
て
敵
対
的
で
あ
る
と
す
ぐ
に
判
明
し

た
。
:
:
:
個
々
の
報
道
や
雑
報
欄
で
、
労
農
権
力
が
経
済
生
活
と
政
治
生

活
の
い
た
る
所
で
打
撃
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
社
会
生
活
を
示
そ
う

と
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
」
。
出
版
問
題
委
員
部
は
、
新
聞
を
閉
鎖
し
、

発
行
者
と
編
集
者
を
罰
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
法
廷
は
こ
れ
を
認
め
た
。

④
『
デ
ェ
!
?
ナ
ロ

l
ダ
』
(
エ
ス
エ
ル
党
機
関
紙
、
二
月
二

O
日
審
理
)

同
紙
は
三
度
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
そ
の
都
度
名
称
を
変
え
発
行
し
続
け
て

一
九
一
八
年
一
月
、
出
版
問
題
委
員
部
は
、
出
版
革
命
法
廷
に

『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

1
ダ
』
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

i
ド
ノ
エ
』
『
デ
ェ

l
ロ・

ナ
ロ

l
ダ
ブ
』
を
送
り
、
次
の
点
で
同
紙
の
出
版
所
の
責
任
を
追
求
す
る

よ
う
法
廷
に
求
め
た
。
「
川
山
中
傷
の
流
布
の
た
め
、

ωソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
対

す
る
武
力
行
動
の
呼
び
か
け
の
た
め
、

ω労
働
者
と
農
民
の
革
命
の
獲
得

物
に
対
す
る
系
統
的
な
攻
撃
(
一
一
月
と
一
一
一
月
の
聞
に
『
デ
ェ
!
ロ
・

ナ
ロ
1
1
ダ
』
か
ら
見
て
と
れ
る
も
の
)
の
た
め
」
。
出
版
問
題
委
員
部
は
、

今
後
法
廷
で
の
事
件
の
審
理
ま
で
、
ど
ん
な
名
称
で
あ
れ
、
新
聞
の
発
行

を
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
紙
は

発
行
を
や
め
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
軍
が
ロ
シ
ア
へ
の
攻
撃
を
再
開
し
た
翌

日
号
(
一
一
月
一
九
日
付
け
)
の
一
面
で
は
「
任
務
の
と
き
が
来
た
。
ロ
シ

ア
民
主
主
義
者
は
自
ら
の
手
に
権
力
を
握
る
べ
き
で
あ
る
。
人
民
委
員
会

議
は
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
た
。
そ
こ
で
二
月
二

O
日
、
同

紙
は
起
訴
さ
れ
た
が
、
法
廷
は
次
の
よ
う
な
緩
や
か
な
判
決
を
下
し
た
。

「
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
に
は
、
人
民
の
生
活
と
労
農
政
府
の
活
動

に
関
す
る
報
道
を
系
統
的
に
歪
曲
し
た
記
事
と
論
説
や
、
コ
ア
ェ

l
ロ
・
ナ

ロ
1
ダ
』
紙
が
勤
労
人
民
の
利
益
を
損
ね
て
言
論
を
行
使
し
た
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
よ
う
な
論
説
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

:
:
:
1
・
上
記
の
論

説
と
記
事
を
掲
載
し
た
か
ど
で
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
に
非
難
を
表

明
す
る
。

2
.

『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
(
エ
ス
エ
ル
党
中
央
委
員

、A

，-
O

L
ナ
h
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会
機
関
紙
)
に
こ
の
判
決
を
一
面
に
載
せ
る
よ
う
命
じ
る
。

3
・
判
決
の

掲
載
を
条
件
に
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
の
発
行
を
許
可
す
る
」
。
(
し

か
し
、
翌
日
、
挑
発
的
で
無
責
任
な
騒
援
を
呼
び
か
け
る
ア
ピ
ー
ル
を
掲

載
し
た
と
し
て
、
出
版
問
題
委
員
部
は
再
び
閉
鎖
を
決
定
し
た
)
。

⑤
『
ノ

l
ヴ
ア
ヤ
・
ジ

l
ズ
ニ
ι

(
合
同
社
会
民
主
党
国
際
主
義
派
、
二
月

二
三
日
審
理
)

同
紙
は
、

M
・ゴ

l
リ
キ
を
中
心
と
し
た
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
国
際
主

義
的
立
場
(
帝
国
主
義
戦
争
反
対
)
を
と
る
グ
ル
ー
プ
の
新
聞
で
あ
る
。

同
紙
は
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ス
ハ

l
ノ
フ
の
論
文
を
掲
載
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
法
廷
で
責
任
を
問
わ
れ
た
。
し
か
し
法
廷
は
、
ョ
ノ

1
ヴ
ア
ヤ
・

ジ
l
ズ
一
一
』
紙
編
集
部
は
、
ス
ハ

l
ノ
フ
の
論
文
『
降
伏
』
(
第
三

O
号
)

で
述
べ
ら
れ
た
見
解
に
は
同
意
し
な
い
」
と
い
う
文
章
を
同
紙
の
一
面
に

掲
載
す
る
と
い
う
条
件
で
、
そ
の
発
行
を
許
し
た
。
同
紙
編
集
局
は
こ
の

判
決
を
承
諾
し
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
(
二
月
一
八
日
)
、
ド
イ
ツ
軍
が
ロ
シ
ア
へ
の
攻
撃
を

再
開
し
始
め
た
。
首
都
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド
に
さ
え
も
ド
イ
ツ
軍
が
迫
る
と

い
う
危
機
を
迎
え
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
も
ソ
ヴ
ェ

ト
権
力
に
対
し
て
攻
撃
を
強
め
て
い
た
。
レ
!
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
ペ
ト
ロ

グ
ラ
l
ド
の
ネ
ア
ス
キ
ー
街
で
は
、
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
(
『
レ

l
チ
L

『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
『
ノ

1
ヴ
ィ
・
ル

l
チ
』
そ
の
他
)
の
紙
上

で
、
や
が
て
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
打
倒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
感
激
を
、
彼
ら
は
味
わ
っ
て
い
る
L

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
民

委
員
会
議
は
、
二
月
二
一
日
、
「
社
会
主
義
祖
国
は
危
機
に
瀕
す
ノ
」
と
い

う
ア
ピ
ー
ル
を
採
択
し
、
そ
の
中
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

の
禁
止
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
革
命
的
防
衛
の
事
業
に
反
対
し
、
ド
イ

ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
味
方
し
、
ま
た
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
打
倒
す
る
た

め
に
帝
国
主
義
の
侵
入
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
、
す
べ
て
の
刊
行
物
は
閉

鎖
さ
れ
る
」
。
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ぺ
ト
ロ
グ
ヲ

l
ド
革
命
防
衛
委
員
会
は
、
ド
イ
ツ
軍

に
よ
る
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
の
包
囲
状
態
が
解
か
れ
る
ま
で
、
す
べ
て
の
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
新
開
」
の
閉
鎖
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
よ
る
と
、
新
た
に

新
聞
を
発
行
す
る
に
は
出
版
問
題
委
員
部
の
許
可
が
必
要
に
な
っ
た
。
ま

た
決
定
で
は
、
新
聞
の
閉
鎖
に
よ
り
職
を
失
う
労
働
者
に
対
し
て
は
印
刷

所
の
所
有
者
が
賃
金
全
額
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
て
、
一
挙
に
す
べ
て
の
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

の
閉
鎖
が
決
定
さ
れ

た
の
で
、
出
版
革
命
法
廷
は
活
動
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
た
。

2
.
モ
ス
ク
ワ

翌
二
月
二
二
日
、

モ
ス
ク
ワ
で
は
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
よ
り
遅
く
一
九
一
八
年
三
月
に
は

い
っ
て
か
ら
出
版
革
命
法
廷
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
遷
都
以
後
は
、
「
反

革
命
新
聞
」
に
対
し
て
厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。



① 
~ .. (1) 
三モ寸
月スプ
ーーコ ノレ
九 l ジ
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チ
ニE

Jレ

イ

チ
ヤ

ス

ム
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ス
リ
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出
版
問
題
委
員
B
・
ポ
ド
ベ
リ
ス
キ
ー
が
両
紙
を
閉
鎖
し
、
編
集
者
を

法
廷
に
引
き
渡
す
こ
と
を
決
定
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

「
昨
日
、
モ
ス
ク
ワ
の
住
民
は
『
モ
ス
コ
ー
プ
ス
キ
l
・
ヴ
ェ

l
チ
ェ
ル

ニ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
と
『
ム
ィ
ス
リ
』
に
載
せ
ら
れ
た
お
び
た
だ
し
い
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
に
よ
っ
て
か
な
り
動
揺
し
て
い
た
O

守
ヴ
ェ

l
チ
エ

ル
ニ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
は
、
ハ
リ
コ
フ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍

に
占
領
さ
れ
、
ロ
ス
ト
フ
・
ナ
・
ド
ン
と
ノ
ヴ
ォ
チ
ェ
ル
カ
ス
ク
は
捕
虜

の
部
隊
に
よ
っ
て
奪
回
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
た
。
:
:
:
す
べ
て
こ
の
報
道

は
、
ま
っ
た
く
の
嘘
、
明
ら
か
に
故
意
に
パ
ニ
ッ
ク
と
騒
擾
の
種
を
ま
く

こ
と
で
あ
る
」
。
出
版
革
命
法
廷
は
、
こ
の
出
版
問
題
委
員
の
両
紙
閉
鎖
の

決
定
を
承
認
し
、
編
集
者
と
社
員
を
罰
し
た
。
『
ム
ィ
ス
リ
』
の
編
集
者
と

虚
偽
報
道
の
執
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
強
制
労
働
六
ヵ
月
の
判
決
を
受
け
た
。

②
『
ル

1
ス
キ
イ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
(
カ
デ
ッ
ト
系
、
四
月
四
日
審

理
)
同
紙
の
三
月
二
四
日
付
け
に
、
エ
ス
エ
ル
の
B
・
サ
ヴ
ィ
ニ
コ
フ
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
論
説
「
旅
先
か
ら
L

が
載
っ
た
。
こ
の
論
説
で
は
、
ソ
ヴ
エ

ト
の
指
導
者
に
対
す
る
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
コ
フ
は
読
者
に

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ダ
ン
を
支
援
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
出
版
問
題
委
員
部
は
、
新
聞
を
閉
鎖
し
、
編
集
者
エ
ゴ

1

ロ
フ
を
法
廷
に
起
訴
し
た
。
審
理
で
は
、
訴
追
人
と
し
て
ク
ル
イ
レ
ン
コ

が
出
廷
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
の
本
質
は
「
ソ
ヴ
ェ
ト
権

力
に
反
対
す
る
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
に
あ
り
、
そ
れ
は
形
式
的
に
で
は
な
く
、

事
実
上
、
反
革
命
の
サ
ヴ
ィ
ニ
コ
フ
と
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
新
聞

と
の
中
間
に
あ
っ
た
」
。
責
任
を
問
わ
れ
た
編
集
者
エ
ゴ

l
ロ
フ
は
罪
を
認

め
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
寸
編
集
部
と
意
見
が
別
れ
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
り
な
く
、
そ
の
意
見
が
一
般
的
な
関
心
を
持
つ
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
政

治
活
動
家
の
」
ぺ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
エ
ス
エ
ル
の
サ
ヴ
イ

ニ
コ
フ
の
論
説
が
カ
デ
ッ
ト
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ク
ル
イ
レ
ン
コ
は
新
聞
の
閉
鎖
と
禁
固
刑
を
要
求
し
た
。
そ

れ
は
、
い
か
に
「
わ
れ
わ
れ
が
、
手
に
武
器
を
持
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
攻
撃

す
る
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
扇
動
者
や
そ
の
背
後
の
同
盟
者
に

対
し
て
も
容
赦
し
な
い
」
か
を
思
い
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
法
廷
は

訴
追
人
の
主
張
に
同
意
し
た
。
『
ル

l
ス
キ
イ
エ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
マ
ス
チ
』
は

閉
鎖
さ
れ
、
編
集
者
エ
ゴ

l
ロ
フ
は
寸
老
齢
を
考
慮
し
て
、
三
ヵ
月
の
独

房
禁
固
の
か
わ
り
に
」
三
ヵ
月
の
強
制
労
働
が
宣
告
さ
れ
た
。

北法41(4・219)1679
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ω
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」

①
司
ヴ
ラ
ス
チ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
(
エ
ス
エ
ル
系
、
三
月
二

O
日
審
理
)

同
紙
一
九
一
八
年
一
月
一
三
日
付
け
(
第
四
号
)
の
記
事
「
ボ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
の
記
事
で
は
、
ミ
ン
ス

ク
で
革
命
軍
が
逃
亡
し
た
こ
と
、
ミ
ン
ス
ク
の
軍
事
コ
ミ
ッ
サ

l
ル
が
ソ

ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
挑
発
的
な
ア
ピ
ー
ル
を
出
し
て

い
た
こ
と
が
、
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
法
廷
は
、
記
事
が
虚
偽
で
あ
り
、
不

道
徳
で
容
認
し
が
た
い
と
し
て
、
社
会
的
非
難
を
宣
告
し
た
。
さ
ら
に
三

日
以
内
に
こ
の
判
決
を
同
紙
の
一
面
に
掲
載
す
る
こ
と
、
掲
載
し
な
い
場

合
に
は
閉
鎖
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

②
『
ト
ル

l
ト
』
(
エ
ス
エ
ル
系
、
三
月
二
一
日
審
理
)

同
紙
は
ト
ヴ
ェ
リ
か
ら
の
通
信
員
の
記
事
を
載
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、

都
市
で
飢
え
に
よ
る
暴
動
が
数
日
間
続
い
て
い
る
と
報
じ
て
い
た
。
「
群
衆

は
、
食
料
委
員
会
と
個
人
の
高
級
料
理
屈
を
襲
撃
し
て
い
る
。
民
警
と
現

地
の
軍
の
守
備
隊
は
、
何
事
か
を
す
る
に
は
無
力
で
あ
る
。
住
民
は
大
量

に
都
市
か
ら
去
っ
て
い
る
。
・
:
:
・
都
市
で
は
火
事
が
起
き
て
い
た
」
。
審
理

で
は
、
訴
追
人
と
し
て
兵
士
グ

l
セ
フ
が
登
場
し
た
。
彼
は
記
事
が
出
る

ま
で
は
ト
ヴ
ェ
リ
は
平
穏
だ
っ
た
が
、
記
事
が
出
る
と
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き

た
と
述
べ
た
。
「
多
数
の
群
衆
は
、
ど
こ
で
食
料
委
員
会
や
庖
舗
、
小
売
庖

を
襲
撃
し
て
い
る
の
か
を
自
分
た
ち
に
説
明
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
、
労

兵
農
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
を
包
囲
し
て
い
た
」
。
こ
の
記
事
は
、
ト
ヴ
ェ
リ
県
近

隣
の
市
、
郡
で
も
動
揺
を
引
き
起
こ
し
た
ら
し
い
。
法
廷
は
判
決
を
下
し

た
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、
「
上
述
の
電
報
の
目
的
が
、
公
正
で

公
然
た
る
思
想
上
の
政
治
闘
争
で
は
な
く
、
挑
発
的
な
う
わ
さ
の
流
布
に

よ
っ
て
、
住
民
大
衆
の
聞
に
パ
ニ
ッ
ク
、
組
織
破
壊
、
革
命
的
人
民
の
現

政
権
に
対
す
る
不
満
、
扇
動
を
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
廷
は
、
二
万
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
を
命
じ
、
四

日
以
内
に
全
額
を
支
払
い
、
判
決
を
新
聞
の
一
面
に
掲
載
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
た
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
れ
ら
の
わ
ず
か
な
事
例
か
ら
で
も
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、

出
版
革
命
法
廷
が
必
ず
し
も
出
版
問
題
委
員
部
の
求
刑
を
追
認
せ
ず
、
そ

れ
よ
り
も
緩
や
か
な
判
決
を
下
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
特
に
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
が
議

長
を
し
て
い
る
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
出
版
革
命
法
廷
に
よ
り
明
ら
か
に
見
ら

れ
る
。
こ
の
点
で
、
出
版
革
命
法
廷
は
、
一
定
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
出
版
革
命
法
廷
は
、
寸
ブ
ル

ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
寸
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
に
対
し
て
と
る
態
度
に
違
い

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

で
は
新
聞
が
閉
鎖
さ

れ
れ
ば
必
ず
そ
の
編
集
者
も
罰
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
小
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
新
聞
」
で
は
人
に
対
す
る
処
罰
は
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。

こ
の
対
応
の
違
い
は
、
当
時
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」

を
抑
圧
の
対
象
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」

を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
対
象
と
み
な
し
、
両
者
を
区
別
し
て
い
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
出
版
革
命
法
廷
の
判
決
を
寛
容
に
し

た
理
由
は
、
そ
の
参
審
員
の
政
治
的
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
出
版
革
命
法
廷
の
議
長
は
左
翼
エ

ス
エ
ル
の
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
以
前
か
ら
「
統

一
社
会
主
義
政
府
」
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
ボ
リ
シ
エ

ヴ
イ
キ
と
は
違
っ
て
、
エ
ス
エ
ル
や
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
対
す
る
態
度
は

柔
軟
な
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
は
、
一
九

一
八
年
一
月
二
四
日
に
、
人
民
委
員
会
議
に
対
し
て
寸
出
版
事
件
に
関
し

て
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々
を
釈
放
す
る
こ
と
L

を
要
求
し
、

出
版
事
件
を
司
法
的
統
制
の
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
。
同
様
の
こ
と
を
、

一
九
一
八
年
二
月
一
四
日
、
司
法
人
民
委
員
の
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
が

地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
へ
の
通
達
の
中
で
述
べ
て
い
た
0

1

ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
強
固

に
確
立
さ
れ
て
き
た
現
在
に
あ
っ
て
は
、
我
々
は
、
諸
個
人
、
諸
国
体
お

よ
び
諸
新
聞
に
対
す
る
組
織
的
報
復
行
為
は
停
止
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ

と
考
え
る
。
反
革
命
的
活
動
の
阻
止
は
、
革
命
法
廷
の
枠
内
に
限
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
迅
速
に
、
か
つ
決
然
と
行
動
せ
よ
。
だ
が
行
動
は
革
命
法

廷
か
ら
開
始
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
革
命
は
、
そ
の
活
動
中
の
敵
に
対
し

て
は
厳
格
で
あ
り
、
倒
れ
敗
北
し
た
者
に
は
慈
悲
深
い
。
ど
の
よ
う
な
人

北法41(4・221)1681 
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聞
に
も
、
社
会
主
義
の
正
義
は
ソ
ヴ
ェ
ト
共
和
国
の
領
土
内
で
行
わ
れ
て

い
な
い
、
な
ど
と
主
張
さ
せ
て
は
な
ら
叫
」
。
こ
れ
は
革
命
法
廷
一
般
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
新
聞
に
対
す
る
「
組
織
的
報
復
行
為
」

を
停
止
し
、
寸
反
革
命
的
活
動
L

だ
げ
を
阻
止
す
る
こ
と
、
そ
の
際
こ
の
阻

止
を
革
命
法
廷
の
法
的
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
一
行
う
こ
と
を
要
請
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
社
会
主
義
の
正
義
」
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
政
治
的
傾
向
を
示
す
端
的
な
事
実
を
、
オ

コ
ロ
コ
フ
は
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
ヒ

l
フ
に
保
管
さ
れ
て

い
る
エ
ス
エ
ル
の
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
事
件
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

判
決
の
後
に
三
人
の
参
審
員
の
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
(
左
翼
エ
ス
エ
ル
)
、
ゴ
レ

リ
ク
(
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
)
、
ツ
ヴ
ェ
ト
コ
フ
ー
プ
ロ
ス
ヴ
ェ
シ
ェ
ン
ス

キ
!
(
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
)
の
署
名
が
あ
り
、
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
の
名
前
の

下
に
「
い
や
い
や
な
が
ら
L

と
い
う
追
記
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
が
『
デ
ェ

l
ロ
・
ナ
ロ

l
ダ
』
紙
に
社
会

的
非
難
を
宣
告
す
る
こ
と
さ
え
も
「
い
や
い
や
な
が
ら
」
行
っ
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
シ
ュ
レ
イ
デ
ル
は
、
人
民
委
員
会
議
の
出
版
革
命

法
廷
に
関
す
る
布
告
で
人
に
対
す
る
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
破
棄
さ
れ
た
司
法
人
民
委
員
部
の
出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
決

定
に
し
た
が
っ
て
、
で
き
る
だ
け
人
に
対
す
る
刑
罰
の
適
用
を
回
避
し
ょ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
出
版
革
命
法
廷
が
寸
反
革
命
新
聞
」
に
寛
容
で
あ
っ
た
た

め
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
法
廷
が
「
反
革
命
」
と
の
闘
争
の
機
関
と
し
て

は
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
始
め
た
。
じ
か
も
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
は
二
月

二
三
日
以
降
、
法
廷
の
機
能
は
事
実
上
停
止
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
出
版
革
命
法
廷
の
廃
止
の
声
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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節

出
版
革
命
法
廷
の
廃
止
と
革
命
法
廷
へ
の
移
行

出
版
革
命
法
廷
の
創
設
の
法
令
は
、
「
司
法
人
民
委
員
部
の
決
定
」
と
「
人

民
委
員
会
議
の
布
告
」
の
二
つ
が
出
さ
れ
た
が
、
廃
止
の
法
令
も
二
度
出

さ
れ
た
。
一
度
目
は
寸
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
労
働
コ
ミ
ュ

l
ン
・
コ
ミ
サ
l

ル
会
議
の
決
定
L

に
よ
っ
て
、
二
度
目
は
「
人
民
委
員
会
議
の
決
定
」
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
出
版
革
命
法
廷
は
後
者
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ

た。

九

ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
出
版
革
命
法
廷
の
裁
判
官
の
一
人
で
あ
る
ゴ

レ
リ
ク
(
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
)
が
、
『
ノ

1
ヴ
ア
ヤ
・
ジ

l
ズ
一
一
』
三
月
一

五
日
付
け
に
法
廷
廃
止
を
求
め
る
声
明
を
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
出

版
革
命
法
廷
の
審
理
は
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
有
害
で
さ

え
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
「
非

社
会
主
義
新
聞
」
の
活
動
家
は
、
十
分
に
準
備
さ
れ
た
資
料
と
弁
護
人
を

備
え
て
法
廷
に
出
頭
し
て
き
て
お
り
、
多
く
の
証
人
も
持
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
た
め
審
理
は
、
法
廷
創
設
の
目
的
に
反
し
て
、
あ
る
い
は
出
版
問
題

委
員
部
の
意
図
に
反
し
て
進
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
声
明
で
は
、
出
版
革
命
法
廷
を
廃
止
し
て
、
例
外
的
な
場
合
だ
け
革
命

法
廷
が
裁
け
る
よ
う
に
し
、
通
常
は
根
絶
の
手
段
を
出
版
問
題
委
員
部
に

委
ね
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
出
版
事
件
の
処
理
を
「
司
法

機
関
」
か
ら
行
政
機
関
に
移
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
寸
司
法

的
規
制
」
の
枠
を
こ
え
て
、
行
政
的
規
制
に
純
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
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ま
ず
、
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次
い
で
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
労
働
コ
ミ
ュ

l
ン
・
コ
ミ
サ
1
ル
会
議
が
、

ス
ト
ゥ

l
チ
カ
他
ニ
名
の
署
名
で
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
「
1
・
出
版
革

命
法
廷
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
事
件
を
革
命
法
廷
の
審
理
に
引
き
渡
す
こ

と。

2
.
出
版
革
命
法
廷
の
予
審
委
員
会
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
事
件
を

ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド
・
コ
ミ
ュ

1
ン
附
置
出
版
問
題
委
員
部
に
引
き
渡
す
こ

と
」
。
こ
の
決
定
は
、
出
版
事
件
を
法
廷
で
審
理
す
る
限
り
で
は
、
「
司
法

的
規
制
」
の
枠
内
で
の
改
革
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
三
月
一
七
日
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
第
四
回
全
ロ
シ
ア
・

ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
で
の
ブ
レ
ス
ト
・
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
批
准
に
抗
議
し
て
、

人
民
委
員
会
議
か
ら
脱
退
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
司
法
人
民
委
員
の
シ
ユ

チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
も
辞
任
し
た
が
、
後
任
に
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ス

ト
ゥ

l
チ
カ
が
就
い
て
い
た
。
ス
ト
ゥ

l
チ
カ
は
、
革
命
法
廷
の
管
轄
を

整
理
す
る
た
め
に
「
革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
」
の
草
案
を
作
成
し
、
三

月
三

O
日
の
人
民
委
員
会
議
に
提
出
し
た
。
こ
の
案
で
は
、
反
革
命
と
の

闘
争
の
た
め
の
革
命
法
廷
、
投
機
と
の
闘
争
の
た
め
の
革
命
法
廷
、
出
版

革
命
法
廷
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
三
区
分
を
廃
止
し
、
一
般
の
革
命
法
廷
に

統
合
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
案
に
対
し
て
レ

1
ニ
ン
は
、
「
出
版

革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
を
、
そ
の
活
動
の
成
果
を
あ
ら
か
じ
め
総
括
(
お

よ
び
審
議
)
す
る
こ
と
な
く
、
廃
止
す
る
の
は
、
正
し
く
な
い
」
と
反
対

を
表
明
し
た
。
こ
の
た
め
、
現
場
で
は
出
版
事
件
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

う
か
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
が
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

こ
こ
で
は
「
マ
ル
ト
フ
事
件
」
を
取
り
上
げ
る
。

一
九
一
八
年
四
月
一
六
日
、
モ
ス
ク
ワ
革
命
法
廷
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
マ

ル
ト
フ
を
告
訴
し
た
。
マ
ル
ト
ブ
は
『
ブ
ペ
リ
ョ

l
ト
』
紙
に
掲
載
し
た

論
文
「
準
備
砲
撃
」
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
か
つ
て
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
の

徴
発
(
袋
内
弓
ヨ
宝
宣
言
)
部
隊
に
参
加
し
た
か
ど
で
党
組
織
か
ら
除
名
さ
れ

て
い
た
と
指
摘
し
て
い
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
れ
は
酸
悪
な
嘘
で
あ
り
、

政
治
的
目
的
を
持
っ
た
不
当
な
中
傷
的
攻
撃
で
あ
る
と
し
て
、
マ
ル
ト
フ

を
告
訴
し
た
。
法
廷
で
は
、
マ
ル
ト
フ
の
指
摘
の
真
偽
で
は
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
法
廷
の
管
轄
が
問
題
に
な
っ
た
。
法
廷
議
長
リ
ヤ
コ

l
ノ
フ
は
、
出

版
革
命
法
廷
の
廃
止
に
関
す
る
調
査
書
を
読
み
上
げ
、
マ
ル
ト
フ
事
件
は

こ
の
法
廷
の
管
轄
外
で
あ
り
、
彼
を
審
理
し
な
い
と
宣
告
し
た
。
し
か
し
、

同
時
に
、
マ
ル
ト
フ
の
論
文
に
は
、
革
命
法
廷
で
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
、
労
農
政
府
に
対
す
る
中
傷
的
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
強
調
し
、
改
め
て
予
審
委
員
会
で
彼
の
責
任
を
問
う
こ
と
を
求
め
た
。

こ
の
時
、
マ
ル
ト
フ
の
弁
護
人
が
、
『
フ
ペ
リ
ョ
!
ト
』
に
掲
載
さ
れ
た
論

文
に
対
し
て
は
メ
ン
シ
エ
ヴ
イ
キ
系
の
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
中
央
執

行
委
員
会
と
そ
の
モ
ス
ク
ワ
合
同
委
員
会
が
責
任
を
負
う
と
い
う
声
明
を

読
み
上
げ
た
。
そ
こ
で
法
廷
は
、
マ
ル
ト
フ
に
対
し
て
社
会
的
非
難
を
宣

告
し
て
結
審
し
た
。
こ
こ
で
は
、
出
版
革
命
法
廷
の
廃
止
を
、
革
命
法
廷
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の
管
轄
か
ら
出
版
事
件
を
除
外
す
る
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る。
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結
局
五
月
四
日
の
人
民
委
員
会
議
で
「
革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
」
が

採
択
さ
れ
(
五
月
一
四
日
公
布
)
、
ス
ト
ゥ

l
チ
カ
の
草
案
ど
お
り
に
出
版

革
命
法
廷
は
廃
止
・
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
寸
布
告
」
に
よ
っ

て
、
次
の
点
が
決
定
さ
れ
た
。
第
一
に
、
革
命
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
て
い

た
一
般
刑
事
事
件
を
除
外
し
、
そ
れ
を
地
方
人
民
裁
判
所
の
審
理
に
移
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
管
轄
を
明
確
に
区
分
し
た
。
第
二
に
、
大
都
市

に
だ
け
革
命
法
廷
を
残
し
、
地
方
の
革
命
法
廷
や
軍
事
革
命
法
廷
を
廃
止

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
命
法
廷
網
を
縮
小
し
た
。
第
三
に
、
革
命
法
廷

の
三
区
分
を
廃
止
し
、
一
つ
に
統
合
し
た
。
こ
う
し
て
出
版
事
件
の
審
理

は
、
革
命
法
廷
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
新
し
い
革
命
法
廷
は
ど
の
よ

う
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

革
命
法
廷
は
、
県
も
し
く
は
市
の
労
兵
農
代
表
ソ
ヴ
ェ
ト
に
よ
り
選
出

さ
れ
る
議
長
一
名
と
交
替
制
参
審
員
六
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
メ

ン
バ
ー
の
圧
倒
的
多
数
(
九

O
%
)
は
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
で
あ
っ
た
。
革

命
法
廷
で
審
理
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
の
予
審
を
行
う
た
め
に
、
ソ
ヴ
エ

ト
の
下
に
特
別
予
審
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
革
命
法
廷
の
下
に
は
、
予

審
委
員
会
と
並
ん
で
、
直
接
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
が
選
出
す
る
か
、
あ
る
い
は

革
命
法
延
が
司
法
人
民
委
員
の
推
薦
に
よ
り
選
出
す
る
、
少
な
く
と
も
三

人
か
ら
成
る
訴
追
評
議
会
(
R
D

』』巾「
Z

E

C
白星
Z
Z
足
元
E
)

が
創
設
さ
れ
た
(
第

五
条
)
。
訴
追
評
議
会
に
は
次
の
任
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
(
第
六
条
)
。

①
予
審
委
員
会
が
被
疑
者
を
革
命
法
廷
に
起
訴
す
る
か
ど
う
か
を
審
議
す

る
際
、
そ
の
審
議
に
訴
追
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
一
人
参
加
す
る
こ
と
。

②
事
件
の
裁
判
管
轄
が
間
違
っ
て
い
な
い
か
、
予
審
が
十
分
な
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
予
審
委
員
会
に
結
論
を
提
出
す
る
こ
と
。
③

革
命
法
廷
に
関
す
る
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
や
「
反
革
命
運
動
」

の
兆
候
を
持
つ
犯
罪
を
犯
し
た
個
人
や
集
団
を
起
訴
す
る
よ
う
に
、
予
審

委
員
会
に
提
起
す
る
こ
と
。
④
事
件
を
革
命
法
廷
で
審
理
す
る
場
合
、
予

審
委
員
会
で
事
件
に
関
す
る
告
発
理
由
を
述
べ
る
こ
と
。
⑤
革
命
法
廷
の

公
判
で
事
件
に
関
す
る
訴
追
を
行
う
こ
と
。

一
方
、
革
命
法
廷
の
予
審
委
員
会
は
、
非
公
開
の
会
議
で
予
審
の
す
べ

て
の
問
題
を
解
決
し
て
い
た
(
第
七
条
)
。
予
審
委
員
会
は
、
各
事
件
ご
と

に
被
疑
者
を
革
命
法
廷
に
起
訴
す
る
か
、
不
起
訴
に
す
る
か
と
い
う
決
定

を
、
訴
追
評
議
会
に
伝
h

え
て
い
た
。
訴
追
評
議
会
か
ら
三
日
以
内
に
抗
議

が
な
け
れ
ば
、
訴
訟
手
続
き
は
そ
の
ま
ま
進
め
ら
れ
る
(
第
八
条
)
。
予
審

終
了
後
、
訴
追
人
お
よ
び
弁
護
人
に
、
こ
の
審
議
に
関
し
て
自
分
の
意
見

を
述
べ
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
訴
訟
手
続
き
を
進
め
る
か
ど
う
か

は
、
予
審
委
員
会
が
決
定
し
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
革
命
法
廷
で
何
件
の
出
版
事
件
が
審
理
さ
れ
た
の
か
は
明
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ら
か
で
は
な
い
が
、
若
干
の
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド

労
働
コ
ミ
ュ

l
ン
の
あ
る
会
議
で
、
出
版
問
題
委
員
の

B
・
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル

ス
キ
ー
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
承
認
し
な
い
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
新
聞
」
の
編

集
者
に
対
し
て
、
「
出
版
の
自
由
」
に
終
止
符
を
打
つ
と
い
う
「
最
後
の
警

告
」
を
行
っ
た
。
「
つ
い
先
頃
、
私
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
お
よ
び
協
調
主
義

的
新
聞
の
編
集
者
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ

れ
は
、
ま
っ
た
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
線
を
越
え
て
彼
ら
を
弾
圧
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
情
報
に
対
し
て
慎
重
に
関
わ
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
挑
発
的
で
虚
偽
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
大
衆
に
混
乱

と
退
廃
を
も
た
ら
す
権
利
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
断
固
要
求
し

て
い
る
の
だ
と
。
私
は
彼
ら
に
警
告
し
て
お
い
た
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
は

彼
ら
を
厳
格
に
か
つ
断
固
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
「
最
後
の
警
告
」
の
後
に
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
の
新
聞
が
、
プ
チ
ロ
フ

工
場
の
労
働
者
が
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
的
」
決
議
を
上
げ
た
と
い
う
報
道
を
い
っ

せ
い
に
流
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
五
月
一
四
日
、
出
版
問
題
委
員
部

の
決
定
に
よ
っ
て
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
発
行
さ
れ
て
い
る
「
反
ソ
ヴ
エ

ト
的
な
」
若
干
の
朝
刊
と
ほ
と
ん
ど
の
夕
刊
が
閉
鎖
さ
れ
目
。

①
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
新
聞
グ
ル
ー
プ
事
件

閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
の
大
部
分
は
、
五
月
二
四
日
に
審
理
が
始
め
ら
れ
た
。

そ
れ
ら
は
、
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
」
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
が
、
ソ

ヴ
ェ
ト
権
力
に
敵
対
し
て
い
る
政
治
新
聞
と
い
う
よ
り
は
、
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ン
を
追
い
か
け
て
い
る
大
衆
新
聞
(
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
)
と
い
っ

た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
法
廷
の
議
長
は

C
・
C
-
ゾ
l
リ
ン
、
参
審

員
は
住
民
の
代
表
六
名
で
あ
っ
た
。
訴
追
人
は
出
版
問
題
委
員
の
ヴ
ォ
ロ

ダ
ル
ス
キ
!
、
弁
護
人
は
革
命
前
か
ら
の
有
名
な
弁
護
士
で
あ
っ
た
。
こ

の
事
件
に
つ
い
て
、
法
廷
は
執
筆
者
、
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
や
編
集
者
を
尋
問

し
た
。
彼
ら
は
電
話
が
き
ち
ん
と
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
通
信
員
か

ら
の
情
報
が
正
確
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
弁
明
し
た
。
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル
ス

キ
ー
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
奉
仕
す
る
者
L

と
革
命
前
か
ら
文
芸
に
携

わ
っ
て
き
た
社
会
評
論
家
と
を
区
別
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
態
度
を

と
っ
て
い
た
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ど
も
の
手
に
は
、
彼
ら
が
実
際
の
と
こ
ろ
み

ご
と
に
自
由
に
操
れ
る
剣
、
つ
ま
り
出
版
物
だ
け
し
か
な
い
が
、
こ
の
剣

を
彼
ら
の
手
か
ら
た
た
き
落
と
す
必
要
が
あ
る
L

。
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル
ス
キ
ー

は
、
す
べ
て
の
新
聞
の
閉
鎖
を
要
求
し
た
。
法
廷
は
閉
鎖
を
確
認
し
、
編

集
者
に
罰
金
を
科
し
た
。
た
だ
し
、
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル
ス
キ

l
の
主
張
が
す
べ

て
法
廷
で
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
『
ヴ
ェ

l
チ
エ
ル

ヌ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル
ス
キ
ー
は
予
審
に
提
出
さ
れ

な
か
っ
た
新
た
な
告
発
を
法
廷
に
提
起
し
た
と
き
、
弁
護
人
は
新
た
な
予

審
を
聞
く
よ
う
に
要
求
し
た
。
法
廷
は
こ
の
要
求
に
応
じ
て
、
ヴ
ォ
ロ
ダ

ル
ス
キ

l
の
主
張
を
却
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
新
聞
に
つ
い
て
は
、
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新
聞
の
押
収
が
撤
回
さ
れ
、
そ
の
後
の
発
行
も
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

②
『
ノ

l
ヴ
ィ
・
ヴ
ェ

l
チ
エ
ル
ニ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
『
ヴ
ェ

l
チ
ェ
ル
ニ
イ

エ
-
オ

l
グ
ニ
』
『
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ツ
コ
エ
・
エ

1
ホ』

こ
の
三
紙
の
審
理
は
、
五
月
二
七
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
三
紙
は
、
①
の
各
紙
と
同
じ
起
訴
事
実
の
他
に
、
毎
号
の
よ
う
に
多

く
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
別
扱
い

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
ノ

l
ヴ
ィ
・
ヴ
ェ

l
チ
エ
ル
ニ
ィ
・
チ
ャ
ス
』
は
、

日
本
の
脅
威
に
関
す
る
論
説
と
記
事
を
シ
リ
ー
ズ
で
載
せ
て
い
た
。

『
ヴ
エ
|
チ
ェ
ル
ニ
イ
エ
・
オ

1
グ
ニ
』
は
、
極
東
で
の
外
国
干
渉
の
脅

威
を
書
い
て
い
た
。
出
版
問
題
委
員
は
、
新
聞
が
「
多
く
の
広
範
な
市
民

大
衆
の
中
に
、
新
聞
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
気
運
、
す
な
わ
ち
ソ
ヴ
ェ
ト

権
力
は
脆
弱
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
さ
ら
に
ど
こ
か
ら
か
知
れ
ず
危
険

が
迫
っ
て
い
る
と
い
う
気
運
を
作
り
出
そ
う
」
と
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

『
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

i
ツ
コ
エ
・
エ

1
ホ
』
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト

政
権
」
の
威
信
と
支
持
が
同
盟
諸
国
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

記
事
を
載
せ
て
い
た
。
訴
追
人
の
ヴ
ォ
ロ
ダ
ル
ス
キ
ー
は
、
「
新
聞
が
パ

ニ
ッ
ク
と
無
秩
序
を
生
ぜ
し
め
る
嘘
の
う
わ
さ
の
系
統
的
な
流
布
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
か
ど
で
L

新
聞
を
告
発
し
て
い
た
。
革
命
法
廷
は
、
三
紙

を
閉
鎖
し
、
別
の
名
称
で
発
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
出
版
問
題

委
員
の
論
告
ど
お
り
の
判
決
を
下
し
た
。
ま
た
、
三
紙
の
編
集
者
、
発
行

者
、
社
員
に
罰
金
を
科
し
た
。
特
に
『
ペ
ト
ロ
グ
ラ

1
ツ
コ
エ
・
ェ

l
ホ』

は
一
年
間
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の
編
集
者
は
一
年
間
ど
ん
な
新
聞
で
あ
れ
編
集

す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。

③
モ
ス
ク
ワ
新
聞
事
件

一
九
一
八
年
六
月
七
日
と
八
日
に
、
モ
ス
ク
ワ
革
命
法
廷
で
若
干
の
新

聞
の
事
件
が
審
理
さ
れ
た
。
『
ロ

1
ジ
ナ
』
は
、
虚
偽
報
道
の
た
め
、
永
久

に
閉
鎖
さ
れ
、
一
万
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
、
三
日

以
内
に
罰
金
を
納
め
な
い
場
合
に
は
印
刷
所
が
接
収
さ
れ
る
と
い
う
条
件

つ
き
で
あ
っ
た
。
守
ナ
ロ
!
ド
ナ
エ
・
ス
ロ

1
ヴ
ア
』
も
、
虚
偽
報
道
に
問

わ
れ
、
三
ヵ
月
間
の
発
行
禁
止
と
三

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
に
処
せ
ら

れ
た
。
罰
金
未
納
の
場
合
は
編
集
者
は
二
ヵ
月
間
拘
禁
さ
れ
る
。
そ
の
他

に
、
『
ヴ
ェ

i
チ
ェ
ル
ニ
ヤ
・
ヴ
ェ
ス
チ
』
は
一

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
の
罰

金
、
『
ガ
ゼ

l
ト
ィ
・
ド
リ
ア
・
フ
セ
ッ
フ
』
は
二
万
五

0
0
0ル
ー
ブ
ル

の
罰
金
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
革
命
法
廷
で
も
、
出
版
革
命
法
廷
と
同
じ
よ
う
に
審
理
が
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
新
聞
に
対
す
る
「
司
法
的

規
制
L

に
変
化
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
新
聞
の
閉
鎖
の
判
断

が
、
革
命
法
廷
で
審
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
モ
ス
ク

ワ
で
は
、
こ
の
後
、
情
勢
の
危
機
に
対
応
し
て
、
新
聞
閉
鎖
に
再
び
軍
事
・

行
政
機
関
が
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
「
司
法
的
規
制
」
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は
大
き
く
後
退
し
、
行
政
的
規
制
へ
の
再
転
換
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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出
版
革
命
法
廷
が
廃
止
・
統
合
さ
れ
る
直
前
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
情

勢
認
識
は
、
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
「
帝
国
主
義
列
強
に
と
り
固

ま
れ
た
ソ
ヴ
ェ
ト
共
和
国
の
国
際
的
地
位
は
極
度
に
不
安
定
L

で
あ
り
、

「
最
近
、
す
な
わ
ち
一
九
一
八
年
五
月
の
上
旬
を
通
じ
て
、
政
治
情
勢
は

対
外
的
要
因
か
ら
も
、
国
内
的
要
因
か
ら
も
、
異
常
に
激
化
し
た
」
。
そ
の

た
め
、
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
コ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
L

に
対
し

て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
本
格
的
な
戦
争
の
軍
事
的
準
備
を
強
化
す
る
う

え
に
必
要
な
こ
と
は
、
発
作
で
も
な
け
れ
ば
、
わ
め
く
こ
と
で
も
戦
闘
的

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
も
な
く
、
大
量
的
規
模
で
の
長
期
の
緊
張
し
た
き
わ
め
て

粘
り
強
い
規
律
あ
る
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
し
た
が
ら
な
い
左
翼
エ

ス
エ
ル
分
子
と
無
政
府
主
義
分
子
に
容
赦
の
な
い
反
撃
を
加
え
る
と
と
も

に
、
彼
ら
が
わ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
共
産
党
の
一
部
の
分
子
に
、
自
分
の
ヒ

ス
テ
リ
ー
を
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
最
近

頭
を
も
た
げ
て
き
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
し
て
仮
借
な
い
闘
争
、
戒
厳

令
の
施
行
、
新
聞
の
閉
鎖
、
首
領
の
逮
捕
等
々
が
必
要
で
あ
る
L

。

ま
た
、
非
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
新
聞
に
つ
い
て
は
、
五
月
九
日
の
全
ロ
シ

次ア
の・
よソ
うヴ
にエ
述ト
べ中
て央
い執
た行
f委
お里
ら宣言

ゅ 2
d、:z:>:
テ議
ルl:

2雲
ァの
語会
にエ

ょ Jレ
つ r
てロ
、フ

同が
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様
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
後
を
追
っ
て
た
わ
ご
と
を
言
う
新
聞
に
よ
っ
て

流
布
さ
れ
て
い
る
で
た
ら
め
で
ば
か
げ
た
う
わ
さ
を
、
こ
の
演
壇
か
ら
論

破
す
る
こ
と
が
私
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
L

。
彼
は
、
そ
の
例
と
し
て
メ
ン

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
『
フ
ペ
リ
ョ

l
ト
』
を
批
判
し
た
。
「
あ
た
か
も
あ
る
一
つ

の
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
命
令
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
、
一
連
の
新
聞
全
体
に
、

ま
っ
た
く
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
報
道
が
現
わ
れ
た
L

。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま

で
と
は
違
っ
て
、
も
は
や
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新

聞
」
と
を
区
別
す
る
視
点
は
消
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
情
勢
認
識
と
各
党
派
へ
の
態
度
に
基
づ
い
て
、
五
月
一
一
日
、

全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
は
、
次
の
よ
う
な
特
別

な
決
定
を
し
た
。
寸
多
く
の
モ
ス
ク
ワ
の
新
聞
に
、
一
連
の
嘘
が
、
ま
た
何

の
根
拠
に
も
基
づ
か
な
い
報
道
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、

ま
た
嘘
の
う
わ
さ
が
も
っ
ぱ
ら
住
民
の
聞
に
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
、
市
民

を
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
の
た
め
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
で
た
ら
め
な
報
道
が
他
の
都

市
で
反
革
命
を
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
エ

ト
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
は
、
今
後
出
版
法
廷
で
こ
の
問
題
を
審
理
す

る
ま
で
、
嘘
の
う
わ
さ
と
で
た
ら
め
な
報
道
を
載
せ
る
す
べ
て
の
新
聞
を

即
座
に
閉
鎖
す
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
L

。
中
央
執
行
委
員
会
幹
部

会
は
、
刑
罰
措
置
と
し
て
二
万
五

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
か
ら
五
万
ル
ー
ブ
ル

ま
で
の
罰
金
、
お
よ
び
新
聞
の
編
集
者
を
革
命
法
廷
に
起
訴
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
決
定
の
執
行
が
、
そ
の
緊
急
性
の
ゆ
え
に
、

全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
決
定

に
つ
い
て
、
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
は
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
と
革

命
法
廷
に
通
知
し
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
翌
日
の
『
イ
ズ
ヴ
ェ
ス
チ
ャ
』
で
、
全
ロ
シ
ア
非
常

委
員
会
出
版
部
長
の

X
・
チ
ェ
ペ
ル
ス
は
、
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘

争
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
、
一
定
の
行
為
に
つ
い
て
は
彼
ら
を
裁
判
に
か

け
た
が
、
行
政
的
な
攻
撃
に
よ
っ
て
彼
ら
と
闘
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
て
い
た
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は
、
報
道
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
自

由
を
承
認
し
て
い
る
。
/
し
か
し
そ
の
後
、
祖
国
防
衛
派
の
新
聞
は
、
低

俗
な
プ
レ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
住
民
の
聞
に
嘘
の
挑
発
的
な
情
報
を
広
め

る
た
め
に
そ
の
紙
面
を
提
供
し
た
。
:
:
:
こ
の
嘘
の
カ
ン
パ
ニ
ア
は
、
一

種
の
謀
議
の
性
格
を
帯
び
て
、
す
べ
て
の
祖
国
防
衛
派
の
紙
面
で
慣
例
と

な
っ
た
L

。
彼
は
、
ひ
ど
い
担
造
と
傾
向
的
な
中
傷
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争

の
対
象
で
は
な
い
と
判
断
し
て
、
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
は
新
聞
を
閉
鎖

し
た
の
だ
と
主
張
し
た
。
最
後
に
彼
は
、
非
常
委
員
会
は
「
諸
潮
流
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
反
対
派
と
は
闘
わ
な
い
が
、
卑
劣
な
嘘
は
以
前
の
よ
う

に
最
も
断
固
た
る
措
置
で
阻
止
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
事
実
、
五
月
一

北法41(4・229)1689
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四
日
に
、
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
三
紙
を
閉
鎖
し
、

紙
に
二
万
五

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
の
罰
金
を
科
し
た
。

次
い
で
五
月
一
六
日
、
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
幹
部

会
は
、
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
新
聞
L

の
問
題
を
審
議
し
た
。
こ
こ
で
採
択
さ
れ
た

決
定
で
、
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
は
、
い
か
な
る
手
続
き
で
「
反
ソ
ヴ
ェ

ト
新
聞
L

に
対
す
る
「
革
命
的
抑
圧
措
置
」
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
①
新
聞
閉
鎖
に
関
す
る
中
央
執
行

委
員
会
幹
部
会
の
す
べ
て
決
定
は
、
地
方
の
権
力
機
関
に
よ
っ
て
執
行
さ

れ
る
こ
と
、
②
非
常
の
場
合
に
採
択
さ
れ
、
中
央
機
関
に
よ
っ
て
執
行
さ

れ
る
決
定
は
、
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
に
通
知
す
る
こ
と
、
③
全
ロ
シ
ア
非
常
委

員
会
附
置
出
版
部
は
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
幹
部
会
を
通
し
て
、
モ
ス

ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
出
版
部
と
共
同
活
動
の
た
め
の
連
絡
を
と
る
よ
う
に
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
出
版
規

制
に
行
政
機
関
の
果
た
す
役
割
が
一
段
と
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
六
月
一
回
目
、
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
は
、

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
エ
ス
エ
ル
の
代
表
者
を
問
中
央
執
行
委
員
会
と
地
方

ソ
ヴ
ェ
ト
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
諸
政
党

l
l社
会
革
命
党
(
中
央
派
と
右
派
)
お
よ
び
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
(
メ
ン

シ
ェ
ヴ
イ
キ
)
の
代
表
者
は
、
そ
の
最
高
責
任
者
も
含
め
て
、
公
然
と
反

革
命
と
同
盟
し
:
:
:
労
働
者
と
農
民
に
対
す
る
武
力
行
動
を
組
織
し
た
こ

と
が
暴
露
さ
れ
た
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
モ
ス
ク
ワ
で
は
、

こ
の
時
期
に
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

が
集
中
的
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
措
置
を
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
『
ブ
ペ
リ
ョ

l
ト
』
や
エ
ス
エ
ル
の

『
ゼ
ム
リ
ャ
・
イ
・
ヴ
ォ

1
リ
ャ
』
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
反
対
派
に
対

す
る
攻
撃
で
あ
る
と
批
判
し
た
。

こ
の
方
針
に
そ
っ
て
、
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
新
聞
L

を
閉
鎖
す
る
計
画
が
作
成

さ
れ
た
。

A
・
只
・
ア
ロ
セ

l
フ
が
、
モ
ス
ク
ワ
軍
管
区
司
令
官
に
よ
っ

て
こ
の
作
戦
を
指
揮
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
レ
!
ニ
ン

が
新
聞
閉
鎖
の
手
段
と
方
法
に
具
体
的
な
指
示
を
与
え
て
い
た
。
レ

l
ニ

ン
の
観
点
は
、
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
新
聞
」
か
ら
印
制
の
現
実
的
可
能
性
を
奪
う

こ
と
に
あ
っ
た
。
ア
ロ
セ

l
フ
に
よ
れ
ば
、
レ

l
ニ
ン
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
た
と
い
う
。
「
な
に
よ
り
も
ま
ず
印
刷
所
に
出
向
い
て
い
っ
て
、
そ
こ

で
実
際
に
印
刷
を
停
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
:
:
:
そ
こ
に
し
か
る
べ
き
軍

事
力
を
残
す
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
な
た
方
軍
の
任
務
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
新
聞
が
事
実
上
発
行
す
る
可
能
性
を
奪
わ
れ
た
直
後
に
、
わ
れ
わ
れ

は
し
か
る
べ
き
機
関
を
還
し
て
編
集
部
に
連
絡
を
と
る
。
最
も
肝
心
な
こ

と
は
こ
れ
で
あ
り
、
残
り
の
こ
と
は
す
べ
て
副
次
的
で
あ
る
。
あ
な
た
方

は
で
き
る
だ
け
早
く
新
聞
か
ら
発
行
を
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ

て
の
作
戦
を
一
夜
の
う
ち
に
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

。
こ
う
し
て
モ

ス
ク
ワ
で
は
、
出
版
問
題
委
員
部
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
接
軍
隊
に
よ
っ

北法41(4・230)1690
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て
新
聞
閉
鎖
が
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

次
い
で
七
月
二
日
、
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
は
『
ア
ナ
ル
ヒ

l
ヤ
』
紙

の
閉
鎖
に
関
連
し
て
特
別
声
明
を
発
し
た
。
「
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
は
、

反
革
命
や
投
機
と
の
闘
争
に
つ
い
て
:
:
:
遭
遇
す
る
瞬
間
の
あ
ら
ゆ
る
例

外
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
、
最
近
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
協
調
主
義
者
、

さ
ら
に
ア
ナ
キ
ス
ト
の
反
革
命
的
宣
伝
に
も
、
特
別
な
注
意
を
向
け
、
こ

れ
ら
の
出
現
と
の
断
固
た
る
闘
争
が
不
可
避
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し

た
」
。
翌
日
、
民
族
人
民
委
員
部
の
提
案
を
受
け
た
全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会

は
、
『
エ

l
ホ
・
ポ

i
リ
ス
ケ
』
と
『
ズ
ヂ
ェ
ン
ニ

l
ク
・
ポ

l
リ
ス
ケ
』

を
閉
鎖
し
た
。

さ
ら
に
こ
こ
で
思
わ
ぬ
事
態
が
起
き
た
。
左
翼
エ
ス
エ
ル
に
よ
る
七
月

反
乱
で
あ
る
。
七
月
四
日
か
ら
第
五
回
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
卜
大
会
が
開

催
さ
れ
て
い
た
(
一
一
六
四
名
の
代
議
員
の
う
ち
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
七

七
三
名
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
三
五
三
名
で
あ
っ
た
)
。
大
会
三
日
目
の
七
月
六

日
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
一
部
が
ド
イ
ツ
大
使
の
ミ
ル
バ
ッ
ハ
を
暗
殺
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
権
力
奪
取
を
め
ざ
し
て
計
画
さ
れ
た
蜂
起
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
大
使
暗
殺
↓
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
再
開
↓
対
ド
イ
ツ
・
パ
ル
チ
ザ
ン

的
革
命
戦
争
へ
の
発
展
↓
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
の
増
大
を
め

ざ
し
た
戦
術
と
い
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
反
乱
者
は
あ

え
て
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
対
し
て
徹
底
坑
戦
も
せ
ず
、
一
両
日
中
に
鎮
圧
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

七
月
反
乱
を
鎮
圧
し
た
八
日
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
出
版
部
は
、
「
左

翼
エ
ス
エ
ル
の
陣
営
の
中
の
冒
険
主
義
者
の
挑
発
的
行
動
と
の
関
連
で
、

ま
た
報
道
の
手
段
に
よ
る
反
革
命
的
宣
伝
の
阻
止
の
た
め
に
」
、
次
の
よ
う

な
決
定
を
し
た
。

1
.
本
年
七
月
六
日
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
た
定
期
刊
行
物
の
す
べ
て
の
登
録

証
明
書
は
、
無
効
と
み
な
す
。

2
・
今
後
、
特
別
な
命
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
定
期
刊
行
物
の
印
刷
権
証
明
書

の
公
布
は
、
一
時
停
止
さ
れ
る
。

第
二
項
へ
の
注
労
働
組
合
の
刊
行
物
や
、
純
粋
に
専
門
的
・
学
術
的
な

性
格
の
定
期
刊
行
物
の
機
関
紙
の
た
め
に
、
七
月
八
日
以
降
、
古
い
証
明
書

の
新
し
い
証
明
書
へ
の
交
換
が
一
日
ご
と
に
行
わ
れ
る
。

3
・
出
版
部
の
特
別
な
許
可
の
な
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ビ
ュ
レ
テ
イ
ン
、
ア

ピ
ー
ル
の
印
刷
は
、
禁
止
さ
れ
る
。

4
・
印
刷
所
の
所
有
者
と
管
理
者
に
は
、
本
年
七
月
八
日
以
降
発
行
さ
れ
る
証

明
書
に
よ
っ
て
の
み
、
定
期
刊
行
物
の
印
刷
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。

5
・
本
決
定
の
違
反
お
よ
び
不
履
行
を
犯
し
た
者
は
、
軍
事
情
勢
の
厳
し
さ
の

た
め
、
罰
せ
ら
れ
、
印
刷
所
は
接
収
さ
れ
る
。

注
本
決
定
は
、
政
府
諸
機
関
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
産
党
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ

る
印
刷
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
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研究ノート

こ
の
決
定
が
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
新
聞
閉
鎖
の
画
期
と
な
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
こ
れ
ま
で
の
新
聞
閉
鎖
は
、
個
別
に
閉
鎖
を
決
定
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
こ
の
決
定
で
は
、
登
録
証
明
書
の
無
効
と
い
う
方
法
で
す
べ
て
の

非
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
新
聞
を
、
い
っ
た
ん
発
行
禁
止
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。そ
し
て
七
月
二
六
日
付
け
の
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
、
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ

ト
出
版
部
の
寸
反
ソ
ヴ
ェ
ト
新
聞
の
閉
鎖
の
た
め
に
」
と
い
う
論
説
が
掲

載
さ
れ
た
。

反
革
命
一
味
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
憎
む
べ
き
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
打
倒
し
よ

う
と
試
み
て
い
た
厳
し
い
内
戦
の
時
期
に
、
反
革
命
新
聞
の
発
行
を
許
可
す

る
の
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
理
念
の
戦
士
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
す
べ
て
の
勤
労

人
民
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
ろ
う
。
:
:
:

七
月
六
日
の
事
件
に
関
連
し
て
発
せ
ら
れ
た
モ
ス
ク
ワ
の
反
ソ
ヴ
ェ
ト
的

定
期
刊
行
物
の
発
行
の
禁
止
は
、
ロ
シ
ア
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
が
完
全
に

強
固
に
な
り
、
勝
利
す
る
ま
で
、
有
効
で
あ
る
。

七
月
八
日
の
決
定
へ
の
補
足
の
中
で
次
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
出
版
部
に
よ
っ
て
、
各
人
、
各
団
体
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
綱
領
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
政
治
的
定
期
刊
行
物
の
発
行
権
の
証
明
書
が
、
交
付
さ
れ
る
で
あ
ろ

λ
ノ。

閉
鎖
さ
れ
た
刊
行
物
の
印
刷
か
ら
解
放
さ
れ
た
印
刷
所
で
は
、
出
版
部
に

よ
っ
て
、
労
働
者
の
利
益
の
た
め
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
的
刊
行
物
が
印
刷
に
当
て
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
七
月
反
乱
と
い
う
非
常
事
態
へ
の
対
処

と
し
て
出
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
出
版
部
の
決
定
に
よ
っ
て
、
七
月
九
日
か
ら

三
一
日
ま
で
の
聞
に
、
一
八
紙
の
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
コ
二
紙
の
「
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
が
次
々
と
閉
鎖
さ
れ
て
い
っ
た
。
結
局
、
一
九
一
八

年
夏
過
ぎ
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
も
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
も
、
「
反
革
命
新
聞
」

は
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
い
っ
た
ん
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

∞-F
A
-
-
辺
巾

z
z
p
h
S
F
g
q
E
-
S
F
4・
8
L・ω
M
M
・
邦
訳
、
『
レ

l
ニ

ン
全
集
』
(
大
月
書
庖
・
一
九
六
四
年
)
第
二
七
巻
三
六
五
頁
。

(
2
)
4皇

VRF
円・

ω自
・
結
晶
・
同
前
、
三
六
八
|
三
六
九
頁
。

(

3

)

h

N
き
さ
O
R
S
Z
句
史
リ
向
。
白
ミ
民
島
町
門
司
、
色
町
町
民
h
M
円

RDND
民
主
送
、
白
注
ミ

DNq

ミ
2
c
h
E
S
E
E
S
-
R
D
Kロ
ミ
ミ
E

4・
8
8
u
z
g
-
円リミ
S
D
N
Eも・

己
、
芝
町
ミ

N
W
3
・L
U
M
O
L
-
M
ω
∞・

(
4
)
戸
Z
4
・
8
一〉・

ω・
ORD司
O
R
8・
0
再
三
回
舎
@
t
h
E
h
h
u
h門町
R
E
号
、
.

気いて
E
E
b
さ
句
門
町

F
F
・-句。二
-
M
苫・

(
5
)
4
2
a
v
R
?
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ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

(
6
)
ミ旬。町内ミ
H
E
-
-
N
5
2
5
-∞「・

(
7
)
h
v
s
。p
-
印
(
凶
)
富
田
国
]
由
-
∞
了

Z
0・uω・

(
8
)
O
R
C
-
v
C
R
o
p
uミ
S
V
円
2
・・(ロ宝玄・中
)
-
P
M
U
1
A
V

・日一ミ・

(9)
勾司
R
E
3
H
R
n
S
3同町
R
o
b
S
白ミ
HF
↓-u
・
玄

--E印
タ

門

-kz--

(叩
)
0
5甘
C
R
o
p
吉田
ω
・
842(ロ
E
Z・中)二
-M3・

(
日
)
口
Z
4
・コ
D

一-g宮
浜
♂
円
-
M
U
1
m
v
・

(
ロ
)
ミ
旬
色
町
内
主
R
N
N
=
5
』E
H

∞-∞「・

(日
)
h
e
b

品。p
ω
Z
5』国
(
N
C
Z
5
Z坦

)
L
E∞「・・
zo--ω
中・

(
H
)
加
藤
一
郎
寸
ロ
シ
ア
革
命
と
左
翼
エ
ス
エ
ル
党
L

加
藤
一
郎
編
『
ナ

ロ
ー
ド
の
革
命
党
史
』
(
鹿
砦
社
・
一
九
七
五
年
)
三
二
頁
。

(
日
)
ミ
u
q
R
ヨ
S
F
U
S
m
O
』泊-∞】∞「・

(日
)
b
v
まも
b
w

日出

Z
5
』
2
5】∞「
Z
Z
o
-
-
印印・

(
口
)
オ
コ
ロ
コ
プ
に
よ
る
と
、
閉
鎖
さ
れ
た
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」

三
一
紙
の
う
ち
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
系
一
五
紙
、
エ
ス
エ
ル
系
八

紙
、
ア
ナ
キ
ス
ト
系
二
紙
、
ト
リ
ド
ヴ
ィ

l
ク
二
紙
、
マ
キ
シ
マ
リ

ス
ト
一
紙
、
そ
の
他
三
紙
で
あ
っ
た
。
の
z・
0
き
吉
岡
c
p
u云
8
・
8
4
3

(

司

自

u
s
z
・品)唱円・
ω吋
ω
・ω
〕よ・

終
章

一
O
月
の
武
装
蜂
起
か
ら
一
九
一
八
年
夏
頃
ま
で
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に

よ
る
出
版
規
制
政
策
は
、
規
制
の
方
法
に
着
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
っ
た
。

川
純
粋
な
行
政
的
規
制
の
時
期

こ
の
時
期
は
、
一

O
月
の
武
装
蜂
起
か
ら
革
命
法
廷
が
創
設
さ
れ
る
ま

で
の
問
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
機
関
だ
け
が
出
版
規
制
を
行
っ
て
い
た
時
期
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
一
七
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド

で
は
一
一
月
二
四
日
ま
で
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
一
二
月
四
日
ま
で
で
あ
る
。

ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
る
出
版
規
制
の
基
本
原
理
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
こ

の
時
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

O
月
二
七
日
の
人
民
委
員
会
議
の
「
出

版
に
関
す
る
布
告
」
で
新
聞
の
閉
鎖
の
基
準
が
示
さ
れ
、
一
一
月
四
日
の

全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
の
「
出
版
問
題
に
つ
い
て
の
決

議
」
で
新
聞
閉
鎖
の
根
拠
が
示
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
は

一
定
の
論
理
転
換
を
と
も
な
っ
て
い
た
。

ω
「
司
法
的
規
制
L

の
時
期

こ
の
時
期
は
、
革
命
法
廷
の
創
設
か
ら
一
九
一
八
年
七
月
八
日
の
モ
ス

ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
出
版
部
の
決
定
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
注
目

す
べ
き
な
の
は
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
左
翼
エ
ス
エ
ル
と
の
連
立
政
権
が
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成
立
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
時
期
に
、
出
版
革
命
法
廷
が

創
設
さ
れ
、
ま
た
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。

ω行
政
的
規
制
へ
の
再
転
換

こ
の
時
期
に
も
革
命
法
廷
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
七
月

八
日
の
決
定
に
よ
り
、
も
は
や
革
命
法
廷
が
個
別
に
新
聞
閉
鎖
を
審
理
す

る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
革
命
法
廷
の
機
能
の
縮
小
に
対
応
し
て
、

全
ロ
シ
ア
非
常
委
員
会
の
権
限
と
組
織
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
出
版
規
制
の
形
態
に
着
目
し
て
、
時
期
的
・
地
域
的
な
特
徴
を

見
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

山
印
刷
所
に
対
す
る
規
制

研究ノート

〔表1)規制された印刷所の数

年・月 差押え 収用 接収 国有化 計

1917年10月 15 5 4 24 

11月 9 5 11 2 27 

12月 4 2 6 3 15 

1918年1月 5 9 8 22 

2月 2 1 6 11 20 

3月 1 I 5 17 24 

4月 1 1 3 6 11 

5月 2 3 3 8 

6月 4 3 7 

計 34 20 47 57 158 

A. A. r OHlJ.apOB， 6opb6a COBeTCKOH副 a口HC KOHTppe皿λ+
UHOHHC>>1 6yp猟ya3Hoi1H Me皿06yp以ya3Ho副ne4aTbIO(25OK-

T兄6PH-H旧~bI918) (Be凹 HHKMOCKOBCKOrO YH閉 epc阿TeTa)

Cep問 ¥I)KypHa，'H白川a.1969. No.4.c.20_ 

一
O
月
革
命
直
後
か
ら
一
九
一
八
年
六
月
ま
で
の
印
刷
所
の
規
制
件
数

は
衰
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
規
制
さ
れ
た
印
刷
所
の
数
が
特
に
多
い
の
は
、

一
九
一
七
年
一

O
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
と
、
一
九
一
八
年
一
月
か
ら

三
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
聞
の
閉
鎖
件
数
の
多
い
時
期
と
重

な
っ
て
い
る
(
表
2
参
照
)
。
「
反
革
命
新
聞
L

の
抑
圧
に
お
い
て
は
、
新

聞
の
閉
鎖
と
そ
の
物
質
的
・
技
術
的
基
盤
の
破
壊
と
は
不
離
一
体
の
措
置

だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

一
O
月
革
命
直
後
は
、
差
押
え
と
収
用
が
私
的
所
有
の
印
刷
所
を
規
制

す
る
基
本
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
特
に
一
九
一
七
年
一

O
月
と
一
一

月
に
集
中
し
て
お
り
、
一
八
年
以
後
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
接
収
は
だ

い
た
い
全
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
一
九
一
七
年
一
一
月
を
頂
点
に
後

に
な
る
に
し
た
が
っ
て
漸
減
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
固
有
化
は
、
一

九
一
八
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
集
中
し
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
固
有

化
さ
れ
た
企
業
の
数
は
当
時
操
業
し
て
い
た
印
刷
所
の
数
か
ら
見
る
と
決

し
て
多
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
規
模
の
大
き
な
印
制
所
が
優
先
的
に
固
有

化
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア

の
中
央
部
お
よ
び
北
東
部
の
コ
二
県
で
操
業
し
て
い
た
印
刷
所
は
、
六

O

O
を
越
え
て
い
た
。
そ
の
う
ち
一
九
一
八
年
半
ば
ま
で
に
固
有
化
さ
れ
て

い
た
の
は
、
一

O
O余
り
の
印
刷
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
一
八
年
七

月
の
時
点
で
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
に
は
一
五
八
の
印
刷
所
が
あ
り
、
そ
の
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う
ち
二
五
企
業
が
固
有
化
さ
れ
て
い
た
。
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
一
四

O
の
う

ち
一

O
企
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
格
的
な
固
有
化
が
始
ま
る
の

は
も
う
少
し
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
固
有
化
さ

れ
た
印
刷
所
の
数
は
、
一
九
一
八
年
後
半
で
二
六
件
、
一
九
一
九
年
で
五

四
件
、
一
九
二

O
年
で
四
八
件
、
一
九
一
二
年
の
一
月
か
ら
二
月
で
八
件

で
あ
っ
た
。

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

ω新
聞
の
発
行
規
制

①
押
収
こ
れ
は
、
新
聞
の
当
該
発
行
号
の
み
を
配
布
前
に
差
し
止
め

る
措
置
で
あ
っ
て
、
一

O
月
蜂
起
前
の
ぺ
卜
ロ
グ
ラ

1
ド
と
一

O
月
革
命

後
の
初
期
モ
ス
ク
ワ
で
若
干
見
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

②
閉
鎖
新
聞
の
閉
鎖
状
況
を
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
と
「
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
新
聞
」
に
分
け
て
月
別
に
見
る
と
、
表

2
の
よ
う
に
な
る
。
新
聞
の
閉

鎖
は
全
体
的
に
み
る
と
、
革
命
直
後
か
ら
一
九
一
八
年
七
月
ま
で
コ
ン
ス

タ
ン
ト
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
閉
鎖
件
数
の
多
い
の
は
、
一
九
一
七

年
一

O
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
と
一
九
一
八
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
時
期
に
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

が
、
後

者
の
時
期
に
は
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
が
多
く
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
革

命
直
後
は
最
も
「
反
動
的
な
新
聞
」
を
閉
鎖
す
る
と
い
う
方
針
だ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
時
期
に
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
L

の
閉
鎖
が
集
中
し

て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
外
国
の
干
渉
が
始
ま
っ
た
後
者
の
時
期
に
は
、

-， 

小
プ
ノレ

シ
ヨ

ア
新
聞
L 

カヨ
外
国
の
干
渉
軍
と
結
び
っ
し〉

て
し A・3・UKOpOKOB，OKT日6Pb"KpaX pyCCKOH 6yplKya3HoH npe-

る CCbl， M_， 1970，c_343-376_から筆者が独自に作成した。
と 対象地域にはベトログラードとモスクワ以外も合
ソ まれている。

〔表2)ソヴェト権力諸機関によって
閉鎖された新聞の数

年・月
プルジョア 小プルジョア

計
新聞 新聞

1917年10月 33 7 40 
11月 34 24 58 
12月 22 5 27 

1918年1月 18 18 36 

2月 16 24 40 

3月 3 15 18 

4月 19 36 55 

5月 33 36 69 

6月 13 26 39 

7月 24 41 65 

8月 6 8 14 

9月 3 4 7 

計 224 244 46里」

あ
る
。

ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
た
め
、
閉
鎖
が
集
中
し
て
い
る
の
で

と
こ
ろ
で
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
と
初
期
の
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
出
版
規
制

の
対
応
に
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
新
聞
の
閉
鎖
を
両
地
域
に
分
け
た
の

が
表
3
で
あ
る
。
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
で
は
、
革
命
直
後
か
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ

ア
新
聞
」
も
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
も
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
八

年
五
月
に
閉
鎖
件
数
が
多
い
の
は
、
五
月
一
一
日
の
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
エ

ト
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
の
新
聞
閉
鎖
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

モ
ス
ク
ワ
で
は
、
革
命
直
後
に
最
も
反
動
的
と
さ
れ
る
若
干
の
「
プ
ル
ジ
ヨ

北法41(4・235)1695



酬
し
削
減

問

に

'MM

白
川
独
叩
が
何
者
け
筆

M
P

ら

K

'
刀

加

制
崎

町

山

川

崎

/

戸

山

仙

札
3

・H
A
町

ア
新
聞
」
を
閉
鎖
し
た
後
は
、
ほ
と
ん
ど
閉
鎖
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
初
期
モ
ス
ク
ワ
の
出
版
規
制
政
策
の
独
自
性
で
あ
る
。
表
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
閉
鎖
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
遷
都
さ
れ
た

一
九
一
八
年
三
月
以
降
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
五
月
に
閉
鎖
件
数
が
多
い

の
は
、
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

1
ド
と
同
様
に
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
の
決
定
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
七
月
に
多
い
の
は
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
七
月
反
乱
直
後

の
七
月
八
日
の
モ
ス
ク
ワ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
出
版
部
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
寸
反
革
命
新
聞
」
を
閉
鎖
す
る
の
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
は
、
革
命
法
廷
の
判
決
で
は
な
く
、
行
政
機
関
の
決
定
で

あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

研究ノート

〔表3)ペトログラードとモスクワに
おける新聞閉鎖の数

ペトログラード モスクワ

年・月
ブルジョア 小プ~:h7

計
プルジョア小プiV-)37

計
新聞 新聞 新聞 軒聞

1917年10月 15 6 21 6 。6 
11月 19 19 38 l l 2 

12月 3 3 6 。。。
1918年1月 5 8 13 。。。
2月 2 6 8 。。。
3月 。1 I 2 2 4 
4月 2 1 3 4 2 6 

5月 12 7 19 17 8 25 

6月 3 4 7 4 6 10 

7月 4 1 5 20 33 53 

8月 4 2 6 1 。
9月 。1 1 3 I 4 
計 69 59 128 58 53 111 

そ
れ
で
は
、
新
聞
閉
鎖
に
お
い
て
、
革
命
法
廷
ま
た
は
出
版
革
命
法
廷

(
以
下
で
は
両
者
を
あ
わ
せ
て
革
命
法
廷
と
呼
ぶ
)
の
役
割
は
何
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ

i
ド
で
は
一
九
一
七
年
一

O
月

二
五
日
か
ら
一
九
一
八
年
二
月
末
の
約
四
ヵ
月
間
に
、
革
命
法
廷
に
起
訴

さ
れ
た
新
聞
が
一
九
紙
、
罰
金
総
額
一
四
万
二

0
0
0
ル
ー
ブ
ル
、
被
逮

捕
者
一
八
人
で
あ
っ
た
。
同
じ
期
間
に
行
政
機
関
(
軍
事
革
命
委
員
会
ま

た
は
出
版
問
題
委
員
部
)
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
は
、
表
3
に
よ
る

と
八
六
紙
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
の
う
ち
約
二
二
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
し
か
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
時
は
、
行
政
機

関
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
新
聞
の
す
べ
て
が
、
法
廷
に
起
訴
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
新
聞
の
閉

鎖
を
第
一
次
的
に
決
定
す
る
の
は
、
法
廷
で
は
な
く
行
政
機
関
で
あ
っ
た
。

行
政
機
関
は
、
法
廷
の
事
前
の
許
可
(
令
状
)
な
し
に
、
新
聞
を
閉
鎖
し
、

関
係
者
を
逮
捕
す
る
な
ど
の
独
自
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
行
政
機
関
だ
け
で
出
版
規
制
を
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
革
命
法
廷
が
創
設
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
実
質
的
な
出
版
規
制
は
行
政
機
関
で
も
可
能
な
の
だ
か
ら
、
革

命
法
廷
に
は
別
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
革
命
法
廷
に
「
司
法
的
規
制
」
と
し
て
の

役
割
を
期
待
し
て
い
た
。
一
方
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
革
命
法
廷
に
大

北法41(4・236)1696



ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

衆
へ
の
政
治
教
育
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
革
命
法
廷
で
の
審
理
に
よ
っ
て
「
反
革
命
新
聞
L

の
「
反
革
命
的
L

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
暴
露
し
、
そ
の
影
響
力
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
粉
砕
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
行
政
機
聞
に
よ
る
閉
鎖
だ
け
で

あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
の
新
聞
が
閉
鎖
さ
れ
た
の
か
は
、
大
衆
の
前

に
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
法
廷
で
行

わ
れ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ソ
ヴ
エ

ト
権
力
側
の
新
聞
が
法
廷
の
審
理
に
つ
い
て
詳
し
く
報
じ
れ
ば
、
多
く
の

人
々
を
こ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
」
に
巻
き
込
む
こ
と
も
で
き
る
。
革

命
法
廷
に
起
訴
さ
れ
た
新
聞
の
中
で
比
較
的
多
く
の
読
者
を
持
つ
有
名
な

新
聞
が
多
い
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

オ
コ
ロ
コ
フ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
出
版

革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
が
採
択
さ
れ
た
頃
か
ら
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
権
力

は
、
敵
対
的
プ
レ
ス
の
革
命
的
抑
圧
の
た
め
の
活
動
に
勤
労
大
衆
を
参
加

さ
せ
る
と
い
う
方
針
を
目
立
っ
て
強
調
し
始
め
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

結
局
は
、
反
ソ
ヴ
ェ
卜
的
刊
行
物
の
影
響
力
を
弱
め
、
そ
の
発
言
へ
の
信

頼
を
打
ち
砕
く
と
い
う
、
一
定
の
教
育
目
的
が
追
求
さ
れ
て
い

F
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
革
命
法
廷
で
は
、
寸
司
法
的
規
制
」
と
し
て
の
役

割
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
政
治
教
育
と
し
て
の
役
割
も
十
分
果
た
せ
な

か
っ
た
Q

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
労
働
者
や
農
民
の
聞
で
は
文
盲
率
が
高
く
、

新
聞
を
読
ん
で
い
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
、
革
命
法

廷
の
審
理
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
情
を
、
フ
ィ
ン
は
次
の
よ

う
に
回
想
し
て
い
る
。
「
傍
聴
者
の
う
ち
労
働
者
は
少
な
か
っ
た
。
:
:
:
労

働
者
は
裁
判
の
た
め
に
出
か
け
る
時
聞
が
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ル
を
埋
め
つ

く
し
て
い
た
の
は
、
当
時
の
言
葉
に
よ
れ
ば
『
糊
の
き
い
た
カ
ラ

l
シ
ャ

ツ
と
フ
ロ
ッ
ク
コ

1
ト』

|

1
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
弁
護
士
、
文
学
者
な

ど

l
l
す
な
わ
ち
、
決
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
擁
護
者
で
は
な
い
人
々
で

あ
っ
た
L

。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
革
命
法
廷

に
固
執
す
る
理
由
は
も
は
や
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
革
命
法
廷
に
寸
司

法
的
規
制
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
ソ
ヴ
エ

ト
権
力
の
中
枢
か
ら
い
な
く
な
れ
ば
、
再
び
行
政
的
規
制
に
転
換
す
る
の

は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

革
命
期
の
出
版
規
制
政
策
の
形
成
過
程
を
、
政
治
の
頂
上
部
に
着
目
し

て
見
る
な
ら
ば
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
が
主
導
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
左
翼

エ
ス
エ
ル
が
一
定
の
時
期
ま
で
こ
れ
に
権
力
内
部
か
ら
抵
抗
す
る
と
い
う

関
係
が
成
り
立
つ
。
両
党
派
の
出
版
規
制
政
策
の
相
違
を
あ
え
て
単
純
化

す
る
と
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
行
政
機
関
に
よ
る
出
版
規
制
を
志
向
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
司
法
機
関
に
よ
る
規
制
を
志
向
し

て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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出
版
規
制
を
め
ぐ
る
両
党
派
の
最
初
の
対
立
は
、

一
九
一
七
年
一
一
月
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四
日
の
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
で
の
討
議
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
こ
の
会
議
で
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
出
版
規
制
の
目
的
と
し
て
い

た
の
は
、
出
版
を
資
本
の
く
び
き
か
ら
「
解
放
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

出
版
の
経
済
的
規
制
で
あ
っ
た
。
新
聞
閉
鎖
は
そ
れ
に
い
た
る
前
提
措
置

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
出
版
の
経
済

的
規
制
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
出
版
の
自
由
L

の
理
念
を
問

題
に
し
た
。
彼
ら
は
、
新
し
い
社
会
主
義
権
力
が
思
想
に
は
思
想
で
闘
う

と
い
う
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
と
世
界
の
人
民
に
革
命
運
動
の

魅
力
を
、
す
な
わ
ち
「
革
命
の
倫
理
性
」
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
立
場
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
単
独
政
権
の
時
期
に
は
行
政
機
関
に
よ
る
閉
鎖
が

行
わ
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
革
命
法
廷
の
創
設
は
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
っ

て
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寸
司
法
的
規
制
」
の
試
み
が
強

ま
る
の
は
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
人
民
委
員
会
議
に
加
わ
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
は
司
法
人
民
委
員
部
を
中
心
に
ボ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
キ
に
対
し
て
抵
抗

し
始
め
た
。
ま
ず
、
一
二
月
一
九
日
、
司
法
人
民
委
員
部
が
革
命
法
廷
に

関
す
る
訓
令
を
発
し
、
「
可
法
的
規
制
」
へ
の
足
が
か
り
を
作
っ
た
。
ま

た
、
出
版
事
件
を
専
門
に
管
轄
す
る
出
版
革
命
法
廷
の
割
設
に
イ
ニ
シ
ャ

チ
プ
を
発
揮
し
た
の
も
司
法
人
民
委
員
部
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
決

定
で
は
、
行
政
機
関
で
あ
る
出
版
問
題
委
員
部
の
役
割
を
無
視
し
て
い
た

し
、
人
に
対
す
る
刑
罰
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
人

民
委
員
会
議
の
出
版
革
命
法
廷
に
関
す
る
布
告
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
却

け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
ぺ
ト
ロ
グ
ラ

l
ド
出
版
革
命
法
廷
の
議
長
シ
ユ

レ
イ
デ
ル
(
左
翼
エ
ス
エ
ル
)
は
、
人
に
対
す
る
刑
罰
を
で
き
る
だ
け
適

用
し
な
い
よ
う
に
し
て
事
実
上
人
民
委
員
会
議
の
布
告
を
無
視
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
抵
抗
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
左
翼
エ
ス
エ
ル

が
ブ
レ
ス
ト
・
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
に
反
対
し
て
人
民
委
員
会
議
を
脱
退
し

た
翌
日
の
一
九
一
八
年
三
月
一
八
日
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
モ
ス
ク
ワ
で

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
の
弾
圧
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
内
戦
が
本
格
化
し

て
い
た
六
月
一
六
日
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ス
ト
ゥ

l
チ
カ
の
指
導
の
下

に
、
司
法
人
民
委
員
部
は
、
一
九
一
七
年
二
一
月
一
九
日
の
革
命
法
廷
に

関
す
る
訓
令
(
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
署
名
)
を
不
十

分
な
も
の
と
し
て
破
棄
し
た
。
こ
の
決
定
の
中
で
、
「
革
命
法
廷
は
、
反
革

命
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
そ
の
他
と
の
闘
争
手
段
の
選
択
に
お
い
て
は
、
法
律

に
こ
れ
こ
れ
以
上
の
刑
罰
と
い
う
表
現
で
闘
争
手
段
が
規
定
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
い
て
、
い
か
な
る
制
限
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
L

と
さ
れ
、
革
命

法
廷
の
刑
罰
方
法
と
し
て
死
刑
も
可
能
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
最
後
の
抵
抗
を
示
し
た
七
月
反
乱
を
鎮
圧

し
た
七
月
八
日
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
モ
ス
ク
ワ
の
新
聞
を
い
っ
せ
い
に

閉
鎖
し
、
行
政
的
規
制
へ
と
再
転
換
し
た
。
こ
の
時
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
も
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半
ば
非
合
法
化
さ
れ
、
そ
の
後
党
内
の
分
裂
も
あ
り
、
結
局
ロ
シ
ア
か
ら

は
消
滅
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
両
党
派
の
出
版
規
制
政
策
の
違
い
の
背
後
に
は
、
権
力
と
法

に
対
す
る
思
想
の
違
い
が
あ
っ
た
。
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ

ル
ク
自
身
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
の
対
立
を
「
法
と
正
義
が
優
先
さ
れ

る
べ
き
か
、
革
命
的
体
制
の
安
全
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
か
L

と
い
う
点
に

求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
森
下
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
法

思
想
的
に
は
、
そ
れ
は
、
法
律
に
よ
る
独
裁
的
権
力
の
規
制
と
い
う
伝
統

的
な
法
律
観
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
『
い
か
な
る
法
律
に
も
拘
束
さ
れ
な

い
直
接
の
暴
力
に
基
づ
く
権
力
』
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
論
を
と

る
の
か
の
対
立
で
あ
っ
た
り
「
彼
ら
〔
左
翼
エ
ス
エ
ル
〕
は
観
念
的
に
は

法
概
念
に
対
す
る
消
極
的
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
合
法
性

を
重
視
し
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
、
合
法
性
原
則

を
繰
り
返
し
強
調
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
合
法
性
を
超
越
す
る
内
戦

の
論
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
L

。

こ
う
し
た
権
力
と
法
に
対
す
る
両
党
派
の
違
い
は
、
革
命
観
の
違
い
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
の
目
的
と
手
段
の
関
係
の
問
題

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
革
命
に
お
け
る
必
要
性
と
倫
理
性
の
関
係
の
問
題
で

も
あ
る
。
左
翼
エ
ス
エ
ル
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
と
対
立
し
た
論
点
の
う
ち
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
出
版
規
制
を
始
め
、
カ
デ
ッ
ト
の
非
合
法
化
、
死
刑

の
復
活
、
対
独
講
和
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ

た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
両
党
派
の
思
想
を

比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
最
初
に
、
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
の
『
左
翼
社
会
革
命
党
一
九

一
七
|
一
九
二
一
』
に
依
拠
し
て
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
寸
革
命
の
倫
理
学
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
を
抽
出
し
て
み
る
。
彼
ら
が
目
標
に
し
て
い
た
革
命

と
は
、
政
治
革
命
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
も
含
む
社
会
革
命
で
あ
っ
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
が
当
時
望
み
、
ロ
シ
ア
の
労
働
者
が
後
に
な
っ
て

要
求
し
た
も
の
は
、
社
会
構
造
の
広
範
な
変
革
|
|
人
と
人
と
の
関
係
を

政
治
的
・
経
済
的
に
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
・
道
徳
的
に
変
え
る
変
革
ー
ー

で
あ
っ
凶
」
。
こ
の
思
想
は
、
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
以
来
の
伝
統
で
あ
る
と
さ

れ
、
こ
こ
に
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
の
違
い
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
ポ
リ
シ
ェ

ヴ
イ
キ
は
「
社
会
主
義
を
単
な
る
大
規
模
な
社
会
の
経
済
的
変
革
、
即
ち
、

《
私
有
財
産
の
廃
止
》
と
《
生
産
手
段
の
固
有
化
》
と
し
て
解
釈
し
て
い

た
L

が
、
寸
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
に
と
っ
て
は
、
社
会
主
義
と
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
第
一
に
、
資
本
主
義
の
廃
絶
と
生
産
手
段
の
社
会
化
を
通
じ
て
、
抑
圧

さ
れ
た
個
人
(
と
人
類
)
の
解
放
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
急

進
的
な
経
済
変
革
は
、
他
の
根
本
的
か
つ
究
極
的
な
目
標
|
|
人
間
の
側

に
自
分
の
内
面
的
・
外
面
的
尊
厳
、
自
由
と
友
愛
精
神
を
取
り
戻
す
こ
と

ー
ー
へ
の
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
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主
義
運
動
の
真
の
目
的
は
本
来
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
を
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
指
導

者
マ
リ
ア
・
ス
ピ
リ
ド
ノ

l
パ
は
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
党
の
創
立
大
会
で
次

の
よ
う
に
高
ら
か
に
宣
言
し
た
。
「
最
終
目
標
は
人
間
性
で
あ
る
。
す
べ
て

の
人
聞
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
の
み
我
々
は
闘
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
目
標
は
遥
か
に
高
い
。
人
が
こ
の
経
済
的
闘
争
に
勝
利
し
、

倫
理
的
人
間
へ
と
自
己
を
高
め
う
る
よ
う
に
と
の
目
的
で
我
々
は
闘
っ
て

い
る
の
で
あ
る
:
:
:
L
(
傍
点
は
シ
ュ
チ
ェ
イ
ン
ベ
ル
ク
)
。

ま
た
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
に
と
っ
て
は
、
目
的
が
倫
理
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
手
段
も
倫
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
階
級
闘
争
は
、

勤
労
大
衆
を
前
へ
と
駆
り
立
て
る
重
要
な
力
で
は
あ
る
が
、
不
断
に
道
徳

的
理
想
の
統
制
の
下
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
L

。
こ
れ
に

対
し
て
、
「
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
と
っ
て
は
、
《
道
徳
的
問
題
》
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
階
級
敵
の
磯
滅
な
ら
び
に
自
己
の
思
想
に
か
な

う
支
配
体
制
を
打
ち
立
て
る
際
、
い
か
に
こ
の
暴
力
を
最
も
有
効
に
使
用

し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
み
関
心
を
寄
せ
て
い
た
」
と
批
判

し
て
い
た
。

こ
の
問
題
は
、
テ
ロ
ル
の
行
使
に
お
い
て
最
も
精
鋭
な
形
で
突
き
つ
け

ら
れ
た
。
「
こ
れ
ら
自
由
の
戦
士
た
ち
の
優
越
性
は
、
彼
ら
が
政
治
的
・
戦

略
的
方
便
と
自
己
の
行
為
の
倫
理
的
正
当
化
を
決
し
て
結
び
つ
け
よ
う
と

し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
血
を
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
が
人
類
の
最
大
の
敵
の
血
で
あ
っ
て
も
、
罪
悪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
に
と
っ
て
重
要

な
こ
と
は
、
国
家
の
法
律
に
反
す
る
犯
罪
で
は
な
く
、
自
己
の
魂
に
対
す

る
罪
悪
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら
は
、
決
し
て
英
雄
的
テ
ロ
行
為
や
自
己

犠
牲
を
賛
美
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
、
そ
し
て
愛
す
る
人

民
の
運
命
を
賭
け
た
必
要
悪
と
し
て
受
げ
と
め
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
ほ

と
ん
ど
が
自
己
の
任
務
を
果
た
し
終
え
た
後
に
自
ら
の
死
を
切
望
し
た
と

い
う
驚
く
べ
き
事
実
を
、
我
々
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
し
か
説
明
で
き
な

い
L

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
テ
ロ
ル
を
統
治
上
の
基
本
原

理
に
し
た
と
批
判
さ
れ
た
。
「
《
人
民
の
敵
》
に
対
し
て
は
《
す
べ
て
が
許

さ
れ
る
》
|
|
こ
れ
が
テ
ロ
ル
の
二
つ
の
指
導
的
観
念
で
あ
る
。
実
践
に

お
い
て
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
者
に
対
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
暴
力
お
よ

び
弾
圧
手
段
の
行
使
に
い
き
つ
く
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
《
革
命
の
名
に
お

い
て
》
、
人
類
が
渇
望
し
つ
つ
あ
る
至
高
の
理
想
の
名
に
お
い
て
、
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
」
。
「
革
命
の
倫
理
性
」
に
最
高
の
価
値
を
見
い
だ
す
左
翼

エ
ス
エ
ル
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
中
で
、
革
命
の
目
的
と
手

段
の
関
係
や
革
命
に
お
け
る
必
要
性
と
倫
理
性
の
関
係
に
つ
い
て
熟
慮
し

て
い
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
例
外
的
な
存
在
だ
っ
た
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の
は
、
ソ
連
追
放
後
の
ト
ロ
ッ
キ
ー
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
前

に
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
か
つ
て
の
国
際
的
な
同
志
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の

マ
ッ
ク
ス
・
イ
ー
ス
ト
マ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
リ
ス
・
ス
ヴ
ァ

l
リ
ヌ
、

ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ン
デ
リ
ン
・
ト

1
マ
ス
た
ち
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
ク

ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
反
乱
や
マ
フ
ノ
の
反
乱
を
弾
圧
し
た
の
は
そ
の
非
道

徳
性
に
あ
り
、
こ
の
点
で
は
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
同
様
で
あ
る
と
批
判
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
卜
ロ
ッ
キ
ー
は
、
彼
ら
の
主
張
を
「
超
道
徳
主
義
」

と
呼
ぴ
反
論
し
た
。
そ
の
際
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
エ
ス
エ
ル
を
次
の
よ
う
に

評
し
て
い
た
。
「
ロ
シ
ア
の
エ
ス
エ
ル
は
、
つ
ね
に
最
も
道
徳
的
な
人
々
で

あ
っ
た
。
本
質
に
お
い
て
彼
ら
は
倫
理
学
だ
け
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
革
命
の
時
に
ロ
シ
ア
の
農
民
を
裏

切
る
こ
と
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
対
す
る
偽
り
の
非
難

と
い
う
点
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
、
最
も
倫
理
的
な
社
会
主

義
者
で
あ
る
ケ
レ
ン
ス
キ

li---L。
そ
の
う
え
で
、
目
的
と
手
段
の
関
係

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
手
段
は
、
た
だ
そ
の
目
的
に

よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
う
る
。
だ
が
今
度
は
目
的
が
正
当
化
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
利
益
を
表
現
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
の
見
地
か
ら
は
、
目
的
は
、
も
し
そ
れ
が
自
然
に
対
す
る
人
間
の
力

の
増
大
と
人
聞
に
対
す
る
人
間
の
力
の
廃
絶
へ
と
導
く
な
ら
ば
、
正
当
化

さ
れ
る
」
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
に
と
っ
て
、
手
段
の
正
当
性
は
目
的
に
、
目
的
の

正
当
性
は
革
命
の
利
益
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
は
生
き
た
運
動
の
中
か
ら

発
見
さ
れ
る
。
コ
」
れ
ら
の
基
準
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
場
合

に
お
い
て
、
な
に
が
許
さ
れ
な
に
が
許
さ
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、

で
き
あ
い
の
答
え
を
与
え
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
動
的
解
答
は
な
ん

ら
あ
り
え
な
い
。
革
命
的
道
徳
の
問
題
は
、
革
命
的
戦
略
と
戦
術
の
諸
問

題
と
融
合
す
る
。
理
論
の
明
確
化
の
下
で
の
運
動
の
生
き
た
経
験
が
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
正
確
な
答
え
を
与
え
る
」
。
レ

l
ニ
ン
も
一
九
二

O
年
一

O
月
に
、
「
青
年
同
盟
の
任
務
」
と
呼
ば
れ
る
演
説
の
中
で
、
超
人

間
的
・
超
階
級
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
倫
理
を
否
定
し
、
そ
の
か
わ
り
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
の
利
益
に
従
属
す
る
共
産
主
義
的
倫
理
を

主
張
し
て
い
た

そ
れ
で
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
と
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。
「
転
覆
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
あ

ら
ゆ
る
力
、
あ
ら
ゆ
る
決
断
、
あ
ら
ゆ
る
大
胆
不
敵
さ
、
熱
情
お
よ
び
無

慈
悲
さ
を
必
要
と
す
る
。
な
か
ん
ず
く
、
宗
教
、
か
民
主
主
義
。
お
よ
び
先

験
的
道
徳
の
虚
構
1
1
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
飼
い
な
ら
し
奴
隷
化
す
る

た
め
に
敵
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
精
神
的
な
鎖
ー
ー
か
ら
完
全
に
解
放
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
帝
国
主
義
的
獣
性
の
完
全
か
つ
最
終
的
な
破
壊

を
準
備
す
る
も
の
だ
け
が
道
徳
的
で
あ
っ
て
、
他
の
何
も
の
も
そ
う
で
は

な
い
。
革
命
の
幸
福
|

l
そ
れ
が
最
高
の
法
律
で
あ
る
L

。
最
後
の
一
文
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一
九

O
三
年
の
プ
レ
ハ

l
ノ
フ
が
述
べ
て
い
た
し
、
そ
れ
を
一
九
一

八
年
の
レ

l
ニ
ン
も
想
起
し
て
い
た
。
「
自
己
犠
牲
、
清
廉
、
大
胆
不
敵
、

あ
ら
ゆ
る
虚
飾
と
虚
偽
と
に
対
す
る
軽
蔑
を
含
む
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の

道
徳
的
諸
特
質
|
|
人
間
性
の
最
高
の
特
質
ノ
ー
ー
は
、
抑
圧
さ
れ
た

人
々
へ
の
奉
仕
に
お
け
る
革
命
的
な
非
妥
協
性
か
ら
発
し
て
い
る
」
。
ボ

リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
と
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
革
命
に
対
し

て
忠
実
で
あ
る
こ
と
、
時
に
は
「
無
慈
悲
さ
」
寸
非
妥
協
性
L

を
も
意
味
し

tまた
の
で
あ
っ
た
。

両
党
派
は
、
革
命
の
手
段
を
評
価
す
る
基
準
が
そ
の
目
的
に
あ
る
と
い

う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
今
度
は
そ
の
目
的
を
評
価
す
る
基
準
で
は

異
な
っ
て
い
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
が
重
視
し
た
の
は
「
革
命
の
リ
ア
リ

ズ
ム
L

で
あ
り
、
革
命
に
と
っ
て
必
要
か
ど
う
か
が
善
悪
の
判
断
基
準
で

あ
っ
た
。
ボ
リ
シ
エ
ヴ
イ
キ
に
は
革
命
の
利
益
に
従
属
す
る
革
命
的
道
徳

は
問
題
に
な
り
え
て
も
、
革
命
と
道
徳
(
倫
理
)
と
の
相
克
と
い
う
問
題

は
、
そ
も
そ
も
問
題
と
し
て
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
一
方
、
左
翼
エ
ス
エ

ル
は
「
革
命
の
リ
ア
リ
ズ
ム
L

に
解
消
さ
れ
な
い
独
自
の
寸
革
命
の
倫
理

性
」
を
持
っ
て
い
た
。
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
は
、
究
極
的
に
は
す
べ
て
を
革

命
の
必
要
性
か
ら
判
断
し
、
革
命
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
倫
理
的
に
正

当
だ
と
考
え
て
い
た
。
反
対
に
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
究
極
的
に
は
す
べ
て

を
革
命
の
倫
理
性
か
ら
判
断
し
、
倫
理
的
に
正
当
化
で
き
な
い
も
の
は
革

命
に
不
必
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
両
党
派
は
結
論

で
激
し
く
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
革
命
に
お
け
る
必
要
性
と
倫
理
性

の
関
係
に
つ
い
て
、
一
方
を
他
方
に
還
元
す
る
と
い
う
思
考
方
法
の
点
で

は
、
共
通
し
て
い
た
と
言
え
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
政
治
的
な

も
の
の
概
念
に
固
有
の
標
識
を
友
・
敵
の
区
別
に
求
め
、
そ
れ
を
道
徳
的

な
も
の
の
概
念
に
固
有
で
あ
る
善
・
悪
な
ど
に
還
元
で
き
な
い
と
考
え
て

い
た
の
に
対
し
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
は
道
徳
を
政
治
に
還
元
し
、
左
翼

エ
ス
エ
ル
は
政
治
を
道
徳
に
還
元
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両

党
派
は
、
革
命
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
る
が
倫
理
的
に
は
悪
で
あ
る
と
い

う
「
必
要
悪
L

の
地
平
に
は
立
つ
こ
と
が
な
く
、
歴
史
的
に
不
幸
な
対
立

を
産
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

革
命
と
い
う
非
常
事
態
に
お
い
て
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
権
力
は
き
わ

め
て
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
。
し
か
も
、
一

O
月
革
命
は
暴
力
革
命
で
あ
っ

た
。
権
力
は
革
命
を
守
る
た
め
に
あ
え
て
非
情
な
こ
と
も
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
政
治
的
な
、
あ
ま
り
に
も
政
治
的
な
情
況
で
あ
る
。
こ
の
時
に
「
革

命
の
倫
理
性
L

を
守
ろ
う
と
し
た
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
、
「
革
命
の
リ
ア
リ
ズ

ム
L

を
知
ら
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
、
す
な
わ
ち
「
左
翼
小
児
病
L

で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
革
命
の
利
益
を
守
る
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
結
果
に

こ
そ
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
革
命

の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
前
で
理
想
を
追
い
求
め
る
人
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を

北法41(4・242)1702



ロシア 10月革命における出版規制政策の展開 (2・完)

と
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
も
は
や
学
問
的
論
証
を
越
え
た
実
践
的

価
値
判
断
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

M
・
ウ
ェ

l
パ
l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
寸
た
し
か
に
、
政
治
は
頭
脳
で
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
頭
脳
だ
け
で
お

こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
そ
の
点
で
は
心
情
倫
理
家
の
言
う

と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
し
か
し
心
情
倫
理
家
と
し
て
行
為
す
べ
き

か
、
そ
れ
と
も
責
任
倫
理
家
と
し
て
行
為
す
べ
き
か
、
ま
た
ど
ん
な
場
合

に
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
誰
に
対
し
て
も
指
図
が
ま
し
い

こ
と
は
言
え
な
い
L

(

傍
点
は
ウ
ェ

1
パ
1
の
強
調
、
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ

ク
体
)
。
ロ
シ
ア
革
命
に
お
い
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
責
任
倫
理
家
と
し

て
、
左
翼
エ
ス
エ
ル
は
心
情
倫
理
家
と
し
て
行
動
し
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
こ
で
学
聞
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ど
ち
ら

の
選
択
が
正
し
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
で
は
な
く

(
お
そ
ら
く
論
証
不
可
能
で
あ
ろ
う
)
、
選
択
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
実
現

し
た
も
の
の
歴
史
的
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
格
的
な
検

討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
最
後
に
、
筆
者
の
見

通
し
を
簡
単
な
が
ら
も
示
し
て
お
こ
う
。

ロ
シ
ア
一

O
月
革
命
は
、
「
出
版
の
自
由
L

の
問
題
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
最
初
か
ら
目
的
と
手
段
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
体
制
内
化
し
て
成
立
し
た
の
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
渓
内
謙
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
寸
一
九
三

0
年
代
は
、
現
実
が
理
念
あ
る
い
は
理
念
が
要
請
す
る
方
法
的
規
範
を
併

呑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
格
闘
に
ひ
と
つ
の
終
止
符
を
う
っ
た
。
思
想

的
に
は
こ
の
結
末
は
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
の
古
典
マ
ル
ク
ス
主
義
か

ら
の
別
離
で
あ
り
、
ま
た
ロ
シ
ア
の
政
治
的
伝
統
へ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の

同
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
別
の
次
元
へ

の
そ
の
展
開
で
も
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
要
請
す

る
目
的
と
手
段
の
相
互
関
係
を
思
想
的
に
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
が
君
臨
し
た
体
制
内
部
の
構
造
に
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
転
移
し
た
と
も

(
回
)

い
う
こ
と
が
で
き
る
L

。

し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
と
の
関
係
ま

た
は
ロ
シ
ア
革
命
と
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
と
の
関
係
は
、
論
理
的
に
で
は
な

く
弁
証
法
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
。
一
九
三
七
年
の
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、

「
確
か
に
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
は
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
か
ら
『
生
成
し
た
』
。

け
れ
ど
も
、
論
理
的
に
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
に
、
す
な
わ
ち
革
命
的
な

肯
定
と
し
て
で
は
な
く
て
、
テ
ル
ミ
ド

l
ル
的
な
否
定
と
し
て
生
成
し
た
。

{
甜
)

そ
れ
は
、
決
し
て
同
じ
こ
と
で
は
な
い
」
と
断
言
で
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
渓
内
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
寸
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、
ロ

l
ザ
や
ラ
ッ
セ

ル
と
は
違
っ
て
、
目
的
と
手
段
と
い
う
問
題
を
客
観
的
な
構
造
の
問
題
と

し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
利
な
地
点
に
立
ち
得
た
の
で
あ
る
L

と

評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
『
ソ
連
は
ど
こ
へ
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裏
切
ら
れ
た
革
命
』
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
分
析
に
関
し
て
は
当
時
に

お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
日
に
お
い
て
も
古
典
と
し
て
の
意
義
を

失
つ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、
手
段
を
目
的
に
、
目
的

を
革
命
の
利
益
に
還
元
す
る
の
だ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
革
命
に
お
げ
る

目
的
と
手
段
の
緊
張
関
係
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
彼

の
最
大
の
問
題
点
と
思
わ
れ
る
の
は
、
レ

l
ニ
ン
、
王
義
を
か
た
く
な
に
ま

で
守
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
中
で
生

ま
れ
た
ロ
シ
ア
社
会
党
の
若
き
指
導
者
ボ
リ
ス
・
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ

l
が
批

判
し
て
い
る
。
「
な
ん
と
し
て
で
も
歴
史
的
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
枠
組
み
の

な
か
に
と
ど
ま
っ
て
、
革
命
政
府
が
と
っ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
措
置
を

正
当
化
し
よ
う
と
い
う
ト
ロ
ツ
キ
イ
の
志
向
は
か
れ
の
理
論
上
の
主
た
る

弱
点
で
あ
り
、
か
れ
の
対
案
の
主
た
る
矛
盾
点
で
あ
る
」
。
今
日
わ
れ
わ
れ

が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
ロ

1
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
『
ロ
シ
ア
革
命
論
L

が
想
起
さ

れ
る
。
一
九
一
八
年
、
ド
イ
ツ
の
獄
中
に
い
た
彼
女
は
、
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
は
、
真
の
革
命
政
党
が
歴
史
的
な
可
能
性
の
限
界
の
中
で
な
し
う
る
限

り
の
こ
と
は
す
べ
て
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
」
と
ボ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

普
通
選
挙
、
無
制
限
な
出
版
・
集
会
の
自
由
、
自
由
な
論
争
が
な
け
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
公
的
な
制
度
の
中
の
生
活
は
萎
縮
し
、
偽
り
の
生
活
に
な
り
、
そ
こ

に
は
官
僚
制
だ
け
が
唯
一
の
活
動
的
な
要
素
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

公
共
の
生
活
は
次
第
に
眠
り
込
み
、
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
限
り
な
い
理
想

主
義
を
も
っ
た
数
十
人
の
党
指
導
者
が
指
令
し
、
統
治
し
、
現
実
に
は
そ
の
中

の
十
人
く
ら
い
の
傑
出
し
た
首
脳
た
ち
が
指
導
し
て
、
労
働
者
の
エ
リ
ー
ト

が
指
導
者
た
ち
の
演
説
に
拍
手
を
送
り
、
提
出
さ
れ
た
決
議
案
を
満
場
一
致

で
承
認
す
る
た
め
に
、
時
折
会
議
に
召
集
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
要
す
る
に
同
族
政
治
な
の
だ
1
1
独
裁
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
で
は
な
く
、
一
握
り
の
政
治
家
た
ち
の
独
裁
、
つ

ま
り
全
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
意
味
で
の
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
支
配
の
よ
う
な
意
味

で
の
独
裁
な
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
う
い
う
状
態
は
暗
殺
、
人
質
の
射
殺
等
々
と

い
っ
た
公
的
生
活
の
野
蛮
化
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
い
か
な
る
党
派
も
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
力
な
客
観
的
な
法
則
前
)
。
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ま
た
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
一
九
一
八
年
の
憲
法
制
定
会
議
の
解

散
と
穀
物
徴
発
政
策
を
批
判
し
た
の
は
、
一
九
七
九
年
の
ロ
イ
・
メ
ド

ヴ
ェ

l
デ
ェ
フ
で
あ
る
。
彼
は
エ
ス
エ
ル
や
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
反
革
命

の
側
に
転
落
し
た
た
め
に
内
戦
が
起
き
た
の
で
は
な
く
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ

キ
が
彼
ら
と
の
妥
協
の
路
で
は
な
く
暴
力
の
路
を
選
択
し
た
た
め
に
自
ら

内
戦
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
て
い
る
0

1

し
か
し
、
一
九
一
八
年
の
春
と

夏
に
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
こ
の
賢
明
な
解
答
〔
妥
協
の
路
〕
に
達
せ

ず
、
誤
ま
っ
て
彼
ら
は
大
規
模
な
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
さ



に
こ
の
理
由
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
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一
九
一
八
年
夏
の
劇
的
な
事
件
全
体
の

責
任
を
左
翼
エ
ス
エ
ル
だ
け
に
押
し
つ
け
て
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
O
i
-
-
-
そ
し
て
、
一
九
一
八
年
春
や
夏
の
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
政

策
の
中
に
は
、
特
に
社
会
主
義
的
な
も
の
な
ど
な
か
っ
た
が
、
ポ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
が
指
導
す
る
貧
農
委
員
会
の
政
策
に
も
、
同
じ
く
社
会
主
義
的
な

も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
メ
ド
ヴ
ェ

l
デ
ェ
ブ
)
。
一
九
九

O
年
の
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ

l
も
、
「
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
彼
ら
〔
ポ
リ
シ
エ

ヴ
ィ
キ
〕
の
権
力
観
は
き
わ
め
て
単
純
化
さ
れ
た
も
の
に
見
え
る
し
そ
の

社
会
主
義
観
は
充
分
に
弁
証
法
的
で
は
な
い
も
の
に
見
え
る
。
わ
れ
わ
れ

に
は
、
か
れ
ら
が
自
主
管
理
の
役
割
が
理
解
で
き
ず
、
新
し
い
国
家
の
枠

の
な
か
で
の
民
主
主
義
的
な
諸
制
度
に
つ
い
て
あ
ま
り
遅
く
考
え
を
は
り

め
ぐ
ら
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
ほ
ど
の
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
す
る

必
要
が
あ
る
。
「
ス
タ
ー
リ
ン
・
テ
ル
ミ
ド

l
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
テ
ル
ミ

ド
1
ル
と
同
じ
よ
う
に
本
質
的
に
は
、
革
命
そ
の
も
の
の
な
か
か
ら
出
て

き
た
、
そ
し
て
著
し
い
程
度
に
お
い
て
革
命
の
継
続
で
あ
り
完
成
で
あ
る

反
革
命
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
を
ス
タ
ー

リ
ン
主
義
と
区
別
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
、
ポ
リ
シ
ヱ
ヴ
イ
ズ
ム
を
ス

タ
ー
リ
ン
主
義
の
準
備
段
階
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
試
み
も
ひ
と
し

く
ば
か
げ
て
い
る
」
(
傍
点
は
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ

l
、
太
字
は
引
用
者
)
。
こ

こ
で
必
要
な
こ
と
は
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
批
判
と
一

O
月
革
命
の
再
検

討
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
二
疋
の
『
機
械
論
』
的
な
革
命
観
と
し
て
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ

ム
を
批
判
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
ま
た
レ

l
ニ
ン

l
ト
ロ
ツ
キ
イ
の
政
府
の

独
裁
的
施
策
を
非
難
す
る
こ
と
な
し
に
は
過
去
に
つ
い
て
の
ま
と
も
な
歴
史

的
分
析
も
、
将
来
に
つ
い
て
の
抜
本
的
な
政
治
的
モ
デ
ル
の
作
成
も
不
可
能

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
つ
ら
く
と
も
、
起
こ
っ
た
こ
と

に
た
い
す
る
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
指
導
者
の
各
々
の
偲
人
的
責
任
を
問
題
に
し

な
い
わ
り
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
:
:
:
今
日
に

と
っ
て
の
歴
史
の
意
義
は
、
自
分
に
不
愉
快
な
為
政
者
を
悪
人
や
犯
罪
者
と

し
て
描
こ
う
と
い
う
試
み
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
思
想
を
擁
護
す
る
た
め

に
自
分
が
共
鳴
す
る
革
命
参
加
者
の
無
罪
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
志
向
を
も

放
棄
し
、
生
起
し
た
こ
と
の
真
の
悲
劇
性
を
理
解
し
、
現
代
の
ド
ラ
マ
チ
ズ
ム

に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。

一
O
月
革
命
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
と
同
義
で
は
な
い
。
ス
タ
ー
リ

ン
主
義
の
歴
史
の
偽
造
に
よ
っ
て
、
両
者
が
等
寵
さ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
一

O
月
革
命
は
、
自
由
と
民
主
主
義
、
生
産
管
理
、
土
地

改
革
、
民
族
解
放
、
中
央
集
権
と
地
方
分
権
と
い
っ
た
問
題
に
お
い
て
、
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ロシア 10月革命における出版規制政策の展開(2・完)

(
泣
)
己
・
、
3
C
E
R
E
F
の叶白』
Z
Z
5
=
=
由。』
V
E
g
z
ω
F
hさ』』主同町足。

o
b
a
?

匂
尽
き
た
w
Z
0・印∞

-g・
2
2
2
ε
r
'
O
R
S守
v
-
B吋「・
λ
・
ミ
・
『
ト
ロ
ッ

キ
ー
著
作
集
一
九
三
七
一
九
三
八
下
』
(
柘
植
書
房
・
一
九
七

四
年
)
三

O
二
頁
。

(お

)
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
田
中
浩

l
原
田
武
雄
訳
)
『
政
治
的
な
も
の

の
概
念
』
(
未
来
社
・
一
九
七

O
年
、
ド
イ
ツ
語
版
は
一
九
三
二
年
)

一
四
|
一
七
頁
。

(
泊
)
富
・
巧

S
2・
Mvo--zw
と
聞
の
巾
吋
ロ
同

(
5
5
)・
。
問
的
む
き
さ
ミ
同
町

H
S
R町
民
的
忌
町
民
F
3
V
吋
室
、
冨
ロ

R
Y
E
-
E
N
C
w
∞
-
t∞
・
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ

l
パ
『
政
治
論
集
2
』
(
み
す
ず
書
房
一
・
一
九
八
二
年
)
六
一

o
l六
一
一
頁
。

(
お
)
渓
内
謙
『
現
代
社
会
主
義
の
省
察
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
七
八
年
)

二
二
八
頁
。

(却

)
d
D
E
R
E
E
L
R
8・
8
4
1
宣
言

z・M
M
)
・
?
∞
・
『
ト
ロ
ッ
キ
ー
著
作
集

一
九
三
七

l
一
九
三
八
下
』
二
九
二
頁
。

(
幻
)
渓
内
・
前
掲
書
(
注
お
)
三
一
八
!
コ
二
九
頁
。

(
部
)
ポ
リ
ス
・
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ
イ
(
藤
井
一
行
訳
)
「
ト
ロ
ツ
キ
イ
と

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
L

『
季
刊
窓
』
第
三
号
(
一
九
九

O
年
)

一
九
八
頁
。

(却
)

H

N

・
戸
5
8
5
σ
ロ叶
mw
。

sassミ
な

S
山河込町、切【凶・品・

ω・
ωEW

回巾叶

-
F
E記
・
ロ

l
ザ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
(
伊
藤
成
彦

l
丸
山

敬
一
訳
)
『
ロ
シ
ア
革
命
論
』
(
論
創
社
・
一
九
八
五
年
)
五

O
頁。

(
却
)
何

σSE--ω
・
ω巴
・
同
前
、
四
五
!
四
六
頁
。
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク

は
、
同
じ
視
点
か
ら
、
一
九

O
四
年
に
レ

l
ニ
ン
の
党
組
織
論
に
つ

い
て
も
批
判
し
て
い
た
。
寸
し
か
し
、
レ

l
ニ
ン
に
よ
っ
て
推
奨
さ

れ
た
超
中
央
集
権
主
義
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
積
極
的
・
創
造

的
な
精
神
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
不
毛
な
夜
警
根
性
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
の
思
考
の
方
向
は
、
党
活
動
の
結

実
に
で
は
な
く
そ
の
統
制
に
、
そ
の
発
展
に
で
は
な
く
そ
の
制
限

に
、
運
動
の
結
集
に
で
は
な
く
そ
の
締
め
上
げ
に
向
け
ら
れ
て
い

る
L

(

傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
)
。
開

σ
g
E
-
∞
仏
・
同
¥
M
W

ω・
8ωム
2
・『ロ

1
ザ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
選
集
』
(
現
代
思
潮
社
・

一
九
六
九
年
)
第
一
巻
二
五
九
頁
。
ま
た
、
当
時
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
も

同
じ
よ
う
な
レ

l
ニ
ン
批
判
を
し
て
い
た
。
「
党
内
政
治
に
お
い
て
、

こ
の
方
法
〔
レ

l
ニ
ン
の
方
法
〕
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
知
っ
て

い
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
党
組

織
が
党
自
体
を
か
代
行
し
ヘ
中
央
委
員
会
が
党
組
織
を
代
行
し
、

結
局
は
か
柏
町
山
裁
者
。
が
中
央
委
員
会
自
体
を
代
行
す
る
こ
と
に
な

る
L

。

z・
↓
宮
ERZE
・
ミ
白
E
尽
き
言
語
民
吉
宗
庭
内
匂
包
S
F
V宍

2
2
P

E
S
-
門・

2
・
レ
オ
ン
・
ト
ロ
ッ
キ
ー
(
藤
井
一
行
・
左
近
毅
訳
)
『
わ

れ
わ
れ
の
政
治
的
課
題
』
(
大
村
書
庖
・
一
九
九

O
年
)
一
一
七

l
一

一
八
頁
。
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
の
レ

l
ニ
ン
批
判
は
、
一
九

O
四
年
も

一
九
一
八
年
も
一
貫
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
一
八
年
の
ト
ロ
ッ

キ
ー
は
、
一
九

O
四
年
の
自
己
の
思
想
を
訂
正
し
、
レ

1
ニ
ン
に
歩

み
寄
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

(担
)

H

N

・
冨
巾
己
〈
巾
仏
巾
戸
吋
』
町
内
。
ミ
与
問
司
、
河
町
ゼ
ミ
ミ
足
。
F

Z
巾宅
J

ヘC
円

w-
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。。-zgσ
紅

白

-HM-wE3・匂・

5
∞
・
ロ
イ
・
メ
ド
ヴ
ェ

l
ジ
ェ
フ

『一

O
月
革
命
』
(
未
来
社
・
一
九
八
九
年
)
二
四

O
|二
四
一
頁
。

(
認
)
カ
ガ
ル
リ
ツ
キ
イ
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
一
九
八
頁
。

(
お
)
間
前
。
た
だ
し
、
「
ス
タ
ー
リ
ン
・
テ
ル
ミ
ド

l
ル
」
と
い
う
規

定
に
は
同
意
で
き
な
い
。
こ
の
規
定
の
原
型
と
思
わ
れ
る
ト
ロ
ッ

キ
ー
の
「
ソ
ヴ
ェ
ト
・
テ
ル
ミ
ド

1
ル
L

論
は
、
科
学
的
な
分
析
と

い
う
よ
り
も
二
扇
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ

〉つ。

(M)
同
前
、

研究ノート

北法41(4・248)1708

一
九
九
頁
。

*
本
稿
は
、
一
九
九

0
年
度
お
よ
び
九
一
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究

費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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